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まとめ資料比較表 〔43条 共通 重大事故等対処設備〕 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

共通 重大事故等対処設備 

目次 

共-1 重大事故等対処設備の設備分類及び選定について 

共-2 類型化区分及び適合内容 

共-3 重大事故対処設備の環境条件について 

共-4 可搬型重大事故等対処設備の必要数，予備数及び保有数につ

いて 

共-5 可搬型重大事故等対処設備の接続口の兼用状況について 

共-6 重大事故等対処設備の外部事象に対する防護方針について 

共-7 重大事故等対処設備の内部火災に対する防護方針について 

共-8 重大事故等対処設備の内部溢水に対する防護方針について 

共-9 自主対策設備の悪影響防止について 

共通 重大事故等対処設備 

目次 

共－１ 重大事故等対処設備の設備分類及び選定について 

共－２ 類型化区分及び適合内容 

共－３ 重大事故等対処設備の環境条件について 

共－４ 可搬型重大事故等対処設備の必要数，予備数及び保有数

について 

共－５ 可搬型重大事故等対処設備の常設設備との接続性につい 

て 

共－６ 重大事故等対処設備の外部事象に対する防護方針につい  

て 

共－７  重大事故等対処設備の内部火災に対する防護方針につい 

て 

共－８  重大事故等対処設備の内部溢水に対する防護方針につい 

  て 

共－9  自主対策設備の悪影響防止について 

共通 重大事故等対処設備 

目次 

共-1 重大事故等対処設備の設備分類及び選定について 

共-2 類型化区分及び適合内容 

共-3 重大事故等対処設備の環境条件について 

共-4 可搬型重大事故等対処設備の必要数，予備数及び保有数につ

いて 

共-5 可搬型重大事故等対処設備の接続口の兼用状況について 

共-6 重大事故等対処設備の外部事象に対する防護方針について 

共-7 重大事故等対処設備の内部火災に対する防護方針について 

共-8 重大事故等対処設備の内部溢水に対する防護方針について 

共-9 自主対策設備の悪影響防止について 

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 
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まとめ資料比較表 〔43条 共-1 重大事故等対処設備の設備分類及び選定について〕 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 

 

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

相違No. 相違理由

① 東海第二では設計基準拡張という設備分類を設けていない

　比較表において，相違理由を類型化したものについて以下にまとめて記載する。下記以外の相違については，備考欄に相違理由を記載する。
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

共-1 重大事故等対処設備の設備分類及び選定について 共－１ 重大事故等対処設備の設備分類及び選定について 共-1 重大事故等対処設備の設備分類及び選定について 
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

1重大事故等対処設備 

1.1重大事故等対処設備について 

重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合において，炉

心，使用済燃料プール内の燃料体等，及び，運転停止中における

原子炉の燃料体の著しい損傷を防止するために，また，重大事故

が発生した場合においても，原子炉格納容器の破損及び発電所外

への放射性物質の異常な放出を防止するために，「実用発電用原子

炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」

（以下，設置許可基準規則という。）第三章（重大事故等対処施設）

にて定められる重大事故等対処設備として以下の設備を設ける。 

・第 43条 アクセスルートを確保するための設備

・第 44条 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするため

の設備

・第 45条 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉

を冷却するための設備

・第 46条 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備

・第 47条 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉

を冷却するための設備

・第 48条 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備

・第 49条 原子炉格納容器内の冷却等のための設備

・第 50条 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備

・第 51条 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設

備

・第 52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するた

めの設備

・第 53条 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するため

の設備

・第 54条 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備

・第 55条 工場等外（以下，「発電所外」という。）への放射性

物質の拡散を抑制するための設備

・第 56条 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備

・第 57条 電源設備

・第 58条 計装設備

・第 59条 運転員が原子炉制御室にとどまるための設備

・第 60条 監視測定設備

・第 61条 緊急時対策所

・第 62条 通信連絡を行うために必要な設備

1. 重大事故等対処設備の選定について

  重大事故等対処設備の選定にあたっては，設置許可基準規則

の要求を踏まえ，以下の方針に基づき設備を選定する。 

(1) 技術的能力の手順において，重大事故等対処設備として位

置づけた設備 

(2) 重大事故等時に使用する系統に含まれる設備

(例：代替制御棒挿入機能による制御棒緊急挿入にて使用す

る系統に含まれる制御棒，制御棒駆動機構，制御棒駆動系

水圧制御ユニット) 

(3) 重大事故等時の対処において，流路を形成する設備

(例：残留熱除去系熱交換器，排気筒) 

(4) その他，重大事故等時に使用し，有効性評価においてその

機能に期待する設備 

1重大事故等対処設備 

1.1重大事故等対処設備について 

重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合において，炉

心，燃料プール内の燃料体等，及び，運転停止中における原子炉

の燃料体の著しい損傷を防止するために，また，重大事故が発生

した場合においても，原子炉格納容器の破損及び発電所外への放

射性物質の異常な放出を防止するために，「実用発電用原子炉及び

その附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」（以下，

設置許可基準規則という）第三章（重大事故等対処施設）にて定

められる重大事故等対処設備として以下の設備を設ける。 

・第 43条 アクセスルートを確保するための設備

・第 44条 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするため

の設備 

・第 45条 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉

を冷却するための設備 

・第 46条 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備

・第 47条 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉

を冷却するための設備 

・第 48条 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備

・第 49条 原子炉格納容器内の冷却等のための設備

・第 50条 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備

・第 51条 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設

備 

・第 52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するた

めの設備 

・第 53条 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するため

の設備 

・第 54条 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備

・第 55条 工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設

備 

・第 56条 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備

・第 57条 電源設備

・第 58条 計装設備

・第 59条 運転員が原子炉制御室にとどまるための設備

・第 60条 監視測定設備

・第 61条 緊急時対策所

・第 62条 通信連絡を行うために必要な設備

・記載方針の相違

【東海第二】
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

これらの設備については，[A]新たに重大事故等に対処する機能

を付加させた設備に加え，当該設備が機能を発揮するために必要

な系統（水源から注入先まで，流路を含む）までを含むものとす

る。 

また，設計基準対象施設の機能を重大事故等発生時に期待する

場合において，上記設備[A]に該当しないものは，[B]重大事故等

発生時に設計基準対象施設としての機能を期待する重大事故等対

処設備（以下，「重大事故等対処設備（設計基準拡張）」という。）

と位置付け，第 44条～第 62条のいずれかに適合するための設備

の一部として取り扱うこととする。 

1.2 重大事故等対処設備の設備分類について 

重大事故等対処設備は，常設のものと可搬型のものがあり，そ

れぞれ設置許可基準規則に示される名称を踏まえて以下のとおり

分類する。 

(1)常設重大事故等対処設備

重大事故等対処設備のうち常設もの

a．常設重大事故防止設備

重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合であっ

て，設計基準事故対処設備の安全機能又は使用済燃料プー

ルの冷却機能若しくは注水機能が喪失した場合において，

その喪失した機能（重大事故に至るおそれがある事故に対

処するために必要な機能に限る。）を代替することにより重

大事故の発生を防止する機能を有する設備（重大事故防止

設備）のうち，常設のもの 

b．常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故防止設備であって，耐震重要施設（耐震 S

クラス施設）に属する設計基準事故対処設備が有する機能

を代替するもの 

c．常設重大事故緩和設備 

重大事故等対処設備のうち，重大事故が発生した場合に

おいて，当該重大事故の拡大を防止し，又はその影響を緩

和するための機能を有する設備（重大事故緩和設備）のう

ち，常設のもの 

d．常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 

設計基準対象施設のうち，重大事故等発生時に機能を期

2. 重大事故等対処設備の設備分類等の記載について

(1) 重大事故等対処設備は，常設のものと可搬型のものがあり，

それぞれ設置許可基準規則に示される名称を踏まえて以下の

とおり分類し，記載する。また，「常設」又は「可搬型」の設

備種別を記載する。 

ａ．常設重大事故等対処設備 

重大事故等対処設備のうち常設のもの 

(a) 常設重大事故防止設備（第 43.1－1図中①）

重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合であっ

て，設計基準事故対処設備の安全機能又は使用済燃料プー

ルの冷却機能若しくは注水機能が喪失した場合において，

その喪失した機能（重大事故に至るおそれがある事故に対

処するために必要な機能に限る。）を代替することにより重

大事故の発生を防止する機能を有する設備（重大事故防止

設備）のうち，常設のもの 

(b) 常設耐震重要重大事故防止設備（第 43.1－1図中②）

常設重大事故防止設備であって，耐震重要施設（耐震 S

クラス施設）に属する設計基準事故対処設備が有する機能

を代替するもの 

(c) 常設重大事故緩和設備（第 43.1－1図中③）

重大事故等対処設備のうち，重大事故が発生した場合に

おいて，当該重大事故の拡大を防止し，又はその影響を緩

和するための機能を有する設備（重大事故緩和設備）のう

ち，常設のもの 

これらの設備については，[A]新たに重大事故等に対処する機能

を付加させた設備に加え，当該設備が機能を発揮するために必要

な系統（水源から注水先まで，流路を含む。）までを含むものとす

る。 

また，設計基準対象施設の機能のうち，想定される重大事故等

時にその機能を期待する場合において，上記設備[A]に該当しない

ものは，[B]重大事故等発生時に設計基準対象施設としての機能を

期待する重大事故等対処設備（以下，重大事故等対処設備（設計

基準拡張）という。）と位置付け，第 44条～62 条のいずれかに適

合するための設備の一部として取り扱うこととする。 

1.2 重大事故等対処設備の設備分類について 

重大事故等対処設備は，常設のものと可搬型のものがあり，そ

れぞれ設置許可基準規則に示される名称を踏まえて以下のとおり

分類し，記載する。また，「常設」又は「可搬型」の設備種別を記

載する。 

(1)常設重大事故等対処設備

重大事故等対処設備のうち常設のもの

a．常設重大事故防止設備

重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合であっ

て，設計基準事故対処設備の安全機能又は燃料プールの冷

却機能若しくは注水機能が喪失した場合において，その喪

失した機能（重大事故に至るおそれがある事故に対処する

ために必要な機能に限る。）を代替することにより重大事故

の発生を防止する機能を有する設備（重大事故防止設備）

のうち，常設のもの 

b．常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故防止設備であって，耐震重要施設（耐震 S

クラス施設）に属する設計基準事故対処設備が有する機能

を代替するもの 

c．常設重大事故緩和設備 

重大事故等対処設備のうち，重大事故が発生した場合に

おいて，当該重大事故の拡大を防止し，又はその影響を緩

和するための機能を有する設備（重大事故緩和設備）のう

ち，常設のもの 

d．常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 

設計基準対象施設のうち，重大事故等時に機能を期待す

・設備分類の相違

【東海第二】 

東海第二では設計基

準拡張という設備分

類を設けていない（以

下，①の相違） 

・記載方針の相違

【柏崎 6/7】 

・設備分類の相違

【東海第二】
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

待する設備であって，重大事故の発生を防止する機能を有

する上記 a.以外の常設のもの 

e．常設重大事故緩和設備（設計基準拡張） 

設計基準対象施設のうち，重大事故等発生時に機能を期

待する設備であって，重大事故の拡大を防止し，又はその

影響を緩和するための機能を有する上記 c.以外の常設のも

の 

f．常設重大事故等対処設備のうち防止でも緩和でもない設備 

常設重大事故等対処設備のうち，上記 a.，b.，c.，d.，

e.以外の常設設備で，防止又は緩和の機能がないもの

(2)可搬型重大事故等対処設備

重大事故等対処設備のうち可搬型のもの

g．可搬型重大事故防止設備 

重大事故防止設備のうち可搬型のもの 

h．可搬型重大事故緩和設備 

重大事故緩和設備のうち可搬型のもの 

i．可搬型重大事故防止設備（設計基準拡張） 

設計基準対象施設のうち，重大事故等発生時に機能を期

待する設備であって，重大事故の発生を防止する機能を有

する上記 g.以外の可搬型のもの（ただし， 柏崎刈羽原子

力発電所 6 号及び 7 号炉においては，本分類に該当する

設備はなし） 

j．可搬型重大事故緩和設備（設計基準拡張） 

設計基準対象施設のうち，重大事故等発生時に機能を期

待する設備であって，重大事故の拡大を防止し，又はその

影響を緩和するための機能を有する上記 h.以外の可搬型の

もの（ただし，柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉に

おいて は，本分類に該当する設備はなし） 

(d) 常設重大事故等対処設備のうち防止でも緩和でもない設

備（第 43.1－1図中④）

常設重大事故等対処設備のうち，上記(a)，(b)，(c)

以外の常設設備で，防止又は緩和の機能がないものを有す

る設備（重大事故緩和設備）のうち，常設のもの 

ｂ．可搬型重大事故等対処設備 

重大事故等対処設備のうち可搬型のもの 

(a) 可搬型重大事故防止設備（第 43.1－1図中⑤）

重大事故防止設備のうち可搬型のもの

(b) 可搬型重大事故緩和設備（第 43.1－1図中⑥）

重大事故緩和設備のうち可搬型のもの

る設備であって，重大事故の発生を防止する機能を有する

上記 a.，b.以外の常設のもの 

e．常設重大事故緩和設備（設計基準拡張） 

設計基準対象施設のうち，重大事故等時に機能を期待す

る設備であって，重大事故の拡大を防止し，又はその影響

を緩和するための機能を有する上記 c.以外の常設のもの

（ただし，島根原子力発電所 2号炉においては，本分類に

該当する設備はなし） 

f．常設重大事故等対処設備のうち防止でも緩和でもない設備 

常設重大事故等対処設備のうち，上記 a.，b.，c.，d.，

e.以外の常設設備で，防止又は緩和の機能がないもの

(2)可搬型重大事故等対処設備

重大事故等対処設備のうち可搬型のもの

g．可搬型重大事故防止設備 

重大事故防止設備のうち可搬型のもの 

h．可搬型重大事故緩和設備 

重大事故緩和設備のうち可搬型のもの 

i．可搬型重大事故防止設備（設計基準拡張） 

設計基準対象施設のうち，重大事故等時に機能を期待す

る設備であって，重大事故の発生を防止する機能を有する

上記 g.以外の可搬型のもの（ただし，島根原子力発電所２

号炉においては，本分類に該当する設備はなし） 

j．可搬型重大事故緩和設備（設計基準拡張） 

設計基準対象施設のうち，重大事故等時に機能を期待す

る設備であって，重大事故の拡大を防止し，又はその影響

を緩和するための機能を有する上記 h.以外の可搬型のもの

（ただし，島根原子力発電所 2号炉においては，本分類に

該当する設備はなし） 

①の相違

・設備分類の相違

【東海第二】 

①の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉では，常設

重大事故緩和設備（設

計基準拡張）と位置付

けている設備はない 

・設備分類の相違

【東海第二】 

①の相違

・設備分類の相違

【東海第二】 

①の相違

・設備分類の相違

【東海第二】

①の相違
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k．可搬型重大事故等対処設備のうち防止でも緩和でもない設

備 

可搬型重大事故等対処設備のうち，上記 g.，h.，i.，j.

以外の可搬型設備で，防止又は緩和の機能がないもの 

 (c) 可搬型重大事故等対処設備のうち防止でも緩和でもな

い設備（第 43.1－1図中⑦） 

     可搬型重大事故等対処設備のうち，上記(b)，(c)以外

の可搬型設備で，防止又は緩和の機能がないもの   

k．可搬型重大事故等対処設備のうち防止でも緩和でもない設

備 

可搬型重大事故等対処設備のうち，上記 g.，h.，i.，j.

以外の可搬型設備で，防止又は緩和の機能がないもの 

 

 

・設備分類の相違 

【東海第二】 

 ①の相違 

 

 

重大事故等対処設備の分類の概念を図 1 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 重大事故等対処設備の分類 

 

重大事故等対処設備の分類の概念を，第43.1－1図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第43.1－1図 重大事故等対処設備の分類 

 

 

 

 

 

重大事故等対処設備の分類の概念図を図１に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 重大事故等対処設備の分類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備分類の相違 

【東海第二】 

 ①の相違 
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1.3重大事故等対処設備の選定の考え方について 

1.1に示した重大事故等対処設備については，図２に示す選定

及び分類フローに基づき，それぞれ以下のとおり選定し，かつ 1.2

に示した設備分類に分類する。 

(1)対象設備の選定 

1.1に示したとおり，『重大事故等対処設備』とは，設置許

可基準規則第三章（重大事故等対処施設）に定められる設備

である。設置許可基準規則第三章には第 37条～第 62条の 26

条文があり，このうち，選定した重大事故等対処施設の有効

性の評価を求める条文である第 37条，重大事故等対処施設全

般に対する要求を示した条文である第 38条～第 41条を除く

21条文に適合するために必要な設備が対象となる。なお，各

条文に適合するために必要な設備ではなく，かつ設計基準対

象施設にも該当しない設備は，自主設備である。 

 

(2)設計基準対象施設と重大事故等対処設備の分類 

1.1に示したとおり，(1)に示す 21条文に適合するために

必要な設備には，新たに重大事故等に対処する機能を付加さ

せた設備，及び当該設備が機能を発揮するために必要な系統

（水源から注入先まで、流路を含む）が含まれるものとする。

一方，設計基準対象施設の機能を重大事故等発生時に期待す

る場合において，上記設備に 該当しないものは，重大事故等

対処設備（設計基準拡張）と位置付ける。 

これは，設計基準対象施設として設計されており，かつ新

たに機能を付加させていない設備については，設計基準対象

施設としての機能を重大事故等発生時に流用しているもので

あるが，使用環境等が異なる可能性があるため，当該使用環

境において使用できること等を評価によって示すためであ

る。 

この考え方は，「実用発電用原子炉に係る炉心損傷防止対策

及び格納容器破損防止対策の有効性評価に関する審査ガイ

ド」2.2.2有効性評価の共通解析条件に記載されている以下

の内容にも合致するものである。 

 

(3)設計基準事故対処設備の適用条件 

b.故障を想定した設備を除き、設備の機能を期待するこ

との妥当性（原子炉の圧力、温度及び水位等）が示さ

れた場合には、その機能を期待できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3重大事故等対処設備の選定の考え方について 

1.1に示した重大事故等対処設備については，図２に示す選定

及び分類フローに基づき，それぞれ以下のとおり選定し，かつ 1.2

に示した設備分類に分類する。 

(1)対象設備の選定 

1.1に示したとおり，『重大事故等対処設備』とは，設置許

可基準規則第三章（重大事故等対処施設）に定められる設備

である。設置許可基準規則第三章には第 37条～第 62条の 26

条文があり，このうち，選定した重大事故等対処施設の有効

性の評価を求める条文である第 37条，重大事故等対処施設全

般に対する要求を示した条文である第 38条～第 41条を除く

21条文に適合するために必要な設備が対象となる。なお，各

条文に適合するために必要な設備ではなく，かつ設計基準対

象施設にも該当しない設備は，自主設備である。 

 

(2)設計基準対象施設と重大事故等対処設備の分類 

1.1に示したとおり，(1)に示す 21条文に適合するために

必要な設備には，新たに重大事故等に対処する機能を付加さ

せた設備，及び当該設備が機能を発揮するために必要な系統

（水源から注水先まで、流路を含む）が含まれるものとする。

一方，設計基準対象施設の機能を重大事故等時に期待する場

合において，上記設備に該当しないものは，重大事故等対処

設備（設計基準拡張）と位置付ける。 

これは，設計基準対象施設として設計されており，かつ新

たに機能を付加させていない設備については，設計基準対象

施設としての機能を重大事故等時に流用しているものである

が，使用環境等が異なる可能性があるため，当該使用環境に

おいて使用できること等を評価によって示すためである。 

 

この考え方は，「実用発電用原子炉に係る炉心損傷防止対策

及び格納容器破損防止対策の有効性評価に関する審査ガイ

ド」2.2.2有効性評価の共通解析条件に記載されている以下

の内容にも合致するものである。 

 

(3)設計基準事故対処設備の適用条件 

b.故障を想定した設備を除き、設備の機能を期待するこ

との妥当性（原子炉の圧力、温度及び水位等）が示さ

れた場合には、その機能を期待できる。 

・記載方針の相違 

【東海第二】 
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すなわち，重大事故等対処設備の有効性評価においては，

有効性を確認したい重大事故等対処設備以外は，機能を期待

することが妥当な設計基準対象施設を含んでも良いというこ

とであり，このような設備を重大事故等対処設備（設計基準

拡張）と位置付けるものである。 

なお，第 44条に適合するために必要な設備のうち，ほう酸

水注入系については，第 25条に定められる反応度制御系及び

原子炉停止系に該当する設計基準対象施設であり，原子炉に

注入することで反応度を制御するための設備である点は変更

がない。しかし，当該系統の効果に期待する「原子炉停止機

能喪失」事象が新たに重大事故等として明確に位置付けられ

たことから，重大事故等対処設備にも該当する設備と整理し，

重大事故等対処設備（設計基準拡張）には位置付けないこと

とする。 

また，「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大

事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必

要な技術的能力に係る審査基準」で設置を要求される設備に

ついても，同様に，重大事故等対処設備と整理されるか，重

大事故等対処設備（設計基準拡張）と位置付けられるかの分

類を実施する。 

例えば，同審査基準 １．２【解釈】１（３）ａ） 

「重大事故等の進展を抑制するため、ほう酸水注入系

（SLCS）又は制御棒駆動機構（CRD）等から注水する手順

等を整備すること。（BWRの場合）」 

で要求される手順にて使用する SLC又は CRDを用いた注水（事

象緩和のみの少量注水）は，設計基準対象施設兼重大事故等

対処設備である SLC又は設計基準対象施設である CRDを重大

事故等発生時の高圧注水の用途に流用して使用するものであ

り，本来の機能を発揮させる方法で使用した結果として原子

炉圧力容器内に水を送ることも兼ねる手順を整備するもので

ある。本要求に対しては，設計基準対象施設 兼 重大事故等

対処設備である SLCをもって適合することとし，CRDについ

て新たな分類は付加しないこととする。 

一方，同審査基準 １．１４【解釈】１（１）ｃ） 

「複数号機設置されている工場等では、号機間の電力融通

を行えるようにしておくこと。また、敷設したケーブル等

が利用できない状況に備え、予備のケーブル等を用意する

こと。」 

すなわち，重大事故等対処設備の有効性評価においては，

有効性を確認したい重大事故等対処設備以外は，機能を期待

することが妥当な設計基準対象施設を含んでも良いというこ

とであり，このような設備を重大事故等対処設備（設計基準

拡張）と位置付けるものである。 

なお，第 44条に適合するために必要な設備のうち，ほう酸

水注入系については，第 25条に定められる反応度制御系及び

原子炉停止系に該当する設計基準対象施設であり，原子炉に

注入することで反応度を制御するための設備である点は変更

がない。しかし，当該系統の効果に期待する「原子炉停止機

能喪失」事象が新たに重大事故等として明確に位置付けられ

たことから，重大事故等対処設備にも該当する設備と整理し，

重大事故等対処設備（設計基準拡張）には位置付けないこと

とする。 

また，「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大

事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必

要な技術的能力に係る審査基準」で設置を要求される設備に

ついても，同様に，重大事故等対処設備と整理されるか，重

大事故等対処設備（設計基準拡張）と位置付けられるかの分

類を実施する。 

例えば，同審査基準 １．２【解釈】１（３）ａ） 

「重大事故等の進展を抑制するため、ほう酸水注入系（Ｓ

ＬＣＳ）又は制御棒駆動機構（ＣＲＤ）等から注水する

手順等を整備すること。（ＢＷＲの場合）」 

で要求される手順にて使用するＳＬＣ又はＣＲＤを用いた注

水（事象緩和のみの少量注水）は，設計基準対象施設兼重大

事故等対処設備であるＳＬＣ又は設計基準対象施設であるＣ

ＲＤを重大事故等時の高圧注水の用途に流用して使用するも

のであり，本来の機能を発揮させる方法で使用した結果とし

て原子炉圧力容器内に水を送ることも兼ねる手順を整備する

ものである。本要求に対しては，設計基準対象施設 兼 重大

事故等対処設備であるＳＬＣをもって適合することとし，Ｃ

ＲＤについて新たな分類は付加しないこととする。 

・島根２号炉は単独申請 
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で要求される手順にて使用する号機間電力融通用の予備ケー

ブルは，新規に配備する設備として新たな機能を与えるもの

であることから，重大事故等対処設備と整理する。 

 

(3)特定重大事故等対処施設の除外 

第 42条に適合するためだけに必要な設備は『特定重大事故

等対処施設』であり， 本申請内容には該当しないため除外す

る。 

(4)防止設備，緩和設備の分類 

重大事故等対処設備（設計基準拡張）を除き，重大事故を

防止するために必要な設備は『重大事故防止設備』，重大事故

の影響の緩和を行うために必要な設備は『重大事故緩和設備』

と整理する。両方に該当する場合は『重大事故防止設備兼重

大事故緩和設備』と整理し，いずれにも該当しない場合は『防

止でも緩和でもない設備』とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 機器クラスについて，以下のとおり記載する。 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する

規則」の第二条（定義）に基づき，重大事故等クラスを記載

する。常設のもののうち容器，管，ポンプ及び弁については，

「ＳＡ－2」(重大事故等クラス２)を記載し，それ以外につい

ては，「－」を記載する。可搬型のもののうち容器，管，ポン

プ及び弁については，「ＳＡ－3」(重大事故等クラス３)を記

載し，それ以外については，「－」を記載する。 

内燃機関については，「発電用火力設備に関する技術基準」を

準用することから，「－」を記載する。 

 

  (3) 重大事故等対処設備が代替する機能を有する設計基準対

象施設について，以下のとおり記載する。 

  ａ．重大事故等対処設備（計測設備（設置許可基準規則第 58

条）を除く）について，代替する機能を有する設計基準対

象施設がある場合は，その名称及び耐震重要度分類を記載

し，代替する機能を有する設計基準対象施設がない場合は，

「－」を記載する。 

    重大事故等対処設備のうち，重大事故等時に設計基準対

象施設としての機能を期待するため，設計基準対象施設で

あり，かつ重大事故等対処設備である設備については，（ ）

内に当該設備を記載する。 

 

 

 

 

(3)特定重大事故等対処施設の除外 

第 42条に適合するためだけに必要な設備は『特定重大事故

等対処施設』であり，本申請内容には該当しないため除外す

る。 

(4)防止設備，緩和設備の分類 

重大事故等対処設備（設計基準拡張）を除き，重大事故を

防止するために必要な設備は『重大事故防止設備』，重大事故

の影響の緩和を行うために必要な設備は『重大事故緩和設備』

と整理する。両方に該当する場合は『重大事故防止設備兼重

大事故緩和設備』と整理し，いずれにも該当しない場合は『防

止でも緩和でもない設備』とする。 

 

1.4機器クラスについて，以下のとおり記載する。 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規

則」の第二条（定義）に基づき，重大事故等クラスを記載する。

常設のもののうち容器，管，ポンプ及び弁については，「SA-2」

(重大事故等クラス２)を記載し，それ以外については，「-」を

記載する。可搬型のもののうち容器，管，ポンプ及び弁につい

ては，「SA-3」(重大事故等クラス３)を記載し，それ以外につい

ては，「-」を記載する。 

内燃機関については，「発電用火力設備に関する技術基準」を

準用することから，「-」を記載する。 

 

1.5重大事故等対処設備が代替する機能を有する設計基準対象施

設について，以下のとおり記載する。 

 (1)重大事故等対処設備（計測設備（設置許可基準規則第 58条）

を除く）について，代替する機能を有する設計基準対象施設

がある場合は，その名称及び耐震重要度分類を記載し，代替

する機能を有する設計基準対象施設がない場合は，「－」を記

載する。 

   重大事故等対処設備のうち，重大事故等時に設計基準対象

施設としての機能を期待するため，設計基準対象施設であり，

かつ重大事故等対処設備である設備については，（ ）内に当

該設備を記載する。 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

  ｂ．計測設備(設置許可基準規則 第 58条)は，主要設備の計

測が困難となった場合の重要代替監視パラメータの名称及

び耐震重要度を記載する。重要代替監視パラメータがない

場合は，「－」を記載する。  

(2)計測設備(設置許可基準規則 第58条)は，主要設備の計測が

困難となった場合の重要代替監視パラメータの名称及び耐震

重要度を記載する。重要代替監視パラメータがない場合は，

「－」を記載する。  

図 2 重大事故等対処設備の選定及び分類フロー 図２ 重大事故等対処設備の選定及び分類フロー ・記載方針の相違

【東海第二】
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

43条 重大事故等対処設備 

 

 

44条 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備 

 

 

 

45条 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却

するための設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43条 重大事故等対処設備 

 

 

 

 

44条 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45条 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却

するための設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43条 重大事故等対処設備 

 

 

 

 

44条 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45条 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却

するための設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下，各社設備の相違の

詳細については第 44 条

～第 62 条の比較表に記

載している 

 

・設備の相違 

 

 

 

 

・設備の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

45条 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却

するための設備 

46条 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 

45条 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却

するための設備 

46条 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 

46条 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 

45条 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却

するための設備 

46条 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 

46条 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 

・設備の相違

・設備の相違

・設備の相違
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

47条 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却

するための設備 

 

 

47条 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却

するための設備 

 

47条 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却

するための設備 

 

 

 

47条 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却

するための設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47条 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却

するための設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47条 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却

するための設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47条 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却

するための設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47条 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却

するための設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47条 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却

するための設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48条 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

 

 

 

 

 

 

47条 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却

するための設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48条 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47条 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却

するための設備 

 

 

47条 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却

するための設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48条 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

48条 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

 

 

 

48条 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

 

 

48条 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

 

 

 

48条 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48条 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48条 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48条 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48条 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48条 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

49条 原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

 

 

49条 原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

 

 

 

 

 

 

48条 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

 

 

 

 

 

 

 

49条 原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49条 原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49条 原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49条 原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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49条 原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50条 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

 

 

50条 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

 

 

 

 

 

 

 

49条 原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50条 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50条 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49条 原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50条 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50条 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

50条 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

50条 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

51条 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

50条 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

50条 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

51条 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

50条 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

51条 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

・設備の相違

・設備の相違

・設備の相違
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51条 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 
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・設備の相違 
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・設備の相違 
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52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設

備 

 

 

 

52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設

備 

 

 

 

 

 

 

 

 

51条 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

 

 

 

 

 

 

 

52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設

備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設
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52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設
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52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設
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52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設

備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設

備 

52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設

備 

53条 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備 

52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設

備 

53条 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備 53条 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備 

・設備の相違

・設備の相違
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54条 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 
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54条 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54条 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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54条 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

 
 

 

55条 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備 

 

 

 

 

 

56条 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

 

 

 

54条 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55条 工場外への放射線物質の拡散を抑制するための設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56条 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 
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55条 工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56条 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 
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57条 電源設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57条 電源設備 
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57条 電源設備 
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57条 電源設備 

 

 

 

 

57条 電源設備 

 

57条 電源設備 

 

 

57条 電源設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57条 電源設備 
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57条 電源設備 
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57条 電源設備 
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57条 電源設備 
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58条 計装設備 

58条 計装設備 

58条 計装設備 

58条 計装設備 

58条 計装設備 

58条 計装設備 

58条 計装設備 

58条 計装設備 

58条 計装設備 

・設備の相違

・設備の相違

・設備の相違
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58条 計装設備 

58条 計装設備 

58条 計装設備 

58条 計装設備 

58条 計装設備 

58条 計装設備 

58条 計装設備 

58条 計装設備 

・設備の相違

・設備の相違
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61条 緊急時対策所 
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61条 緊急時対策所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61条 緊急時対策所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

61条 緊急時対策所 

 

 

 

 

 

 

 

 

61条 緊急時対策所 

 

 

61条 緊急時対策所 

 

 

 

 

 

 

 

 

61条 緊急時対策所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61条 緊急時対策所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61条 緊急時対策所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

62条 通信連絡を行うために必要な設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62条 通信連絡を行うために必要な設備 

 

 

 

 

その他の設備 

 

62条 通信連絡を行うために必要な設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62条 通信連絡を行うために必要な設備 
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62条 通信連絡を行うために必要な設備 
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まとめ資料比較表 〔43条 共-2 類型化区分及び適合内容〕 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

赤字・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

緑字・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

相違No. 相違理由

①
島根２号炉は，ＳＡ事象と重畳する自然現象の規模を検討し，環境条件として地震，風（台風），凍結，降水，積雪を考慮することとしている
このうち荷重として作用する地震，風（台風），積雪について組合せを考慮する

② 東海第二は⑥荷重を設置場所ごとに分類しているが，島根２号炉は，共通事項として整理し分類しているため記載していない

③ 第６条に準じた事象スクリーニングの相違による選定事象の相違

④ 島根２号炉は，津波特有の事故シーケンスを事故シーケンスグループとして選定していないため，敷地に遡上する津波について記載していない

⑤ 島根２号炉は，森林火災を人為事象として選定している

⑥ 島根２号炉は単独申請

　比較表において，相違理由を類型化したものについて以下にまとめて記載する。下記以外の相違については，備考欄に相違理由を記載する。
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まとめ資料比較表 〔43条 共-2 類型化区分及び適合内容〕 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共-2 類型化区分及び適合内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共－２ 類型化区分及び適合内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共-2 類型化区分及び適合内容 
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

■設置許可基準規則 第 43 条 第 1 項 第 1 号

重大事故等時の環境条件における健全性について

1. 概要

重大事故等対処設備の基準適合性を確認するにあたり，設置許

可基準規則により要求されている項目のうち，重大事故等時の環

境条件における健全性を確保するための区分及び設計方針につ

いて整理した。 

(1) 基本設計方針

重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した

場合における温度，放射線，荷重及びその他の使用条件にお

いて，その機能が有効に発揮できるよう，その設置場所（使

用場所）又は保管場所に応じた耐環境性を有する設計とする

とともに，操作が可能な設計とする。 

重大事故等時の環境条件については，重大事故等時におけ

る温度（環境温度①，使用温度⑥）, 放射線③，荷重⑥に加えて，

その他の使用条件として，環境圧力①，湿度による影響①，重

大事故等時に海水を通水する系統への影響④，自然現象による

影響，発電所敷地又はその周辺において想定される発電用原

子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象

であって人為によるものの影響及び周辺機器等からの悪影響

⑦を考慮する。

荷重⑥としては，重大事故等が発生した場合における機械的

荷重に加えて，環境圧力，温度及び自然現象による荷重を考

慮する。 

自然現象の選定に当たっては，網羅的に抽出するために，

地震，津波に加え，発電所敷地及びその周辺での発生実績の

有無に関わらず，国内外の基準や文献等に基づき収集した洪

水，風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，地滑り，火

山の影響，生物学的事象，森林火災等の事象を考慮する。こ

れらの事象のうち，重大事故等時における発電所敷地及びそ

の周辺での発生の可能性，重大事故等対処設備への影響度，

事象進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から，重大

事故等時に重大事故等対処設備に影響を与えるおそれがある

■設置許可基準規則 第 43条 第 1項 第 1号

重大事故等時の環境条件における健全性について

1. 概要

重大事故等対処設備の基準適合性を確認するに当たり，設置

許可基準規則により要求されている項目のうち，重大事故等時

の環境条件における健全性を確保するための区分及び設計方針

について整理した。 

(1) 基本設計方針

重大事故等対処設備は，重大事故等時の温度，放射線，荷

重その他の使用条件において，その機能が有効に発揮できる

ように，その設置（使用）・保管場所に応じた耐環境性を有す

る設計とするとともに，操作が可能な設計とする。 

重大事故等時の環境条件については，重大事故等時の温度

（環境温度①，使用温度⑥），放射線③，荷重⑥に加えて，その

他の使用条件として，環境圧力①，湿度による影響①，屋外の

天候による影響（凍結及び降水）②，重大事故等時に海水を通

水する系統への影響④，電磁的障害⑤及び周辺機器等からの悪

影響⑦について考慮する。 

荷重⑥としては，重大事故等時の機械的荷重に加えて，環境

圧力，環境温度及び自然現象（地震，津波（基準津波を超え

敷地に遡上する津波（以下「敷地に遡上する津波」という。）

を含む。），風（台風），竜巻，積雪，火山の影響）による荷重

を考慮する。 

■設置許可基準規則 第 43 条 第 1 項 第 1 号

重大事故等時の環境条件における健全性について

1. 概要

重大事故等対処設備の基準適合性を確認するにあたり，設置許

可基準規則により要求されている項目のうち，重大事故等時の環

境条件における健全性を確保するための区分及び設計方針につ

いて整理した。 

(1) 基本設計方針

重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した

場合における温度，放射線，荷重及びその他の使用条件にお

いて，その機能が有効に発揮できるよう，その設置場所（使

用場所）又は保管場所に応じた耐環境性を有する設計とする

とともに，操作が可能な設計とする。 

重大事故等時の環境条件については，重大事故等時におけ

る温度（環境温度①，使用温度⑥）, 放射線③，荷重⑥に加えて，

その他の使用条件として，環境圧力①，湿度による影響①，重

大事故等時に海水を通水する系統への影響④，自然現象による

影響，発電所敷地又はその周辺において想定される発電用原

子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象

であって人為によるものの影響及び周辺機器等からの悪影響

⑦を考慮する。

荷重⑥としては，重大事故等が発生した場合における機械的

荷重に加えて，環境圧力，温度及び自然現象による荷重を考

慮する。 

自然現象の選定に当たっては，網羅的に抽出するために，

地震，津波に加え，発電所敷地及びその周辺での発生実績の

有無に関わらず，国内外の基準や文献等に基づき収集した洪

水，風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，地滑り，火

山の影響，生物学的事象，森林火災等の事象を考慮する。こ

れらの事象のうち，重大事故等時における発電所敷地及びそ

の周辺での発生の可能性，重大事故等対処設備への影響度，

事象進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から，重大

事故等時に重大事故等対処設備に影響を与えるおそれがある

・記載表現の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，自然現

象及び人為事象につ

いて考慮する旨を記

載し，２段落後にて事

象の選定結果を記載

している 

・設計方針の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，ＳＡ事

象と重畳する自然現

象の規模を検討し，環

境条件として地震，風

（台風），凍結，降水，

積雪を考慮すること

としている 

このうち荷重として

作用する地震，風（台

風），積雪について組

合せを考慮する（以
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事象として，地震，風（台風），低温（凍結），降水及び積雪

を選定する。これらの事象のうち，低温（凍結）及び降水に

ついては，屋外の天候による影響②として考慮する。 

自然現象による荷重の組合せについては，地震，風（台風）

及び積雪の影響を考慮する。 

 

これらの環境条件のうち，重大事故等時における環境温度

①，環境圧力①，湿度による影響①，屋外の天候による影響②，

重大事故等時の放射線による影響③及び荷重⑥に対しては，重

大事故等対処設備を設置（使用）又は保管する場所に応じて，

以下の設備分類ごとに必要な機能を有効に発揮できる設計と

する。 

原子炉格納容器内の重大事故等対処設備は，想定される重

大事故等時における原子炉格納容器内の環境条件を考慮した

設計とする。また，地震による荷重を考慮して，機能を損な

わない設計とする。操作は，中央制御室から可能な設計とす

る。 

原子炉建屋原子炉区域内の重大事故等対処設備は，想定さ

れる重大事故等時における環境条件を考慮する。また，地震

における荷重を考慮して，機能を損なわない設計とするとと

もに，可搬型重大事故等対処設備は，必要により当該設備の

落下防止，転倒防止，固縛の措置をとる。操作は，中央制御

室，異なる区画若しくは離れた場所又は設置場所で可能な設

計とする。 

原子炉建屋内の原子炉区域外及びその他の建屋内の重大事

故等対処設備は，重大事故等時におけるそれぞれの場所の環

境条件を考慮した設計とする。また，地震による荷重を考慮

して，機能を損なわない設計とするとともに,可搬型重大事故

等対処設備は，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，

固縛の措置をとる。操作は，中央制御室, 異なる区画若しく

は離れた場所又は設置場所で可能な設計とする。 

 

 

 

屋外及び建屋屋上の重大事故等対処設備は，重大事故等時

における屋外の環境条件を考慮した設計とする。操作は，中

央制御室，離れた場所又は設置場所で可能な設計とする。 

 

 

 

 

   自然現象による荷重の組合せについては，地震，津波（敷

地に遡上する津波を含む。），風（台風），積雪及び火山の影響

を考慮する。 

   これらの環境条件のうち，重大事故等時の環境温度①，環境

圧力①，湿度による影響①，屋外の天候による影響（凍結及び

降水）②，重大事故等時の放射線による影響③及び荷重⑥に対

しては，重大事故等対処設備を設置（使用）・保管する場所に

応じて，以下の設備分類ごとに必要な機能を有効に発揮でき

る設計とする。 

   原子炉格納容器内の重大事故等対処設備は，重大事故等時

の原子炉格納容器内の環境条件を考慮した設計とする。操作

は，中央制御室で可能な設計とする。また，地震による荷重

を考慮して，機能を損なわない設計とする。 

 

   原子炉建屋原子炉棟内の重大事故等対処設備は，重大事故

等時における環境条件を考慮した設計とする。操作は，中央

制御室，異なる区画若しくは離れた場所又は設置場所で可能

な設計とする。また，地震による荷重を考慮して，機能を損

なわない設計とするとともに，可搬型重大事故等対処設備は，

必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置をと

る。 

   原子炉建屋付属棟内（中央制御室含む），緊急時対策所建屋

内，常設代替高圧電源装置置場（地下階），格納容器圧力逃が

し装置格納槽内，常設低圧代替注水系格納槽内，緊急用海水

ポンプピット内及び立坑内の重大事故等対処設備は，重大事

故等時におけるそれぞれの場所の環境条件を考慮した設計と

する。操作は，中央制御室，異なる区画若しくは離れた場所

又は設置場所で可能な設計とする。また，地震による荷重を

考慮して，機能を損なわない設計とするとともに，可搬型重

大事故等対処設備は，必要により当該設備の落下防止，転倒

防止，固縛の措置をとる。 

   屋外及び常設代替高圧電源装置置場（地上階）の重大事故

等対処設備は，重大事故等時における屋外の環境条件を考慮

した設計とする。操作は，中央制御室，離れた場所又は設置

場所で可能な設計とする。 

事象として，地震，風（台風），凍結，降水及び積雪を選定す

る。これらの事象のうち，凍結及び降水については，屋外の

天候による影響②として考慮する。 

自然現象による荷重の組合せについては，地震，風（台風）

及び積雪の影響を考慮する。 

 

これらの環境条件のうち，重大事故等時における環境温度

①，環境圧力①，湿度による影響①，屋外の天候による影響②，

重大事故等時の放射線による影響③及び荷重⑥に対しては，重

大事故等対処設備を設置（使用）又は保管する場所に応じて，

以下の設備分類ごとに必要な機能を有効に発揮できる設計と

する。 

原子炉格納容器内の重大事故等対処設備は，想定される重

大事故等時における原子炉格納容器内の環境条件を考慮した

設計とする。また，地震による荷重を考慮して，機能を損な

わない設計とする。操作は，中央制御室から可能な設計とす

る。 

原子炉棟内の重大事故等対処設備は，想定される重大事故

等時における環境条件を考慮する。また，地震における荷重

を考慮して，機能を損なわない設計とするとともに，可搬型

重大事故等対処設備は，必要により当該設備の落下防止，転

倒防止，固縛の措置をとる。操作は，中央制御室，異なる区

画若しくは離れた場所又は設置場所で可能な設計とする。 

 

原子炉建物付属棟内及びその他の建物内の重大事故等対処

設備は，重大事故等時におけるそれぞれの場所の環境条件を

考慮した設計とする。また，地震による荷重を考慮して，機

能を損なわない設計とするとともに,可搬型重大事故等対処

設備は，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の

措置をとる。操作は，中央制御室, 異なる区画若しくは離れ

た場所又は設置場所で可能な設計とする。 

 

 

 

屋外及び建物屋上の重大事故等対処設備は，重大事故等時

における屋外の環境条件を考慮した設計とする。操作は，中

央制御室，離れた場所又は設置場所で可能な設計とする。 

 

下，①の相違） 

 

 

・設計方針の相違 

【東海第二】 

 ①の相違 
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また，地震，風（台風）及び積雪の影響による荷重を考慮

し，機能を損なわない設計とするとともに，可搬型重大事故

等対処設備については，必要により当該設備の落下防止，転

倒防止，固縛の措置をとる。 

 

 

 

海水を通水する系統への影響④に対しては，常時海水を通水

する，海に設置する，又は海で使用する重大事故等対処設備

は耐腐食性材料を使用する設計とする。常時海水を通水する

コンクリート構造物については，腐食を考慮した設計とする。

使用時に海水を通水する重大事故等対処設備は，海水の影響

を考慮した設計とする。原則，淡水を通水するが，海水も通

水する可能性のある重大事故等対処設備は，可能な限り淡水

を優先し，海水通水を短期間とすることで，設備への海水の

影響を考慮する。また，海から直接取水する際の異物の流入

防止を考慮した設計とする。 

発電所敷地又はその周辺において想定される発電用原子炉

施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であ

って人為によるものの選定に当たっては，網羅的に抽出する

ために，発電所敷地及びその周辺での発生実績の有無に関わ

らず，国内外の基準や文献等に基づき収集した飛来物（航空

機落下等），ダムの崩壊，爆発，近隣工場等の火災，有毒ガス，

船舶の衝突，電磁的障害，故意による大型航空機の衝突その

他のテロリズム等の事象を考慮する。これらの事象のうち，

発電所敷地及びその周辺での発生の可能性，重大事故等対処

設備への影響度，事象進展速度や事象進展に対する時間余裕

の観点から，重大事故等対処設備に影響を与えるおそれがあ

る事象として選定する電磁的障害⑤に対しては，重大事故等対

処設備は，重大事故等時においても電磁波により機能を損な

わない設計とする。 

重大事故等対処設備は，事故対応のために配置・配備して

いる自主対策設備を含む周辺機器等からの悪影響⑥により機

能を損なわない設計とする。周辺機器等からの悪影響として

は，地震，火災，溢水による波及的影響を考慮する。 

 

 

溢水に対しては，重大事故等対処設備は，想定される溢水

   また，地震，津波（敷地に遡上する津波を含む。），積雪及

び火山の影響による荷重を考慮して機能を損なわない設計と

するとともに，風（台風）及び竜巻による風荷重の影響に対

しては，位置的分散を考慮した保管により，機能を損なわな

い設計とする。また，可搬型重大事故等対処設備については，

必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛等の措置を

とる。 

   海水を通水する系統への影響④に対しては，常時海水を通水

する，海に設置する又は海で使用する重大事故等対処設備は

耐腐食性材料を使用する。常時海水を通水するコンクリート

構造物については，腐食を考慮した設計とする。使用時に海

水を通水する重大事故等対処設備は，海水の影響を考慮した

設計とする。原則，淡水を通水するが，海水も通水する可能

性のある重大事故等対処設備は，可能な限り淡水を優先し海

水通水を短期間とすることで，設備への海水の影響を考慮す

る。また，海から直接取水する際の異物の流入防止を考慮し

た設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   電磁的障害⑤に対しては，重大事故等対処設備は，重大事故

等時においても電磁波によりその機能が損なわれない設計と

する。 

   重大事故等対処設備は，事故対応のために設置・配備して

いる自主対策設備や風（台風）及び竜巻等を考慮して当該設

備に対し必要により講じた落下防止，転倒防止，固縛等の措

置を含む周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれが

ない設計とする。周辺機器等からの悪影響としては、地震，

火災，溢水による波及的影響を考慮する。 

   溢水に対しては，重大事故等対処設備が溢水によりその機

また，地震，風（台風）及び積雪の影響による荷重を考慮

し，機能を損なわない設計とするとともに，可搬型重大事故

等対処設備については，必要により当該設備の落下防止，転

倒防止，固縛の措置をとる。 

 

 

 

海水を通水する系統への影響④に対しては，常時海水を通水

する，海に設置する，又は海で使用する重大事故等対処設備

は耐腐食性材料を使用する設計とする。常時海水を通水する

コンクリート構造物については，腐食を考慮した設計とする。

使用時に海水を通水する重大事故等対処設備は，海水の影響

を考慮した設計とする。原則，淡水を通水するが，海水も通

水する可能性のある重大事故等対処設備は，可能な限り淡水

を優先し，海水通水を短期間とすることで，設備への海水の

影響を考慮する。また，海から直接取水する際の異物の流入

防止を考慮した設計とする。 

発電所敷地又はその周辺において想定される発電用原子炉

施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であ

って人為によるものの選定に当たっては，網羅的に抽出する

ために，発電所敷地及びその周辺での発生実績の有無に関わ

らず，国内外の基準や文献等に基づき収集した飛来物（航空

機落下等），ダムの崩壊，爆発，近隣工場等の火災，有毒ガス，

船舶の衝突，電磁的障害，故意による大型航空機の衝突その

他のテロリズム等の事象を考慮する。これらの事象のうち，

発電所敷地及びその周辺での発生の可能性，重大事故等対処

設備への影響度，事象進展速度や事象進展に対する時間余裕

の観点から，重大事故等対処設備に影響を与えるおそれがあ

る事象として選定する電磁的障害⑤に対しては，重大事故等対

処設備は，重大事故等時においても電磁波により機能を損な

わない設計とする。 

重大事故等対処設備は，事故対応のために配置・配備して

いる自主対策設備を含む周辺機器等からの悪影響⑦により機

能を損なわない設計とする。周辺機器等からの悪影響として

は，地震，火災，溢水による波及的影響を考慮する。 

 

 

溢水に対しては，重大事故等対処設備は，想定される溢水

・設計方針の相違 

【東海第二】 

 ①の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，自然現

象及び人為事象につ

いて考慮する旨を記

載し，次段落にて事象

の選定結果を記載し

ている 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 
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により機能を損なわないように，重大事故等対処設備の設置

区画の止水対策等を実施する。 

 

 

 

 

 

 

地震による荷重を含む耐震設計については，「重大事故等対

処設備について 2.1.2 耐震設計の基本方針」に，火災防護に

ついては，「重大事故等対処設備について 2.2 火災による損

傷の防止」に示す。 

 

 

(2) 類型化の考え方 

a. 考慮事項 

①重大事故等時における環境温度，環境圧力，湿度による

影響 

②屋外の天候による影響 

③重大事故等時の放射線による影響 

④重大事故等時に海水を通水する系統への影響 

⑤電磁的障害 

⑥荷重（重大事故等が発生した場合における圧力，温度，

機械的荷重及び地震，風（台風），積雪による荷重） 

 

⑦周辺機器等からの悪影響 

 

b. 類型化 

・①～③の項目については，Ａ:原子炉格納容器内，Ｂ：原

子炉建屋原子炉区域内，Ｃ：その他の建屋内（原子炉建

屋内の原子炉区域外含む），Ｄ:屋外に分類するとともに，

それぞれの場所の重大事故等時における環境条件を考慮

したものとする。 

 

 

 

 

 

能を喪失しないように，想定される溢水水位に対して機能を

喪失しない位置に設置又は保管する。 

 

 

 

 

 

 

   地震による荷重を含む耐震設計については，「2.1.2 耐震

設計の基本方針」に，津波（敷地に遡上する津波を含む。）に

よる荷重を含む耐津波設計については，「2.1.3 耐津波設計

の基本方針」に，火災防護については「2.2 火災による損傷

の防止」に示す。  

 

 (2) 類型化の考え方 

  ａ．考慮事項 

   ①重大事故等時における環境温度，環境圧力，湿度による

影響 

   ②屋外の天候による影響（凍結及び降水） 

   ③重大事故等時の放射線による影響（被ばく・設備） 

   ④重大事故時に海水を通水する系統への影響 

   ⑤電磁的障害 

   ⑥荷重（重大事故等時の圧力，温度，機械的荷重及び地震，

津波（敷地に遡上する津波を含む。），風（台風）及び竜

巻の風荷重，積雪，火山の影響による荷重） 

   ⑦周辺機器等からの悪影響 

   

ｂ．類型化 

    ・①～③，⑥の項目については，Ａ：原子炉格納容器内，

Ｂ：原子炉建屋原子炉棟内，Ｃ：原子炉建屋の原子炉

棟外及びその他の建屋内，Ｄ：屋外に分類するともに，

重大事故等時における環境条件を考慮したものとす

る。 

      なお，類型化区分「Ｃ」は，原子炉建屋付属棟，緊

急時対策所建屋，常設代替高圧電源装置置場（地下階），

格納容器圧力逃がし装置格納槽，常設低圧代替注水系

ポンプ室，緊急用海水ポンプピット，常設代替高圧電

源装置用カルバート（立坑部），常設代替高圧電源装置

により機能を損なわないように，重大事故等対処設備の設置

区画の止水措置等を実施する。 

 

 

 

 

 

 

地震による荷重を含む耐震設計については，「重大事故等対

処設備について 2.1.2 耐震設計の基本方針」に，火災防護に

ついては，「重大事故等対処設備について 2.2 火災による損

傷の防止」に示す。 

 

 

(2) 類型化の考え方 

ａ．考慮事項 

①重大事故等時における環境温度，環境圧力，湿度による

影響 

②屋外の天候による影響 

③重大事故等時の放射線による影響 

④重大事故等時に海水を通水する系統への影響 

⑤電磁的障害 

⑥荷重（重大事故等が発生した場合における圧力，温度，

機械的荷重及び地震，風（台風），積雪による荷重） 

 

⑦周辺機器等からの悪影響 

 

ｂ．類型化 

・①～③の項目については，Ａ:原子炉格納容器内，Ｂ：原

子炉棟内，Ｃ：その他の建物内（原子炉建物付属棟含む），

Ｄ:屋外に分類するとともに，それぞれの場所の重大事故

等時における環境条件を考慮したものとする。 

 

 

 

 

 

 

【東海第二】 

 島根２号炉は，区画の

止水対策の他に，東海

第二記載の設置位置

（高さ）による対策を

含めて「等」と記載し

ている 

 

 

・設計方針の相違 

【東海第二】 

 ①の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設計方針の相違 

【東海第二】 

 ①の相違 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

 東海第二は⑥荷重を

設置場所ごとに分類

しているが，島根２号

炉は，共通事項として

整理し分類している

ため記載していない

（以下②の相違） 
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・④海水を通水する系統については，Ⅰ：常時海水を通水

又は海で使用する系統，Ⅱ：使用時海水を通水又は淡水

だけでなく海水も使用できる系統で分類する。

・⑤，⑥, ⑦は共通事項であるため分類しない。

・類型化区分と考慮事項の対応

用カルバート（トンネル部），常設代替高圧電源装置用

カルバート（カルバート部），格納容器圧力逃がし装置

用配管カルバート，常設低圧代替注水系配管カルバー

ト他の「建屋等」を示す。

・④海水を通水する系統については，Ⅰ：常時海水を通

水又は海で使用する系統，Ⅱ：淡水だけでなく海水も

使用できる系統で分類する。

・⑤，⑦は共通事項であるため分類しない。

・類型化区分と考慮事項の対応

・④海水を通水する系統については，Ⅰ：常時海水を通水

又は海で使用する系統，Ⅱ：使用時海水を通水又は淡水

だけでなく海水も使用できる系統で分類する。

・⑤，⑥, ⑦は共通事項であるため分類しない。

・類型化区分と考慮事項の対応

・記載方針の相違

【東海第二】 

②の相違

・記載方針の相違

【東海第二】 

②の相違

44



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

・重大事故等による環境温度，環境圧力，温度，放射線の影響範

囲 

運転中の発電用原子炉における重大事故に至る恐れがある事故 

 

 

 

 

 

 

 

 

運転中の発電用原子炉における重大事故 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用済燃料プールにおける重大事故に至るおそれがある事故 

 

 

 

運転停止中の発電用原子炉における重大事故に至るおそれがある

事故 

 

 

 

 

 

 

 

 

・重大事故等による環境温度，環境圧力，湿度の影響範囲 

 

運転中の原子炉における重大事故に至る恐れがある事故 

 

 

 

 

 

 

 

 

運転中の原子炉における重大事故 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用済燃料プールにおける重大事故に至るおそれがある事故 

 

 

 

運転停止中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・重大事故等による環境温度，環境圧力，湿度，放射線の影響範

囲 

運転中の発電用原子炉における重大事故に至るおそれがある事故 

 

 

 

 

 

 

 

 

運転中の発電用原子炉における重大事故 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

燃料プールにおける重大事故に至るおそれがある事故 

 

 

 

運転停止中の発電用原子炉における重大事故に至るおそれがある

事故 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・有効性評価の相違 

【東海第二】 

 東海第二は「津波浸水

による最終ヒートシ

ンク喪失」を記載して

いるが，シーケンス選

定の相違により，島根

２号炉では記載して

いない 
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2. 設計方針について

【要求事項：想定される重大事故等が発生した場合における温度，

放射線，荷重その他の使用条件において，重大事故

等に対処するために必要な機能を有効に発揮するも

のであること】 

各区分における設計方針について，以下の表にまとめた。 

(1) ①環境温度・圧力・湿度，②屋外の天候による影響，③放

射線による影響 

※個別条文で記載する事項を下波部で示す

2. 設計方針について

【要求事項：想定される重大事故等が発生した場合における温

度，放射線，荷重その他の使用条件において，重

大事故等に対処するために必要な機能を有効に発

揮するものであること。】 

  各区分における設計方針について，以下の表にまとめた。 

(1) ①環境温度・圧力・湿度，②屋外の天候による影響（凍

結及び降水），③放射線による影響（被ばく・設備），⑥荷

重（重大事故等時の圧力，温度，機械的荷重及び地震，津

波（敷地に遡上する津波を含む。），風（台風）及び竜巻の

風荷重，積雪，火山の影響による荷重） 

※個別条文で記載する事項を下波部で示す

2. 設計方針について

【要求事項：想定される重大事故等が発生した場合における温度，

放射線，荷重その他の使用条件において，重大事故

等に対処するために必要な機能を有効に発揮するも

のであること】 

各区分における設計方針について，以下の表にまとめた。 

(1) ①環境温度・圧力・湿度，②屋外の天候による影響，③放

射線による影響 

※個別条文で記載する事項を下波部で示す

・記載方針の相違

【東海第二】 

②の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，その他

の建物として第１ベ

ントフィルタ格納槽

内，ガスタービン発電

機建物内及び低圧原

子炉代替注水ポンプ

格納槽内を選定して

いる 

46



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

(2) ④海水を通水する系統への影響 

 

※個別条文で記載する事項を下波部で示す 

 

 

 

 

 

(3) ⑥荷重 

 

 

 

 

(4) ⑤電磁波による影響／⑦周辺機器等からの悪影響 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) ④海水を通水する系統への影響 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) ⑤電磁的障害／⑦周辺機器等からの悪影響 

 

 

 

 

 

 

(2) ④海水を通水する系統への影響 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※個別条文で記載する事項を下波部で示す 

 

 

 

(3) ⑥荷重 

 

 

 

 

(4) ⑤電磁的障害／⑦周辺機器等からの悪影響 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

 ②の相違 
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重大事故等時における環境温度，環境圧力，湿度，放射線の最大

値※1,4,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等時における環境温度，環境圧力，湿度，放射線の最大

値※１，３，５ 

 

 

 

 

 

重大事故等時における環境温度，環境圧力，湿度，放射線の最大

値※１,３,５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・有効性評価の相違 

【東海第二】 

 東海第二は「津波浸水

による最終ヒートシ

ンク喪失」を記載して

いるが，シーケンス選

定の相違により，島根

２号炉では記載して

いない 
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■設置許可基準規則 第 43 条 第 1 項 第 2 号 

操作の確実性について 

1. 概要 

重大事故等対処設備の基準適合性を確認するにあたり，設置許

可基準規則により要求されている項目のうち，操作の確実性を確

保するための区分及び設計方針について整理した。 

 

(1) 基本設計方針 

重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した

場合においても操作を確実なものとするため，重大事故等時

の環境条件を考慮し，操作が可能な設計とする（「重大事故等

時の環境条件における健全性について」）。操作する全ての設

備に対し，十分な操作空間を確保するとともに，確実な操作

ができるよう，必要に応じて操作足場を設置する。また，防

護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所

に配備する。 

現場操作において工具を必要とする場合は，一般的に用い

られる工具又は専用の工具を用いて，確実に作業ができる設

計とする。工具は，作業場所の近傍又はアクセスルートの近

傍に保管できる設計とする。可搬型重大事故等対処設備は，

運搬・設置が確実に行えるように，人力又は車両等による運

搬，移動ができるとともに，必要により設置場所にてアウト

リガの張り出し又は輪留めによる固定等が可能な設計とす

る。 

現場の操作スイッチは運転員等の操作性を考慮した設計と

する。また，電源操作が必要な設備は，感電防止のため露出

した充電部への近接防止を考慮した設計とする。 

現場において人力で操作を行う弁は，手動操作が可能な設

計とする。 

現場での接続操作は，ボルト・ネジ接続，フランジ接続又

はより簡便な接続方式等，接続方式を統一することにより，

確実に接続が可能な設計とする。 

また，重大事故等に対処するために迅速な操作を必要とす

る機器は，必要な時間内に操作できるように中央制御室での

操作が可能な設計とする。制御盤の操作器は，運転員の操作

性を考慮した設計とする。 

想定される重大事故等において操作する重大事故等対処設

備のうち動的機器については，その作動状態の確認が可能な

■設置許可基準規則 第 43条 第 1項 第 2号 

 操作の確実性について 

1. 概要 

  重大事故等対処設備の基準適合性を確認するに当たり，設置

許可基準規則により要求されている項目のうち，操作の確実性

を確保するための区分及び設計方針について整理した。 

 

 (1) 基本設計方針 

   重大事故等対処設備は，重大事故等時においても操作を確

実なものとするため，重大事故等時の環境条件に対し，操作

が可能な設計とする（「2.3.3 環境条件等」）。 

   操作する全ての設備に対し，十分な操作空間を確保すると

ともに，確実な操作ができるよう，必要に応じて操作台を近

傍に配置できる設計とする。また，防護具，照明等は重大事

故等時に迅速に使用できる場所に配備する。 

 

   現場操作において工具を必要とする場合は，一般的に用い

られる工具又は専用の工具を用いて，確実に作業ができる設

計とする。工具は，操作場所の近傍又はアクセスルートの近

傍に保管できる設計とする。可搬型重大事故等対処設備は，

運搬，設置が確実に行えるように，人力又は車両等による運

搬，移動ができるとともに，設置場所にてアウトリガの設置

又は固縛等が可能な設計とする。 

 

   現場のスイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計とす

る。また，電源操作が必要な設備は，感電防止のため充電露

出部への近接防止を考慮した設計とする。 

   現場で操作を行う弁は，手動操作又は専用工具による操作

が可能な設計とする。 

   現場での接続操作は，ボルト・ネジ接続，フランジ接続又

は簡便な接続規格等，接続規格を統一することにより，確実

に接続が可能な設計とする。 

   重大事故等に対処するために迅速な操作を必要とする機器

は，必要な時間内に操作できるように中央制御室での操作が

可能な設計とする。中央制御室の操作盤のスイッチは，運転

員等の操作性を考慮した設計とする。 

   重大事故等時に操作する重大事故等対処設備のうち動的機

器については，その作動状態の確認が可能な設計とする。 

■設置許可基準規則 第 43 条 第 1 項 第 2 号 

操作の確実性について 

1. 概要 

重大事故等対処設備の基準適合性を確認するにあたり，設置許

可基準規則により要求されている項目のうち，操作の確実性を確

保するための区分及び設計方針について整理した。 

 

(1) 基本設計方針 

重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した

場合においても操作を確実なものとするため，重大事故等時

の環境条件を考慮し，操作が可能な設計とする（「重大事故等

時の環境条件における健全性について」）。操作する全ての設

備に対し，十分な操作空間を確保するとともに，確実な操作

ができるよう，必要に応じて操作足場を設置する。また，防

護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所

に配備する。 

現場操作において工具を必要とする場合は，一般的に用い

られる工具又は専用の工具を用いて，確実に作業ができる設

計とする。工具は，作業場所の近傍又はアクセスルートの近

傍に保管できる設計とする。可搬型重大事故等対処設備は，

運搬・設置が確実に行えるように，人力又は車両等による運

搬，移動ができるとともに，必要により設置場所にてアウト

リガの張り出し又は輪留めによる固定等が可能な設計とす

る。 

現場の操作スイッチは運転員等の操作性を考慮した設計と

する。また，電源操作が必要な設備は，感電防止のため露出

した充電部への近接防止を考慮した設計とする。 

現場において人力で操作を行う弁は，手動操作が可能な設

計とする。 

現場での接続操作は，ボルト・ネジ接続，フランジ接続又

はより簡便な接続方式等，接続方式を統一することにより，

確実に接続が可能な設計とする。 

また，重大事故等に対処するために迅速な操作を必要とす

る機器は，必要な時間内に操作できるように中央制御室での

操作が可能な設計とする。制御盤の操作器は，運転員の操作

性を考慮した設計とする。 

想定される重大事故等において操作する重大事故等対処設

備のうち動的機器については，その作動状態の確認が可能な
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設計とする。 

(2) 類型化の考え方

a. 考慮事項

・操作環境（①環境条件（被ばく影響等），②空間確保，③

防護具，照明の確保，④足場の確保） 

・操作準備（⑤工具，⑥設備の運搬・設置）

・操作内容（⑦操作スイッチ操作，⑧電源操作，⑨弁操作，

⑩接続作業）

・状態確認（⑪作動状態確認）

・その他，設備ごとの考慮事項

b. 類型化

・操作が必要な設備のうち中央制御室での操作は，中央制

御室の環境条件や制御盤の設計で考慮されることから

「Ａ」に分類，現場操作については「Ｂ」に分類する。

・現場操作の考慮事項のうち，④足場の確保，⑤工具，⑥

設備の運搬・設置，⑦操作スイッチ操作，⑧電源操作，

⑨弁操作，⑩接続作業については，設備ごとに対応の組

合せが異なるため，その対応を設備ごとに明記する。 

・操作が不要な設備については，設備対応不要となる。

(2) 類型化の考え方

  ａ．考慮事項 

・操作環境（①環境条件(被ばく影響等），②空間確保，③

防護具，照明等の配備，④操作台の設置） 

・操作準備（⑤工具，⑥可搬型重大事故等対処設備の運搬，

設置） 

・操作内容（⑦スイッチ操作，⑧電源操作，⑨弁操作，⑩

接続操作） 

・状態確認（⑪作動状態確認）

・その他，設備ごとの考慮事項

  ｂ．類型化 

・操作が必要な設備のうち中央制御室での操作は，中央制

御室の環境条件や操作盤の設計で考慮されることから

「Ａ」に分類，現場操作については「Ｂ」に分類する。

・現場操作の考慮事項のうち，④操作台の設置，⑤工具，

⑥可搬型重大事故等対処設備の運搬，設置，⑦スイッチ

操作，⑧電源操作，⑨弁操作，⑩接続操作については，

設備ごとに対応の組合せが異なるため，その対応を設備

ごとに明記する。 

・操作が不要な設備については，設備対応不要となる。

設計とする。 

(2) 類型化の考え方

a．考慮事項 

・操作環境（①環境条件（被ばく影響等），②空間確保，③

防護具，照明の確保，④足場の確保） 

・操作準備（⑤工具，⑥設備の運搬・設置）

・操作内容（⑦操作スイッチ操作，⑧電源操作，⑨弁操作，

⑩接続作業）

・状態確認（⑪作動状態確認）

・その他，設備ごとの考慮事項

ｂ．類型化 

・操作が必要な設備のうち中央制御室での操作は，中央制

御室の環境条件や制御盤の設計で考慮されることから

「Ａ」に分類，現場操作については「Ｂ」に分類する。

・現場操作の考慮事項のうち，④足場の確保，⑤工具，⑥

設備の運搬・設置，⑦操作スイッチ操作，⑧電源操作，

⑨弁操作，⑩接続作業については，設備ごとに対応の組

合せが異なるため，その対応を設備ごとに明記する。 

・操作が不要な設備については，設備対応不要となる。
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2. 設計方針について 

【要求事項：想定される重大事故等が発生した場合において確実

に操作できるものであること】 

各区分における設計方針について，以下の表にまとめた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※個別条文で記載する事項を下波部で示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 設計方針について 

 【要求事項：想定される重大事故等が発生した場合において確

実に操作できるものであること】 

  各区分における設計方針について，以下の表にまとめた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※個別条文で記載する事項を下波部で示す 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 設計方針について 

【要求事項：想定される重大事故等が発生した場合において確実

に操作できるものであること】 

各区分における設計方針について，以下の表にまとめた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※個別条文で記載する事項を下波部で示す 
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■設置許可基準規則 第 43 条 第 1 項 第 3 号

試験・検査性について

1. 概要

重大事故等対処設備の基準適合性を確認するにあたり，設置許

可基準規則により要求されている項目のうち，重大事故等対処設

備の試験・検査性を確認するための区分及び設計方針について整

理した。 

(1) 基本設計方針

重大事故等対処設備は，健全性及び能力を確認するため，

発電用原子炉の運転中又は停止中に必要な箇所の保守点検，

試験又は検査を実施できるよう，機能・性能の確認，漏えい

の有無の確認，分解点検等ができる構造とする。また，接近

性を考慮して必要な空間等を備え，構造上接近又は検査が困

難である箇所を極力少なくする。 

試験及び検査は，使用前検査，施設定期検査，定期安全管

理検査及び溶接安全管理検査の法定検査に加え，保全プログ

ラムに基づく点検が実施可能な設計とする。

発電用原子炉の運転中に待機状態にある重大事故等対処設

備は，発電用原子炉の運転に大きな影響を及ぼす場合を除き，

運転中に定期的な試験又は検査が実施可能な設計とする。ま

た，多様性又は多重性を備えた系統及び機器にあっては，各々

が独立して試験又は検査ができる設計とする。 

代替電源設備は，電気系統の重要な部分として，適切な定

期試験及び検査が可能な設計とする。 

構造・強度の確認又は内部構成部品の確認が必要な設備は，

原則として分解・開放（非破壊検査を含む。）が可能な設計と

し，機能・性能確認，各部の経年劣化対策及び日常点検を考

慮することにより，分解・開放が不要なものについては外観

の確認が可能な設計とする。 

(2) 類型化の考え方

a. 考慮事項

重大事故等対処設備の試験・検査性は，「(1)基本設計方針」

に示す基本的な設計方針に従うことで，設置許可基準規則第

12 条第 4 項の解釈に準じた設計とする。 

試験・検査性を考慮する対象の具体的な試験又は検査項目

は，これまでの類似設備の保守経験等を基に策定することと

し，「2.(2)設備区分毎の設計方針の整理」に示す。「2.(2)設

■設置許可基準規則 第 43条 第 1項 第 3号

試験又は検査性について

1. 概要

重大事故等対処設備の基準適合性を確認するに当たり，設置

許可基準規則により要求されている項目のうち，重大事故等対

処設備の試験・検査性を確認するための区分及び設計方針につ

いて整理した。 

(1) 基本設計方針

重大事故等対処設備は，健全性及び能力を確認するため，

発電用原子炉の運転中又は停止中に必要な箇所の保守点検，

試験又は検査を実施できるように，機能・性能の確認，漏え

いの有無の確認，分解点検等ができる構造とする。また，接

近性を考慮して必要な空間等を備え，構造上接近又は試験及

び検査が困難である箇所を極力少なくする。 

試験及び検査は，使用前検査，施設定期検査，定期安全管

理検査及び溶接安全管理検査の法定検査に加え，保全プログ

ラムに基づく点検が実施できる設計とする。

原子炉の運転中に待機状態にある重大事故等対処設備は，

原子炉の運転に大きな影響を及ぼす場合を除き，運転中に定

期的な試験又は検査ができる設計とする。また，多様性又は

多重性を備えた系統及び機器にあっては，各々が独立して試

験又は検査ができる設計とする。 

重大事故等対処設備のうち電源は，電気系統の重要な部分

として適切な定期試験及び検査が可能な設計とする。 

構造・強度の確認又は内部構成部品の確認が必要な設備は，

原則として分解・開放（非破壊検査を含む。）が可能な設計と

し，機能・性能確認，各部の経年劣化対策及び日常点検を考

慮することにより，分解・開放が不要なものについては，外

観の確認が可能な設計とする。 

(2) 類型化の考え方

  ａ．考慮事項 

 重大事故等対処設備の試験・検査性は，「(1)基本設計方

針」に示す基本的な設計方針に従うことで，設置許可基準

規則第 12条第 4項の解釈に準じた設計とする。 

 試験・検査性を考慮する対象の具体的な試験又は検査項

目は，これまでの類似設備の保守経験等を基に策定するこ

ととし，「2.(2)設備区分ごとの設計方針の整理」に示す。

■設置許可基準規則 第 43 条 第 1 項 第 3 号

試験・検査性について

1. 概要

重大事故等対処設備の基準適合性を確認するにあたり，設置許

可基準規則により要求されている項目のうち，重大事故等対処設

備の試験・検査性を確認するための区分及び設計方針について整

理した。 

(1) 基本設計方針

重大事故等対処設備は，健全性及び能力を確認するため，

発電用原子炉の運転中又は停止中に必要な箇所の保守点検，

試験又は検査を実施できるよう，機能・性能の確認，漏えい

の有無の確認，分解点検等ができる構造とする。また，接近

性を考慮して必要な空間等を備え，構造上接近又は検査が困

難である箇所を極力少なくする。 

試験及び検査は，使用前検査，使用前事業者検査及び定期

事業者検査の法定検査に加え，保全プログラムに基づく点検

が実施可能な設計とする。 

発電用原子炉の運転中に待機状態にある重大事故等対処設

備は，発電用原子炉の運転に大きな影響を及ぼす場合を除き，

運転中に定期的な試験又は検査が実施可能な設計とする。ま

た，多様性又は多重性を備えた系統及び機器にあっては，各々

が独立して試験又は検査ができる設計とする。 

代替電源設備は，電気系統の重要な部分として，適切な定

期試験及び検査が可能な設計とする。 

構造・強度の確認又は内部構成部品の確認が必要な設備は，

原則として分解・開放（非破壊検査を含む。）が可能な設計と

し，機能・性能確認，各部の経年劣化対策及び日常点検を考

慮することにより，分解・開放が不要なものについては外観

の確認が可能な設計とする。 

(2) 類型化の考え方

ａ．考慮事項 

重大事故等対処設備の試験・検査性は，「(1)基本設計方

針」に示す基本的な設計方針に従うことで，設置許可基準

規則第 12 条第 4 項の解釈に準じた設計とする。 

試験・検査性を考慮する対象の具体的な試験又は検査項

目は，これまでの類似設備の保守経験等を基に策定するこ

ととし，「2.(2)設備区分毎の設計方針の整理」に示す。

・原子力規制検査の反映 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2 号では，2020

年 4 月に導入された

原子力規制検査を反

映している 
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備区分毎の設計方針の整理」においては，機器種類ごとに試

験・検査性に関する設計方針を具体的に定め，これらの方針

に従うことで「(1)基本設計方針」に示す基本的な設計方針に

従う設備設計を実現する。 

設備設計にあたっては試験又は検査項目を踏まえた上で以

下を考慮する。 

○検査性のある構造 

・分解ができる構造 

・点検口等の設置 

・非破壊検査ができる構造 

○系統構成，外部入力 

・テストラインの構成 

・模擬負荷等の接続性 

 

b. 類型化 

(a) 設置許可基準規則で要求されている設備における試験

又は検査項目を抽出する。 

(b) 考慮事項を踏まえて，分解点検が可能な構造であるこ

と，開放点検を行うためのマンホールや点検口等が設

置されていること，非破壊試験が可能な構造であるこ

と，機能・性能検査を行うためのテストラインの系統

構成が可能であること，機能・性能及び特性検査を行

うための模擬負荷等の接続が可能な構造であることの

整理を行う。 

(c) 設備区分は，設置許可基準規則で要求されている設備

を機械設備（動的機器，静的機器），電気設備，計測制

御設備，構築物，通信連絡設備に分類し，分類した設

備を代表的な設備区分ごとにＡ～Ｌに分類する。 

(d) Ａ～Ｌの区分に対して，試験及び検査項目に対する設

計ができない場合は，個別に設計方針を定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「2.(2)設備区分ごとの設計方針の整理」においては，機器

種類ごとに試験・検査性に関する設計方針を具体的に定め，

これらの方針に従うことで「(1)基本設計方針」に示す基本

的な設計方針に従う設備設計を実現する。 

    設備設計にあたっては試験又は検査項目を踏まえた上で

以下を考慮する。 

    ○検査性のある構造 

     ・分解ができる構造 

     ・点検口等の設置 

     ・非破壊検査ができる構造 

    ○系統構成，外部入力 

     ・テストラインの構成 

     ・模擬負荷等の接続性 

 

  ｂ．類型化 

   (a) 設置許可基準規則で要求されている設備における試験

又は検査項目を抽出する。 

   (b) 考慮事項を踏まえて，分解点検が可能な構造であるこ

と，開放点検を行うためのマンホールや点検口等が設置

されていること，非破壊検査が可能な構造であること，

機能・性能検査を行うためのテストラインの系統構成が

可能であること，機能・性能検査及び特性検査を行うた

めの模擬負荷等の接続が可能な構造であることの整理を

行う。 

   (c) 設備区分は，設置許可基準規則で要求されている設備

を機械設備(動的機器，静的機器），電気設備，計測制御

設備，構築物，通信連絡設備に分類し，分類した設備を

代表的な設備区分ごとにＡ～Ｍに分類する。 

   (d) Ａ～Ｌの区分に対して，試験及び検査項目に対する設

計ができない場合は，個別に理由及び個別の設計方針を

定める。 

 

 

 

 

 

 

 

「2.(2)設備区分毎の設計方針の整理」においては，機器種

類ごとに試験・検査性に関する設計方針を具体的に定め，

これらの方針に従うことで「(1)基本設計方針」に示す基本

的な設計方針に従う設備設計を実現する。 

設備設計にあたっては試験又は検査項目を踏まえた上で

以下を考慮する。 

○検査性のある構造 

・分解ができる構造 

・点検口等の設置 

・非破壊検査ができる構造 

○系統構成，外部入力 

・テストラインの構成 

・模擬負荷等の接続性 

 

ｂ．類型化 

(a) 設置許可基準規則で要求されている設備における試験

又は検査項目を抽出する。 

(b) 考慮事項を踏まえて，分解点検が可能な構造であるこ

と，開放点検を行うためのマンホールや点検口等が設

置されていること，非破壊試験が可能な構造であるこ

と，機能・性能検査を行うためのテストラインの系統

構成が可能であること，機能・性能及び特性検査を行

うための模擬負荷等の接続が可能な構造であることの

整理を行う。 

(c) 設備区分は，設置許可基準規則で要求されている設備

を機械設備（動的機器，静的機器），電気設備，計測制

御設備，構築物，通信連絡設備に分類し，分類した設

備を代表的な設備区分ごとにＡ～Ｌに分類する。 

(d) Ａ～Ｌの区分に対して，試験及び検査項目に対する設 

計ができない場合は，個別に設計方針を定める。 
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c. 試験項目による類型化 

(a) 設置許可基準規則で要求されている設備における試験

又は検査項目を抽出する。 

(b) 各設備の試験又は検査項目を考慮し，機能・性能検査，

特性検査，分解検査，開放検査，非破壊検査，寸法検

査及び外観検査に分類し，各検査における確認内容を

分類する。 

(c) 分類に対して，試験及び検査項目に対する設計ができ

ない場合は，個別に設計方針を定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ．試験項目による類型化 

   (a)設置許可基準規則で要求されている設備における試験又

は検査項目を抽出する。 

   (b)各設備の試験又は検査項目を考慮し，機能・性能検査，

特性検査，分解検査，開放検査，非破壊検査，寸法検査

及び外観検査に分類し，各検査における確認内容を分類

する。 

   (c)分類に対して，試験及び検査項目に対する設計ができな

い場合は，個別に理由及び個別の設計方針を定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ．試験項目による類型化 

(a) 設置許可基準規則で要求されている設備における試験

又は検査項目を抽出する。 

(b) 各設備の試験又は検査項目を考慮し，機能・性能検査，

特性検査，分解検査，開放検査，非破壊検査，寸法検

査及び外観検査に分類し，各検査における確認内容を

分類する。 

(c) 分類に対して，試験及び検査項目に対する設計ができ

ない場合は，個別に設計方針を定める。 
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2. 設計方針について 

【要求事項：健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運

転中又は停止中に試験又は検査ができるものである

こと】 

 

(1) 各設備区分における試験又は検査項目の抽出について 

設置許可基準規則で要求されている設備を代表的な設備区

分ごとに，定期安全管理検査及び溶接安全管理検査の法定検

査に加え，保全プログラムに基づく点検を考慮し，試験又は

検査項目を抽出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 設備区分ごとの設計方針の整理 

(1)で抽出した設備区分毎における試験又は検査項目につ

いて，試験又は検査を可能とする設計方針について以下に整

理する。なお，Ａ～Ｌの区分に対して，以下の試験及び検査

項目に対する設計が出来ない場合は，個別に設計方針を定め

る。 

 

 

 

 

2. 設計方針について 

 【要求事項：健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の

運転中又は停止中に試験又は検査ができるものであること】 

 

 

 (1) 設備区分ごとにおける試験又は検査項目の抽出について 

   設置許可基準規則で要求されている設備を代表的な設備区

分ごとに，定期安全管理検査及び溶接安全管理検査の法定検

査に加え，保全プログラムに基づく点検を考慮し，試験又は

検査項目を抽出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 設備区分ごとの設計方針の整理 

   (1)で抽出した設備区分ごとにおける試験又は検査項目に

ついて，試験又は検査を可能とする設計方針について以下に

整理する。なお，Ａ～Ｌの区分に対して，以下の試験及び検

査項目に対する設計ができない場合は，個別に理由及び個別

に設計方針を定める。 

 

 

 

 

2. 設計方針について 

【要求事項：健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運

転中又は停止中に試験又は検査ができるものである

こと】 

 

(1) 各設備区分における試験又は検査項目の抽出について 

設置許可基準規則で要求されている設備を代表的な設備区

分ごとに，定期事業者検査の法定検査に加え，保全プログラ

ムに基づく点検を考慮し，試験又は検査項目を抽出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 設備区分ごとの設計方針の整理 

(1)で抽出した設備区分毎における試験又は検査項目につ

いて，試験又は検査を可能とする設計方針について以下に整

理する。なお，Ａ～Ｌの区分に対して，以下の試験及び検査

項目に対する設計が出来ない場合は，個別に設計方針を定め

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・原子力規制検査の反映 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2 号では，2020

年 4 月に導入された

原子力規制検査を反

映している 
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＊個別条文で記載する事項を下波部で示す 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※個別条文で記載する事項を下波部で示す 
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■設置許可基準規則 第 43 条 第 1 項 第 4 号 

系統の切替性について 

1. 概要 

重大事故等対処設備の基準適合性を確認するにあたり，設置許

可基準規則により要求されている項目のうち，切替性を確認する

ための区分及び設計方針について整理した。 

(1) 基本設計方針 

重大事故等対処設備のうち，本来の用途以外の用途として

重大事故等に対処するために使用する設備は，通常時に使用

する系統から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計とする。 

 

(2) 対象選定の考え方 

a. 考慮事項 

・速やかに系統を切り替えられること。 

 

b. 対象選定 

・重大事故等に対処するために使用する系統であって，

重大事故等時に通常時から系統構成を変更する系統を

選定する。 

 

 

 

 

 

 

2. 設計方針について 

【要求事項：本来の用途以外の用途として重大事故等に対処する

ために使用する設備にあっては，通常時に使用する

系統から速やかに切り替えられる機能を備えるもの

であること】 

設計方針について，以下の表にまとめた。 

 

 

 

 

 

 
 

■設置許可基準規則 第 43条 第 1項 第 4号 

 系統の切替性について 

1. 概要 

  重大事故等対処設備の基準適合性を確認するに当たり，設置

許可基準規則により要求されている項目のうち，切替性を確認

するための区分及び設計方針について整理した。 

 (1) 基本設計方針 

   重大事故等対処設備のうち，本来の用途以外の用途（本来

の用途以外の用途とは，設置している設備の本来の機能とは

異なる目的で使用する場合に，本来の系統構成とは異なる系

統構成を実施し設備を使用する場合をいう。）として重大事故

等に対処するために使用する設備はない。 

 (2) 対象選定の考え方 

  ａ．考慮事項 

   ・速やかに系統を切り替えられること。 

 

  ｂ．対象選定 

   ・重大事故等に対処するために使用する系統であって，重

大事故等時に本来の用途以外の用途として使用する系統

のうち，通常待機時から切り替える系統を選定する。 

 

 

 

 

 

 

2. 設計方針について 

 【要求事項：本来の用途以外の用途として重大事故等に対処す

るために使用する設備にあっては，通常時に使用する系統か

ら速やかに切り替えられる機能を備えるものであること】 

 

  設計方針について，以下の表にまとめた。 

 

 

 

 

 

 

■設置許可基準規則 第 43 条 第 1 項 第 4 号 

系統の切替性について 

1. 概要 

重大事故等対処設備の基準適合性を確認するにあたり，設置許

可基準規則により要求されている項目のうち，切替性を確認する

ための区分及び設計方針について整理した。 

(1) 基本設計方針 

重大事故等対処設備のうち，本来の用途以外の用途として

重大事故等に対処するために使用する設備は，通常時に使用

する系統から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計とする。 

 

(2) 対象選定の考え方 

ａ．考慮事項 

・速やかに系統を切り替えられること。 

 

ｂ．対象選定 

・重大事故等に対処するために使用する系統であって，

重大事故等時に通常時から系統構成を変更する系統を

選定する。 

 

 

 

 

 

 

2. 設計方針について 

【要求事項：本来の用途以外の用途として重大事故等に対処する

ために使用する設備にあっては，通常時に使用する

系統から速やかに切り替えられる機能を備えるもの

であること】 

設計方針について，以下の表にまとめた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉では，本来

の用途以外の用途と

して重大事故等に対

処するために使用す

る設備はないが，系統

の切替操作が可能な

基本設計方針を記載

している 

  

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

 設計方針の相違によ

る類型化の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

 設計方針の相違によ

る類型化の相違 
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■設置許可基準規則 第 43 条 第 1 項 第 5 号 

悪影響防止について 

1. 概要 

重大事故等対処設備の基準適合性を確認するにあたり，設置許

可基準規則により要求されている項目のうち，重大事故等対処設

備の他の設備に対する悪影響を確認するための区分及び設計方

針について整理した。 

(1) 基本設計方針 

重大事故等対処設備は，発電用原子炉施設（他号炉を含む。）

内の他の設備（設計基準対象施設及び当該重大事故等対処設

備以外の重大事故等対処設備）に対して悪影響を及ぼさない

設計とする。 

他の設備への悪影響としては，重大事故等対処設備使用時

及び待機時の系統的な影響（電気的な影響を含む。）並びにタ

ービンミサイル等の内部発生飛散物による影響を考慮し，他

の設備の機能に悪影響を及ぼさない設計とする。 

系統的な影響に対しては，重大事故等対処設備は，弁等の

操作によって設計基準対象施設として使用する系統構成から

重大事故等対処設備としての系統構成とすること，重大事故

等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等

の操作や接続により重大事故等対処設備としての系統構成と

すること，他の設備から独立して単独で使用可能なこと，設

計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事

故等対処設備として使用すること等により，他の設備に悪影

響を及ぼさない設計とする。 

また，放水砲については，建屋への放水により，当該設備

の使用を想定する重大事故時において必要となる屋外の他の

設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

内部発生飛散物による影響に対しては，内部発生エネルギ

の高い流体を内蔵する弁及び配管の破断，高速回転機器の破

損，ガス爆発並びに重量機器の落下を考慮し，重大事故等対

処設備がタービンミサイル等の発生源となることを防ぐこと

で，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

(2) 類型化の考え方 

a. 考慮事項 

◯系統設計の考慮事項 

① 系統的な影響 

■設置許可基準規則 第 43条 第 1項 第 5号 

 重大事故等対処設備の悪影響の防止について 

1. 概要 

  重大事故等対処設備の基準適合性を確認するに当たり，設置

許可基準規則により要求されている項目のうち，重大事故等対

処設備の他の設備に対する悪影響を確認するための区分及び設

計方針について整理した。 

 (1) 基本設計方針 

   重大事故等対処設備は，発電用原子炉施設内の他の設備（設

計基準対象施設及び当該重大事故等対処設備以外の重大事故

等対処設備）に対して悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

   他の設備への悪影響としては，重大事故等対処設備使用時

及び通常待機時の系統的な影響（電気的な影響を含む。）並び

にタービンミサイル等の内部発生飛散物による影響を考慮す

る。 

   系統的な影響に対して重大事故等対処設備は，弁等の操作

によって設計基準対象施設として使用する系統構成から重大

事故等対処設備としての系統構成とすること，通常待機時の

隔離若しくは分離された状態から弁等の操作や接続により重

大事故等対処設備としての系統構成とすること，他の設備か

ら独立して単独で使用可能なこと，又は設計基準対象施設と

して使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備とし

て使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

とする。 

   放水砲による建屋への放水により，放水砲の使用を想定す

る重大事故時において必要となる屋外の他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする。 

   内部発生飛散物による影響に対しては，内部発生エネルギ

ーの高い流体を内蔵する弁及び配管の破断，高速回転機器の

破損，ガス爆発並びに重量機器の落下を考慮し，これらによ

り重大事故等対処設備が悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 (2) 類型化の考え方 

  ａ．考慮事項 

   〇系統設計的考慮事項 

    ①系統的な影響 

■設置許可基準規則 第 43 条 第 1 項 第 5 号 

悪影響防止について 

1. 概要 

重大事故等対処設備の基準適合性を確認するにあたり，設置許

可基準規則により要求されている項目のうち，重大事故等対処設

備の他の設備に対する悪影響を確認するための区分及び設計方

針について整理した。 

(1) 基本設計方針 

重大事故等対処設備は，発電用原子炉施設（他号炉を含む。）

内の他の設備（設計基準対象施設及び当該重大事故等対処設

備以外の重大事故等対処設備）に対して悪影響を及ぼさない

設計とする。 

他の設備への悪影響としては，重大事故等対処設備使用時

及び待機時の系統的な影響（電気的な影響を含む。）並びにタ

ービンミサイル等の内部発生飛散物による影響を考慮し，他

の設備の機能に悪影響を及ぼさない設計とする。 

系統的な影響に対しては，重大事故等対処設備は，弁等の

操作によって設計基準対象施設として使用する系統構成から

重大事故等対処設備としての系統構成とすること，重大事故

等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等

の操作や接続により重大事故等対処設備としての系統構成と

すること，他の設備から独立して単独で使用可能なこと，設

計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事

故等対処設備として使用すること等により，他の設備に悪影

響を及ぼさない設計とする。 

また，放水砲については，建物への放水により，当該設備

の使用を想定する重大事故時において必要となる屋外の他の

設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

内部発生飛散物による影響に対しては，内部発生エネルギ

の高い流体を内蔵する弁及び配管の破断，高速回転機器の破

損，ガス爆発並びに重量機器の落下を考慮し，重大事故等対

処設備がタービンミサイル等の発生源となることを防ぐこと

で，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

(2) 類型化の考え方 

ａ．考慮事項 

◯系統設計の考慮事項 

①系統的な影響 
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◯その他の考慮事項 

② 内部発生飛散物による影響 

 

b. 類型化 

・①について「Ａa」～「Ａe」に分類し，考慮する。 

・②については，内部発生エネルギの高い流体を内蔵する

機器を「Ｂa」，タービンを有する高速回転機器を「Ｂb」

と分類し考慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

2. 設計方針について 

【要求事項：工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないも

のであること】 

(1) 各考慮事項に対する設計方針は以下のとおり。 

① 系統的な影響 

 

 

 

 

 

 

 

   〇その他の考慮事項 

    ②内部発生飛散物による影響 

 

  ｂ．類型化 

   ・①について「Ａａ」～「Ａｅ」に分類し考慮する。 

   ・②については，内部発生エネルギーの高い流体を内蔵す

る機器を「Ｂａ」，タービン等を有する高速回転機器を「Ｂ

ｂ」と分類し考慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 設計方針について 

 【要求事項：工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさない

ものであること】 

 (1) 各考慮事項に対する設計方針は以下のとおり。 

  ① 系統的な影響 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◯その他の考慮事項 

②内部発生飛散物による影響 

 

ｂ．類型化 

・①について「Ａａ」～「Ａｅ」に分類し，考慮する。 

・②については，内部発生エネルギの高い流体を内蔵する

機器を「Ｂａ」，タービン等を有する高速回転機器を「Ｂ

ｂ」と分類し考慮する。 

 

 

 

 

 

 

2. 設計方針について 

【要求事項：工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないも

のであること】 

(1) 各考慮事項に対する設計方針は以下のとおり。 

① 系統的な影響 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設計方針の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，ポンプ

も含まれるため“等”

を記載している 
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② 内部発生飛散物による影響 

 

 

 

 

(2) 各区分における設計方針について，以下の表にまとめた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※個別条文で記載する事項を下波部で示す。 

 ② 内部発生飛散物による影響 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 各区分における設計方針について，以下の表にまとめた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※個別条文で記載する事項を下波部で示す 

 

 

 

 

② 内部発生飛散物による影響 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 各区分における設計方針について，以下の表にまとめた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※個別条文で記載する事項を下波部で示す 

 

■設置許可基準規則 第 43 条 第 1 項 第 6 号 

重大事故等対処設備の設置場所について 

1. 概要 

重大事故等対処設備の基準適合性を確認するにあたり，設置許

可基準規則により要求されている項目のうち，設置場所を確認す

るための区分及び設計方針について整理した。 

(1) 基本設計方針 

重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した

場合においても操作及び復旧作業に支障がないように，放射

線量の高くなるおそれの少ない設置場所の選定，当該設備の

設置場所への遮蔽の設置等により当該設備の設置場所で操作

可能な設計，放射線の影響を受けない異なる区画若しくは離

れた場所から遠隔で操作可能な設計，又は中央制御室遮蔽区

域内である中央制御室から操作可能な設計とする。 

■設置許可基準規則 第 43条 第 1項 第 6号 

 重大事故等対処設備の設置場所について 

1. 概要 

  重大事故等対処設備の基準適合性を確認するに当たり，設置

許可基準規則により要求されている項目のうち，設置場所を確

認するための区分及び設計方針について整理した。 

 (1) 基本設計方針 

   重大事故等対処設備の設置場所は，重大事故等時において

も操作及び復旧作業に支障がないように，遮蔽の設置や線源

からの離隔距離の確保により放射線量が高くなるおそれの少

ない場所を設置場所として選定した上で，設置場所から操作

可能，放射線の影響を受けない異なる区画若しくは離れた場

所から遠隔で操作可能，又は中央制御室遮蔽区域内である中

央制御室から操作可能な設計とする。 

■設置許可基準規則 第 43 条 第 1 項 第 6 号 

重大事故等対処設備の設置場所について 

1. 概要 

重大事故等対処設備の基準適合性を確認するにあたり，設置許

可基準規則により要求されている項目のうち，設置場所を確認す

るための区分及び設計方針について整理した。 

(1) 基本設計方針 

重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した

場合においても操作及び復旧作業に支障がないように，放射

線量の高くなるおそれの少ない設置場所の選定，当該設備の

設置場所への遮蔽の設置等により当該設備の設置場所で操作

可能な設計，放射線の影響を受けない異なる区画若しくは離

れた場所から遠隔で操作可能な設計，又は中央制御室遮蔽区

域内である中央制御室から操作可能な設計とする。 
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(2) 類型化の考え方 

a. 考慮事項 

・放射線の影響 

b. 類型化 

・操作（復旧作業を含む。以下同じ。）の有無で分類を行い，

操作が必要な設備を「Ａ」，「Ｂ」に，操作不要な設備を

「対象外」として分類。 

・中央制御室遮蔽区域の内外で分類し，放射線の影響を受

ける中央制御室外で現場操作を行う設備を「Ａ」として

分類し，設置場所で操作可能な設備を「ａ」，離れた場所

から操作可能な設備を「ｂ」として分類。 

 

・放射線の影響を考慮した設計を行っている中央制御室遮

蔽区域内である中央制御室から操作可能な設備を「Ｂ」

として分類。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 設計方針について 

【要求事項：想定される重大事故等が発生した場合において重大

事故等対処設備の操作及び復旧作業を行うことがで

きるよう，放射線量が高くなるおそれが少ない設置

場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適

切な措置を講じたものであること】 

各区分における設計方針について，以下の表にまとめた。 

 

 

 

 

 

 

 

※個別条文で記載する事項を下波部で示す 

 (2) 類型化の考え方 

  ａ．考慮事項 

   ・放射線の影響 

  ｂ．類型化 

   ・操作(復旧作業を含む。以下同じ。）の有無で分類を行い，

操作が必要な設備を「Ａ」，「Ｂ」に，操作が不要な設備

を「対象外」として分類。 

   ・中央制御室遮蔽区域の内外で分類し，放射線の影響を受

ける中央制御室外で現場操作を行う設備を「Ａ」として

分類し，設置場所の放射線量が高くなるおそれが少ない

場合を「ａ」，放射線量が高くなるおそれがある場合を

「ｂ」として分類。 

   ・放射線の影響を考慮した設計を行っている中央制御室遮

蔽区域内である中央制御室から操作可能な設備を「Ｂ」

として分類。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 設計方針について 

 【要求事項：想定される重大事故等が発生した場合において重

大事故等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができる

よう，放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，

設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたも

のであること。】 

  各区分における設計方針について，以下の表にまとめた。 

 

 

 

 

 

 

 

※個別条文で記載する事項を下波部で示す 

(2) 類型化の考え方 

ａ．考慮事項 

・放射線の影響 

ｂ．類型化 

・操作（復旧作業を含む。以下同じ。）の有無で分類を行い，

操作が必要な設備を「Ａ」，「Ｂ」に，操作不要な設備を

「対象外」として分類。 

・中央制御室遮蔽区域の内外で分類し，放射線の影響を受

ける中央制御室外で現場操作を行う設備を「Ａ」として

分類し，設置場所で操作可能な設備を「ａ」，離れた場所

から操作可能な設備を「ｂ」として分類。 

 

・放射線の影響を考慮した設計を行っている中央制御室遮

蔽区域内である中央制御室から操作可能な設備を「Ｂ」

として分類。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 設計方針について 

【要求事項：想定される重大事故等が発生した場合において重大

事故等対処設備の操作及び復旧作業を行うことがで

きるよう，放射線量が高くなるおそれが少ない設置

場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適

切な措置を講じたものであること】 

各区分における設計方針について，以下の表にまとめた。 

 

 

 

 

 

 

 

※個別条文で記載する事項を下波部で示す 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，設置場

所で操作可能かどう

かで分類している。2.

設計方針としては東

海第二と同様 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

 設計方針の相違によ

る類型化の相違 
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■設置許可基準規則 第 43 条 第 2 項 第 1 号 

常設重大事故等対処設備の容量等について 

1. 概要 

重大事故等対処設備の基準適合性を確認するにあたり，設置許

可基準規則により要求されている項目のうち，常設重大事故等対

処設備の容量等の適合性を確認するための区分及び設計方針に

ついて整理した。 

(1) 基本設計方針 

常設重大事故等対処設備は，想定される重大事故等の収束

において，想定する事象及びその事象の進展等を考慮し，重

大事故等時に必要な目的を果たすために，事故対応手段とし

ての系統設計を行う。重大事故等の収束は，これらの系統の

組み合わせにより達成する。 

常設重大事故等対処設備のうち重大事故等への対処を本来

の目的として設置する系統及び機器を使用するものについて

は，系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計とする。 

常設重大事故等対処設備のうち設計基準対象施設の系統及

び機器を使用するものについては，設計基準対象施設の容量

等の仕様が，系統の目的に応じて必要となる容量等に対して

十分であることを確認した上で，設計基準対象施設としての

容量等と同仕様の設計とする。 

常設重大事故等対処設備のうち設計基準対象施設の系統及

び機器を使用するもので，重大事故等時に設計基準対象施設

の容量等を補う必要があるものについては，その後の事故対

応手段と合わせて，系統の目的に応じて必要となる容量等を

有する設計とする。 

なお，「容量等」とは，ポンプ流量，タンク容量，伝熱容量，

弁吹出量，発電機容量，蓄電池容量，計装設備の計測範囲，

作動信号の設定値等とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■設置許可基準規則 第 43条 第 2項 第 1号 

 常設重大事故等対処設備の容量等について 

1. 概要 

  重大事故等対処設備の基準適合性を確認するに当たり，設置

許可基準規則により要求されている項目のうち，常設重大事故

等対処設備の容量等の適合性を確認するための区分及び操作方

針について整理した。 

 (1) 基本設計方針 

   常設重大事故等対処設備は，想定される重大事故等の収束

において，想定する事象及びその事象の進展等を考慮し，重

大事故等時に必要な目的を果たすために，事故対応手段とし

て必要な容量等を有する系統設計を行う。重大事故等の収束

は，これらの系統の組合せにより達成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   「容量等」とは，ポンプ流量，タンク容量，伝熱容量，弁

吹出量，発電機容量，蓄電池容量，計装設備の計測範囲，作

動信号の設定値等とする。 

   常設重大事故等対処設備のうち設計基準対象施設の系統及

び機器を使用するものについては，設計基準対象施設の容量

等の仕様が，系統の目的に応じて必要となる容量等の仕様に

対して十分であることを確認した上で，設計基準対象施設の

容量等と同仕様の設計とする。 

   常設重大事故等対処設備のうち設計基準対象施設の系統及

び機器を使用するもので，重大事故等時に設計基準対象施設

の容量等を補う必要があるものは，その後の事故対応手段と

合わせて，系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設

■設置許可基準規則 第 43 条 第 2 項 第 1 号 

常設重大事故等対処設備の容量等について 

1. 概要 

重大事故等対処設備の基準適合性を確認するにあたり，設置許

可基準規則により要求されている項目のうち，常設重大事故等対

処設備の容量等の適合性を確認するための区分及び設計方針に

ついて整理した。 

(1) 基本設計方針 

常設重大事故等対処設備は，想定される重大事故等の収束

において，想定する事象及びその事象の進展等を考慮し，重

大事故等時に必要な目的を果たすために，事故対応手段とし

ての系統設計を行う。重大事故等の収束は，これらの系統の

組み合わせにより達成する。 

常設重大事故等対処設備のうち重大事故等への対処を本来

の目的として設置する系統及び機器を使用するものについて

は，系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計とする。 

常設重大事故等対処設備のうち設計基準対象施設の系統及

び機器を使用するものについては，設計基準対象施設の容量

等の仕様が，系統の目的に応じて必要となる容量等に対して

十分であることを確認した上で，設計基準対象施設としての

容量等と同仕様の設計とする。 

常設重大事故等対処設備のうち設計基準対象施設の系統及

び機器を使用するもので，重大事故等時に設計基準対象施設

の容量等を補う必要があるものについては，その後の事故対

応手段と合わせて，系統の目的に応じて必要となる容量等を

有する設計とする。 

なお，「容量等」とは，ポンプ流量，タンク容量，伝熱容量，

弁吹出量，発電機容量，蓄電池容量，計装設備の計測範囲，

作動信号の設定値等とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載箇所の相違 

【東海第二】 

 東海第二は，２段落後

に記載している 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載箇所の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，２段落

前に記載している 
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(2) 類型化の考え方 

a. 考慮事項 

・必要な容量等 

① 力，②配管圧損，③温度について，設備仕様により

考慮する。 

・④設計基準対象施設との容量等の比較 

・⑤補給による追加手段 

・その他，設備ごとの考慮事項があれば，必要により個別

設備の設計方針に加える。 

 

b. 類型化 

・常設重大事故等対処設備のうち重大事故等への対処を本

来の目的として設置する系統及び機器は，「Ａ」と分類す

る。 

・常設重大事故等対処設備のうち設計基準対象施設の系統

及び機器を使用するもので，設計基準対象施設の容量等

の仕様が，系統の目的に応じて必要となる容量等に対し

て十分であるものについては，「Ｂ」，重大事故等時に設

計基準対象施設の容量等を補う必要があるものについて

は，「Ｃ」に分類する。 

・流路として期待する配管，ストレーナ等は対象外とする。

（これら設備の圧力損失は，詳細設計段階でポンプ流量

の設定において考慮する。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計とする。 

   常設重大事故等対処設備のうち重大事故等への対処を本来

の目的として設置する系統及び機器を使用するものについて

は，系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計とする。 

 

 (2) 類型化の考え方 

  ａ．考慮事項 

   ・必要な容量等 

    ①圧力，②配管圧損，③温度について，設計仕様により

考慮する。 

   ・④設計基準対象施設との容量等の比較 

   ・⑤補給による追加手段 

   ・その他，設備ごとの考慮事項があれば，必要により個別

設備の設計方針に加える。 

 

  ｂ．類型化 

   ・常設重大事故等対処設備のうち重大事故等への対処を本

来の目的として設置する系統及び機器は，「Ａ」と分類す

る。 

   ・常設重大事故等対処設備のうち設計基準対象施設の系統

及び機器を使用するもので，設計基準対象施設の容量等

の仕様が，系統の目的に応じて必要となる容量等に対し

て十分であるものについては，「Ｂ」，重大事故等時に設

計基準対象施設の容量等を補う必要があるものについて

は，「Ｃ」に分類する。 

   ・流路として期待する配管，ストレーナ等は，対象外とす

る。（これら設備の圧力損失は，詳細設計段階でポンプ流

量の設定において考慮する。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 類型化の考え方 

ａ．考慮事項 

・必要な容量等 

①圧力，②配管圧損，③温度について，設備仕様により

考慮する。 

・④設計基準対象施設との容量等の比較 

・⑤補給による追加手段 

・その他，設備ごとの考慮事項があれば，必要により個別

設備の設計方針に加える。 

 

ｂ．類型化 

・常設重大事故等対処設備のうち重大事故等への対処を本

来の目的として設置する系統及び機器は，「Ａ」と分類す

る。 

・常設重大事故等対処設備のうち設計基準対象施設の系統

及び機器を使用するもので，設計基準対象施設の容量等

の仕様が，系統の目的に応じて必要となる容量等に対し

て十分であるものについては，「Ｂ」，重大事故等時に設

計基準対象施設の容量等を補う必要があるものについて

は，「Ｃ」に分類する。 

・流路として期待する配管，ストレーナ等は対象外とする。

（これら設備の圧力損失は，詳細設計段階でポンプ流量

の設定において考慮する。） 
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2. 設計方針について 

【要求事項：想定される重大事故等の収束に必要な容量を有する

ものであること】 

各区分における設計方針について，以下の表にまとめた。 

 

 

 

 

 

 

 

※個別条文で記載する事項を下波部で示す 

2. 設計方針について 

 【要求事項：想定される重大事故等の収束に必要な容量を有す

るものであること】 

  各区分における設計方針について，以下の表にまとめた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※個別条文で記載する事項を下波部で示す 

 

2. 設計方針について 

【要求事項：想定される重大事故等の収束に必要な容量を有する

ものであること】 

各区分における設計方針について，以下の表にまとめた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※個別条文で記載する事項を下波部で示す 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■設置許可基準規則 第 43 条 第 2 項 第 2 号 

発電用原子炉施設での共用の禁止について 

1. 概要 

重大事故等対処設備の基準適合性を確認するにあたり，設置許

可基準規則により要求されている項目のうち，共用の禁止を確認

するための区分及び設計方針について整理した。 

(1) 基本設計方針 

常設重大事故等対処設備の各機器については，2 以上の発

電用原子炉施設において共用しない設計とする。ただし，共

用対象の施設ごとに要求される技術的要件（重大事故等に対

処するために必要な機能）を満たしつつ，2 以上の発電用原

子炉施設と共用することにより安全性が向上し，かつ，同一

の発電所内の他の発電用原子炉施設に対して悪影響を及ぼさ

ない場合は，共用できる設計とする。 

共用する設備は，非常用取水設備（海水貯留堰，スクリー

ン室，取水路），第一ガスタービン発電機，第一ガスタービン

発電機用燃料移送ポンプ，緊急用断路器，第一ガスタービン

発電機用燃料タンク，軽油タンク，号炉間電力融通ケーブル

（常設），中央制御室遮蔽，中央制御室待避室遮蔽（常設），

モニタリング・ポスト用発電機， 5 号炉原子炉建屋内緊急時

対策所（対策本部）遮蔽，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所

（対策本部）高気密室，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対

策本部）二酸化炭素吸収装置，5 号炉原子炉建屋内緊急時対

■設置許可基準規則 第 43条 第 2項 第 2号 

 発電用原子炉施設での共用の禁止について 

1. 概要 

  重大事故等対処設備の基準適合性を確認するに当たり，設置

許可基準規則により要求されている項目のうち，共用の禁止を

確認するための区分及び設計方針について整理した。 

 (1) 基本設計方針 

   敷地内に二以上の発電用原子炉施設はないことから，常設

重大事故等対処設備は共用しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■設置許可基準規則 第 43 条 第 2 項 第 2 号 

発電用原子炉施設での共用の禁止について 

1. 概要 

重大事故等対処設備の基準適合性を確認するにあたり，設置許

可基準規則により要求されている項目のうち，共用の禁止を確認

するための区分及び設計方針について整理した。 

(1) 基本設計方針 

常設重大事故等対処設備の各機器については，２以上の発

電用原子炉施設において共用しない設計とする。ただし，共

用対象の施設ごとに要求される技術的要件（重大事故等に対

処するために必要な機能）を満たしつつ，２以上の発電用原

子炉施設と共用することにより安全性が向上し，かつ，同一

の発電所内の他の発電用原子炉施設に対して悪影響を及ぼさ

ない場合は，共用できる設計とする。 

共用する設備は，中央制御室，中央制御室遮蔽である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 島根２号炉では，島根

１号炉との共用を考

慮している。 
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策所（待機場所）遮蔽，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（待

機場所）室内遮蔽，負荷変圧器，交流分電盤，5 号炉屋外緊

急連絡用インターフォン，無線連絡設備(常設)，衛星電話設

備（常設），統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設

備，データ伝送設備，安全パラメータ表示システム（SPDS）

である。 

 

(2) 対象選定の考え方 

a. 考慮事項 

①発電用原子炉施設の相互の安全性向上 

②他施設への悪影響 

 

b. 類型化 

・発電用原子炉施設間で共用する設備は「Ａ」として分類。 

 

 

 

 

 

 

2. 設計方針について 

【要求事項：二以上の発電用原子炉施設において共用するもので

ないこと。ただし，二以上の発電用原子炉施設と共

用することによって当該二以上の発電用原子炉施設

の安全性が向上する場合であって，同一の工場等内

の他の発電用原子炉施設に対して悪影響を及ぼさな

い場合は，この限りでない】 

 

設計方針について，以下の表にまとめた。 

 

※個別条文で記載する事項を下波部で示す 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 類型化の考え方 

  ａ．考慮事項 

   ・敷地内に二以上の発電用原子炉施設はない。 

 

 

ｂ．類型化 

・なし 

 

 

 

 

 

 

2. 設計方針について 

 【要求事項：二以上の発電用原子炉施設において共用するもの

でないこと。ただし，二以上の発電用原子炉施設と

共用することによって当該二以上の発電用原子炉施

設の安全性が向上する場合であって，同一の工場等

内の他の発電用原子炉施設に対して悪影響を及ぼさ

ない場合は，この限りではない。】 

 

  設計方針について，以下の表にまとめた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 類型化の考え方 

ａ．考慮事項 

①発電用原子炉施設の相互の安全性向上 

②他施設への悪影響 

 

ｂ．類型化 

・発電用原子炉施設間で共用する設備は「Ａ」として分類。 

 

 

 

 

 

 

2. 設計方針について 

【要求事項：二以上の発電用原子炉施設において共用するもので

ないこと。ただし，二以上の発電用原子炉施設と共

用することによって当該二以上の発電用原子炉施設

の安全性が向上する場合であって，同一の工場等内

の他の発電用原子炉施設に対して悪影響を及ぼさな

い場合は，この限りでない】 

 

設計方針について，以下の表にまとめた。 

 

 

 

 

 

※個別条文で記載する事項を下波部で示す 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 
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■設置許可基準規則 第 43 条 第 2 項 第 3 号 

常設重大事故防止設備の共通要因故障について 

1. 概要  

重大事故等対処設備の基準適合性を確認するにあたり，設置許

可基準規則により要求されている項目のうち，常設重大事故防止

設備の共通要因故障防止に関する健全性を確認するための区分

及び設計方針について整理した。 

(1) 基本設計方針 

常設重大事故防止設備は，設計基準事故対処設備及び使用

済燃料プールの冷却機能又は注水機能を有する設備（以下「設

計基準事故対処設備等」という。）の安全機能と共通要因によ

って同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，可能な

限り多様性，独立性，位置的分散を考慮して適切な措置を講

じる設計とする。ただし，常設重大事故防止設備のうち，計

装設備について，重要代替監視パラメータ（当該パラメータ

の他チャンネルの計器を除く。）による推定は，重要監視パラ

メータと異なる物理量（水位，注水量等）又は測定原理とす

る等，重要監視パラメータに対して可能な限り多様性を有す

る方法により計測できる設計とする。重要代替監視パラメー

タは，重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設

計とする。 

共通要因としては，環境条件，自然現象，発電所敷地又は

その周辺において想定される発電用原子炉施設の安全性を損

なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるも

の，溢水，火災及びサポート系の故障を考慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

発電所敷地で想定される自然現象については，網羅的に抽

出するために，地震，津波に加え，発電所敷地及びその周辺

での発生実績の有無に関わらず，国内外の基準や文献等に基

づき収集した洪水，風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落

雷，地滑り，火山の影響，生物学的事象，森林火災等の事象

を考慮する。これらの事象のうち，発電所敷地及びその周辺

■設置許可基準規則 第 43条 第 2項 第 3号 

 常設重大事故防止設備の共通要因故障について 

１． 概要 

   重大事故等対処設備の基準適合性を確認するに当たり，設

置許可基準規則により要求されている項目のうち，常設重大

事故防止設備の共通要因故障防止に関する健全性を確保する

ための区分及び設計方針について整理した。 

 (1) 基本設計方針 

    常設重大事故防止設備は，設計基準事故対処設備の安全

機能又は使用済燃料プールの冷却機能若しくは注水機能と

共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがな

いように，共通要因の特性を踏まえ，可能な限り多様性及

び独立性を有し，位置的分散を図ることを考慮して適切な

措置を講じる設計とする。ただし，常設重大事故防止設備

のうち，計装設備については，重要代替監視パラメータ（当

該パラメータの他のチャンネルの計器を除く。）による推定

を重要監視パラメータと異なる物理量（水位，注水量等）

又は測定原理とすることで，重要監視パラメータに対して

可能な限り多様性を持った方法により計測できる設計とす

る。重要代替監視パラメータは，重要監視パラメータと可

能な限り位置的分散を図る設計とする。 

    共通要因としては，環境条件，自然現象，発電所敷地又

はその周辺において想定される発電用原子炉施設の安全性

を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為に

よるもの（故意によるものを除く。）（以下「外部人為事象」

という。），故意による大型航空機の衝突その他のテロリズ

ム，溢水，火災及びサポート系の故障を考慮する。 

 

 

 

 

 

    自然現象については，地震，津波（敷地に遡上する津波

を含む。），洪水，風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，

落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災及び高潮を考

慮する。 

 

 

■設置許可基準規則 第 43 条 第 2 項 第 3 号 

常設重大事故防止設備の共通要因故障について 

1. 概要 

重大事故等対処設備の基準適合性を確認するにあたり，設置許

可基準規則により要求されている項目のうち，常設重大事故防止

設備の共通要因故障防止に関する健全性を確認するための区分

及び設計方針について整理した。 

(1) 基本設計方針 

常設重大事故防止設備は，設計基準事故対処設備及び燃料

プールの冷却機能又は注水機能を有する設備（以下「設計基

準事故対処設備等」という。）の安全機能と共通要因によって

同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，共通要因の

特性を踏まえ，可能な限り多様性，独立性，位置的分散を考

慮して適切な措置を講じる設計とする。ただし，常設重大事

故防止設備のうち，計装設備について，重要代替監視パラメ

ータ（当該パラメータの他チャンネルの計器を除く。）による

推定は，重要監視パラメータと異なる物理量（水位，注水量

等）又は測定原理とする等，重要監視パラメータに対して可

能な限り多様性を有する方法により計測できる設計とする。

重要代替監視パラメータは，重要監視パラメータと可能な限

り位置的分散を図る設計とする。 

共通要因としては，環境条件，自然現象，発電所敷地又は

その周辺において想定される発電用原子炉施設の安全性を損

なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるも

の，溢水，火災及びサポート系の故障を考慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

発電所敷地で想定される自然現象については，網羅的に抽

出するために，地震，津波に加え，発電所敷地及びその周辺

での発生実績の有無に関わらず，国内外の基準や文献等に基

づき収集した洪水，風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落

雷，地滑り，火山の影響，生物学的事象，森林火災等の事象

を考慮する。これらの事象のうち，発電所敷地及びその周辺

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，故意に

よる大型航空機の衝

突その他のテロリズ

ムは，人為事象に含む

扱いとし３段落後で

記載している 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，自然現

象及び人為事象につ

いて考慮する旨を記

載し，次段落にて事象
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での発生の可能性，重大事故等対処設備への影響度，事象進

展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から，重大事故等

対処設備に影響を与えるおそれがある事象として，地震，津

波，風（台風），竜巻，低温（凍結），降水，積雪，落雷，地

滑り，火山の影響及び生物学的事象を選定する。また，設計

基準事故対処設備等と重大事故等対処設備に対する共通要因

としては，地震，津波，風（台風），竜巻，低温（凍結），降

水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響及び生物学的事象を選

定する。なお，森林火災の出火原因となるのは，たき火やタ

バコ等の人為によるものが大半であることを考慮し，森林火

災については，人為によるもの（火災・爆発）として選定す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自然現象の組合せについては，地震，積雪及び火山の影響

を考慮する。 

 

 

 

 

発電所敷地又はその周辺において想定される発電用原子炉

施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であ

って人為によるものについては，網羅的に抽出するために，

発電所敷地及びその周辺での発生実績の有無に関わらず，国

内外の基準や文献等に基づき収集した飛来物（航空機落下

等），ダムの崩壊，爆発，近隣工場等の火災，有毒ガス，船舶

の衝突，電磁的障害，故意による大型航空機の衝突その他の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    自然現象による荷重の組合せについては，地震，津波（敷

地に遡上する津波を含む。），風（台風），積雪及び火山

の影響による組合せを考慮する。 

 

 

 

    外部人為事象については，飛来物（航空機落下），ダム

の崩壊，爆発，近隣工場等の火災，有毒ガス，船舶の衝突

及び電磁的障害を考慮する。 

 

 

 

 

での発生の可能性，重大事故等対処設備への影響度，事象進

展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から，重大事故等

対処設備に影響を与えるおそれがある事象として，地震，津

波，洪水，風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，地滑

り，火山の影響及び生物学的事象を選定する。また，設計基

準事故対処設備等と重大事故等対処設備に対する共通要因と

しては，地震，津波，洪水，風（台風），竜巻，凍結，降水，

積雪，落雷，地滑り，火山の影響及び生物学的事象を選定す

る。なお，森林火災の出火原因となるのは，たき火やタバコ

等の人為によるものが大半であることを考慮し，森林火災に

ついては，人為によるもの（火災・爆発）として選定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自然現象の組合せについては，地震，津波，風（台風），積

雪及び火山の影響を考慮する。 

 

 

 

 

発電所敷地又はその周辺において想定される発電用原子炉

施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であ

って人為によるものについては，網羅的に抽出するために，

発電所敷地及びその周辺での発生実績の有無に関わらず，国

内外の基準や文献等に基づき収集した飛来物（航空機落下

等），ダムの崩壊，爆発，近隣工場等の火災，有毒ガス，船舶

の衝突，電磁的障害，故意による大型航空機の衝突その他の

の選定結果を記載し

ている 

・選定事象の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 第６条に準じた事象

スクリーニングの相

違による選定事象の

相違（以下，③の相違） 

・選定事象の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，津波特

有の事故シーケンス

を事故シーケンスグ

ループとして選定し

ていないため，敷地に

遡上する津波につい

て記載していない（以

下，④の相違） 

・選定事象の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，森林火

災を人為事象として

選定している（以下，

⑤の相違） 

 

・選定事象の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ③，④の相違 

 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，自然現

象及び人為事象につ

いて考慮する旨を記

載し，次段落にて事象

の選定結果を記載し
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テロリズム等の事象を考慮する。これらの事象のうち，発電

所敷地及びその周辺での発生の可能性，重大事故等対処設備

への影響度，事象進展速度や事象進展に対する時間余裕の観

点から，重大事故等対処設備に影響を与えるおそれがある事

象として，火災・爆発（森林火災，近隣工場等の火災・爆発，

航空機落下火災等），有毒ガス，船舶の衝突，電磁的障害及び

故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムを選定す

る。また，設計基準事故対処設備等と重大事故等対処設備に

対する共通要因としては，火災・爆発（森林火災，近隣工場

等の火災・爆発，航空機落下火災等），有毒ガス，船舶の衝突，

電磁的障害及び故意による大型航空機の衝突その他のテロリ

ズムを選定する。 

 

故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムについて

は，可搬型重大事故等対処設備による対策を講じることとす

る。 

建屋については，地震，津波，火災及び外部からの衝撃に

よる損傷を防止できる設計とする。 

 

 

 

 

 

重大事故緩和設備についても，可能な限り多様性を考慮す

る。 

 

環境条件に対しては，想定される重大事故等が発生した場

合における温度，放射線，荷重及びその他の使用条件におい

て，常設重大事故防止設備がその機能を確実に発揮できる設

計とする。重大事故等時の環境条件における健全性について

は「重大事故等時の環境条件における健全性について」に記

載する。 

 

 

 

常設重大事故防止設備は，「原子炉建屋等の基礎地盤及び周

辺斜面の安定性について」に示す地盤上に設置する。なお，

常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムについ

ては，可搬型重大事故等対処設備による対策を講じること

とする。 

    建屋等及び地中の配管トレンチについては，地震，津波

（敷地に遡上する津波を含む。），火災及び外部からの衝

撃による損傷を防止できる設計とする。 

 

    サポート系の故障については，系統又は機器に供給され

る電力，空気，油，冷却水，水源を考慮する。 

 

    重大事故緩和設備についても，共通要因の特性を踏まえ，

可能な限り多様性を有し，位置的分散する設計とする。 

 

    環境条件に対しては，重大事故等時の温度，放射線，荷

重その他の使用条件において，常設重大事故防止設備がそ

の機能を確実に発揮できる設計とする。重大事故等時の環

境条件における健全性については，「2.3.3 環境条件等」

に記載する。風（台風）及び竜巻のうち風荷重，凍結，降

水，積雪，火山の影響並びに電磁的障害に対して常設重大

事故防止設備は，環境条件にて考慮し機能が損なわれない

設計とする。 

 

    地震に対して常設重大事故防止設備は，「2.1.1 発電用

原子炉施設の位置」に基づく地盤上に設置するとともに，

地震，津波（敷地に遡上する津波を含む。）及び火災に対

テロリズム等の事象を考慮する。これらの事象のうち，発電

所敷地及びその周辺での発生の可能性，重大事故等対処設備

への影響度，事象進展速度や事象進展に対する時間余裕の観

点から，重大事故等対処設備に影響を与えるおそれがある事

象として，飛来物（航空機落下），ダムの崩壊，火災・爆発（森

林火災，近隣工場等の火災・爆発，航空機落下火災等），有毒

ガス，船舶の衝突，電磁的障害及び故意による大型航空機の

衝突その他のテロリズムを選定する。また，設計基準事故対

処設備等と重大事故等対処設備に対する共通要因としては，

飛来物（航空機落下），ダムの崩壊，火災・爆発（森林火災，

近隣工場等の火災・爆発，航空機落下火災等），有毒ガス，船

舶の衝突，電磁的障害及び故意による大型航空機の衝突その

他のテロリズムを選定する。 

故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムについて

は，可搬型重大事故等対処設備による対策を講じることとす

る。 

建物については，地震，津波，火災及び外部からの衝撃に

よる損傷を防止できる設計とする。 

 

 

 

 

 

重大事故緩和設備についても，共通要因の特性を踏まえ，

可能な限り多様性を考慮する。 

 

環境条件に対しては，想定される重大事故等が発生した場

合における温度，放射線，荷重及びその他の使用条件におい

て，常設重大事故防止設備がその機能を確実に発揮できる設

計とする。重大事故等時の環境条件における健全性について

は「重大事故等時の環境条件における健全性について」に記

載する。風（台風），凍結，降水，積雪及び電磁的障害に対し

て常設重大事故防止設備は，環境条件にて考慮し機能が損な

われない設計とする。 

 

常設重大事故防止設備は，「原子炉建物等の基礎地盤及び周

辺斜面の安定性について」に示す地盤上に設置する。なお，

常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が属する耐

ている 

 

 

 

・選定事象の相違 

【柏崎 6/7】 

 ③の相違 

 

 

・選定事象の相違 

【柏崎 6/7】 

 ③の相違 

 

 

 

 

 

・選定事象の相違 

【東海第二】 

 ④の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・選定事象の相違 

【東海第二】 

 ①の相違 

 

 

 

 

・選定事象の相違 
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震重要度分類が S クラスのもの）及び常設重大事故緩和設備

（設計基準拡張）については，「原子炉建屋等の基礎地盤及び

周辺斜面の安定性について」に示す耐震重要施設並びに常設

耐震重要重大事故防止設備及び重大事故緩和設備を設置する

重大事故等対処施設下の地盤に設置する。常設重大事故防止

設備は，地震，津波及び火災に対して，「重大事故等対処設備

について 2.1.2 耐震設計の基本方針」，「重大事故等対処設備

について 2.1.3 津波による損傷の防止」及び「重大事故等対

処設備について 2.2 火災による損傷の防止」に基づく設計と

する。地震，津波，溢水及び火災に対して常設重大事故防止

設備は，設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそ

れがないように，可能な限り設計基準事故対処設備等と位置

的分散を図る。また，常設重大事故防止設備は，地震による

使用済燃料プールからの溢水に対して機能を損なわない設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

風（台風），竜巻，低温（凍結），降水，積雪，落雷，地滑

り，火山の影響，生物学的事象，火災・爆発（森林火災，近

隣工場等の火災・爆発，航空機落下火災等），有毒ガス，船舶

の衝突及び電磁的障害に対して，常設重大事故防止設備は，

外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋内に設置す

るか，又は設計基準事故対処設備等と同時に機能が損なわれ

ないように，設計基準事故対処設備等と位置的分散を図り，

しては，「2.1.2 耐震設計の基本方針」，「2.1.3 耐津波設

計の基本方針」及び「2.2 火災による損傷の防止」に基づ

く設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    地震による共通要因故障の特性は，設備等に発生する地

震力（設備が設置される地盤や建物の影響によって設備等

に発生する地震力は異なる。）又は地震による低耐震クラス

設備からの波及的影響により同じ機能を有する設備が同時

に機能喪失に至ることであることから，常設重大事故防止

設備は，設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうお

それがないように，可能な限り設計基準事故対処設備等と

位置的分散を図る。 

    津波（敷地に遡上する津波を含む。）による共通要因故

障の特性は，津波の流入，進入，引き波による水位低下に

より同じ機能を有する設備が同時に機能喪失に至ることで

あることから，常設重大事故防止設備は，設計基準事故対

処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と高さ方向に位置的分散を

図る。 

    風（台風）による共通要因故障の特性は，風（台風）に

よる荷重（風圧力，気圧差）により同じ機能を有する機器

が同時に機能喪失に至ることであることから，常設重大事

故防止設備は，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建屋等内に設置するか，又は設計基準事故対処設備等と

同時にその機能が損なわれないように設計基準事故対処設

備等と位置的分散を図る。 

震重要度分類がＳクラスのもの）及び常設重大事故緩和設備

（設計基準拡張）については，「原子炉建物等の基礎地盤及び

周辺斜面の安定性について」に示す耐震重要施設並びに常設

耐震重要重大事故防止設備及び重大事故緩和設備を設置する

重大事故等対処施設下の地盤に設置する。常設重大事故防止

設備は，地震，津波及び火災に対して，「重大事故等対処設備

について 2.1.2 耐震設計の基本方針」，「重大事故等対処設備

について 2.1.3 津波による損傷の防止」及び「重大事故等対

処設備について 2.2 火災による損傷の防止」に基づく設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

地震による共通要因故障の特性は，設備等に発生する地震

力（設備が設置される地盤や建物の影響によって設備等に発

生する地震力は異なる。）又は地震による低耐震クラス設備か

らの波及的影響により同じ機能を有する設備が同時に機能喪

失に至ることであることから，常設重大事故防止設備は，設

計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないよ

うに，可能な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図

る。 

津波による共通要因故障の特性は，津波の流入，進入，引

き波による水位低下により同じ機能を有する設備が同時に機

能喪失に至ることであることから，常設重大事故防止設備は，

設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがない

ように，可能な限り設計基準事故対処設備等と高さ方向に位

置的分散を図る。 

 

風（台風）による共通要因故障の特性は，風（台風）によ

る荷重（風圧力，気圧差）により同じ機能を有する機器が同

時に機能喪失に至ることであることから，常設重大事故防止

設備は，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建物等

内に設置するか，又は設計基準事故対処設備等と同時にその

機能が損なわれないように設計基準事故対処設備等と位置的

分散を図る。 

【東海第二】 

 ④の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，各事象

の共通要因故障の特

性を含め後段に記載

している 

 

 

 

 

 

 

 

 

・選定事象の相違 

【東海第二】 

 ④の相違 
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屋外に設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

落雷に対して常設代替交流電源設備は，避雷設備等により

防護する設計とする。 

 

 

生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対して屋外の常設

重大事故防止設備は，侵入防止対策により重大事故等に対処

するために必要な機能が損なわれるおそれのない設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    竜巻による共通要因故障の特性は，竜巻による荷重（風

圧力，気圧差，飛来物の衝撃荷重）により同じ機能を有す

る機器が同時に機能喪失に至ることであることから，常設

重大事故防止設備は，外部からの衝撃による損傷の防止が

図られた建屋等内に設置するか，又は設計基準事故対処設

備等と同時にその機能が損なわれないように設計基準事故

対処設備等と位置的分散を図る。 

 

    落雷による共通要因故障の特性は，雷撃電流により同じ

機能を有する設備が同時に機能喪失に至ることであるか

ら，常設代替交流電源設備である常設代替高圧電源装置は，

避雷設備又は接地設備により防護する設計とする。 

    生物学的事象のうちネズミ等の小動物による共通要因故

障の特性は，電気盤内での地絡・短絡により同じ機能を有

する設備が同時に機能喪失に至ることであることから，屋

外の常設重大事故防止設備は，侵入防止対策により重大事

故等に対処するための必要な機能が損なわれるおそれのな

い設計とするか，又は設計基準事故対処設備等と同時にそ

の機能が損なわれないように設計基準事故対処設備等と位

置的分散を図る。 

生物学的事象のうちクラゲ等の海生生物による共通要因

故障の特性は，海水ポンプの閉塞等により同じ機能を有す

る設備が同時に機能喪失に至ることであることから，屋外

の常設重大事故防止設備は，侵入防止対策により重大事故

等に対処するための必要な機能が損なわれるおそれのない

設計とするか，又は設計基準事故対処設備等と同時にその

機能が損なわれないように設計基準事故対処設備等と位置

的分散を図る。 

    高潮による共通要因故障の特性は，没水，被水により同

じ機能を有する設備が同時に機能喪失に至ることであるこ

とから，常設重大事故防止設備（非常用取水設備は除く。）

は，高潮の影響を受けない敷地高さに設置する。 

 

 

 

 

 

    外部火災（森林火災，爆発，近隣工場等の火災及び有毒

竜巻による共通要因故障の特性は，竜巻による荷重（風圧

力，気圧差，飛来物の衝撃荷重）により同じ機能を有する機

器が同時に機能喪失に至ることであることから，常設重大事

故防止設備は，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物等内に設置するか，又は設計基準事故対処設備等と同時

にその機能が損なわれないように設計基準事故対処設備等と

位置的分散を図る。 

 

落雷による共通要因故障の特性は，雷撃電流により同じ機

能を有する設備が同時に機能喪失に至ることであるから，常

設代替交流電源設備は，避雷設備又は接地設備により防護す

る設計とする。 

生物学的事象のうちネズミ等の小動物による共通要因故障

の特性は，電気盤内での地絡・短絡により同じ機能を有する

設備が同時に機能喪失に至ることであることから，屋外の常

設重大事故防止設備は，侵入防止対策により重大事故等に対

処するために必要な機能が損なわれるおそれのない設計とす

るか，又は設計基準事故対処設備等と同時にその機能が損な

われないように設計基準事故対処設備等と位置的分散を図

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

飛来物（航空機落下）による共通要因故障の特性は，衝突

荷重により同じ機能を有する設備が同時に機能喪失に至るこ

とであることから，常設重大事故防止設備は，設計基準事故

対処設備等と同時にその機能が損なわれないように，設計基

準事故対処設備等と位置的分散を図る。 

火災・爆発（森林火災，近隣工場等の火災・爆発，航空機

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 東海第二の緊急用海

水系に対する記載で

あり，島根２号炉には

当該設備なし 

 

 

・選定事象の相違 

【東海第二】 

 ③の相違 

 

・選定事象の相違 

【柏崎 6/7】 

 ③の相違 
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ガス）による共通要因故障の特性は，熱損傷，ばい煙によ

り同じ機能を有する設備が同時に機能喪失に至ることであ

ることから，常設重大事故防止設備は，設計基準事故対処

設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，設計基

準事故対処設備等と位置的分散を図る。 

 

 

 

 

 

    船舶の衝突による共通要因故障の特性は，主水路閉塞に

より同じ機能を有する設備が同時に機能喪失に至ることで

あることから，常設重大事故防止設備は，設計基準事故対

処設備等と同時にその機能が損なわれないように，設計基

準事故対処設備等と位置的分散を図る。 

    飛来物（航空機落下）による共通要因故障の特性は，衝

突荷重により同じ機能を有する設備が同時に機能喪失に至

ることであることから，常設重大事故防止設備は，設計基

準事故対処設備等と同時にその機能が損なわれないよう

に，設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る。 

    溢水による共通要因故障の特性は，没水，被水，蒸気の

流出により同じ機能を有する設備が同時に機能喪失に至る

ことであるから，常設重大事故防止設備は，設計基準事故

対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可

能な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る。 

 

 

    内部火災による共通要因故障の特性は，熱損傷により同

じ機能を有する設備が同時に機能喪失に至ることであるこ

とから，常設重大事故防止設備は，設計基準事故対処設備

等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能な限り

設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る。 

    なお，自然現象のうち洪水については，立地的要因によ

り設計上考慮する必要はない。また，外部人為事象のうち

ダムの崩壊については，立地的要因により設計上考慮する

必要はない。 

    常設重大事故緩和設備についても，共通要因の特性を踏

まえ，可能な限り上記を考慮して多様性を有し，位置的分

落下火災等）による共通要因故障の特性は，熱損傷，ばい煙

により同じ機能を有する設備が同時に機能喪失に至ることで

あることから，常設重大事故防止設備は，設計基準事故対処

設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，設計基準

事故対処設備等と位置的分散を図る。 

有毒ガスによる共通要因故障の特性は，有毒ガスの毒性影

響により同じ機能を有する設備が同時に機能喪失に至ること

であることから，常設重大事故防止設備は，設計基準事故対

処設備等と同時にその機能が損なわれないように，設計基準

事故対処設備等と位置的分散を図る。 

船舶の衝突による共通要因故障の特性は，取水路閉塞によ

り同じ機能を有する設備が同時に機能喪失に至ることである

ことから，常設重大事故防止設備は，設計基準事故対処設備

等と同時にその機能が損なわれないように，設計基準事故対

処設備等と位置的分散を図る。 

 

 

 

 

 

溢水による共通要因故障の特性は，没水，被水，蒸気の流

出により同じ機能を有する設備が同時に機能喪失に至ること

であるから，常設重大事故防止設備は，設計基準事故対処設

備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能な限り

設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る。また，常設重

大事故防止設備は，地震による燃料プールからの溢水に対し

て機能を損なわない設計とする。 

内部火災による共通要因故障の特性は，熱損傷により同じ

機能を有する設備が同時に機能喪失に至ることであることか

ら，常設重大事故防止設備は，設計基準事故対処設備等と同

時に機能を損なうおそれがないように，可能な限り設計基準

事故対処設備等と位置的分散を図る。 

なお，洪水及びダムの崩壊については，立地的要因により

設計上考慮する必要はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，３段落

前にて記載している 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・選定事象の相違 

【柏崎 6/7】 

 ③の相違 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 
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サポート系の故障に対しては，系統又は機器に供給される

電力，空気，油，冷却水を考慮し，常設重大事故防止設備は

設計基準事故対処設備等と異なる駆動源，冷却源を用いる設

計，又は駆動源，冷却源が同じ場合は別の手段が可能な設計

とする。また，常設重大事故防止設備は，設計基準事故対処

設備等と可能な限り異なる水源をもつ設計とする。 

なお，常設重大事故緩和設備並びに常設重大事故防止設備

及び常設重大事故緩和設備に該当しない常設重大事故等対処

設備は，共通要因に対して，同一の機能を有する設備と同時

に機能を損なうおそれがないように，同一の機能を有する設

備と可能な限り多様性，位置的分散を図る設計とするか，又

は修復性等を考慮し，可能な限り頑健性を有する設計とする。 

さらに，重大事故等対処設備は，共通要因により，重大事

故等対処設備の有する発電用原子炉の未臨界移行機能，燃料

冷却機能，格納容器除熱機能及び使用済燃料プール注水の各

機能を損なわないよう，同一の機能を有する重大事故等対処

設備と可能な限り多様性，位置的分散を図る設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

散を図る設計とする。 

 

 

    サポート系の故障に対して，常設重大事故防止設備は，

設計基準事故対処設備等と異なる駆動源又は冷却源を用い

る設計とするか，駆動源又は冷却源が同じ場合は別の手段

による対応が可能な設計とする。また，常設重大事故防止

設備は，設計基準事故対処設備等と可能な限り異なる水源

を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サポート系の故障に対しては，系統又は機器に供給される

電力，空気，油，冷却水を考慮し，常設重大事故防止設備は

設計基準事故対処設備等と異なる駆動源，冷却源を用いる設

計，又は駆動源，冷却源が同じ場合は別の手段が可能な設計

とする。また，常設重大事故防止設備は，設計基準事故対処

設備等と可能な限り異なる水源をもつ設計とする。 

なお，常設重大事故緩和設備並びに常設重大事故防止設備

及び常設重大事故緩和設備に該当しない常設重大事故等対処

設備は，共通要因に対して，同一の機能を有する設備と同時

に機能を損なうおそれがないように，同一の機能を有する設

備と可能な限り多様性，位置的分散を図る設計とするか，又

は修復性等を考慮し，可能な限り頑健性を有する設計とする。 

さらに，重大事故等対処設備は，共通要因により，重大事

故等対処設備の有する発電用原子炉の未臨界移行機能，燃料

冷却機能，格納容器除熱機能及び燃料プール注水の各機能を

損なうおそれがないように，同一の機能を有する重大事故等

対処設備と可能な限り多様性，位置的分散を図る設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前述しているため記

載しない 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

常設重大事故防止設   

備への要求であるが，

それ以外の常設ＳＡ

設備に対する設計方

針も記載している 

またＳＡ設備のみに

よる機能維持の設計

方針も記載している 
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(2) 類型化の考え方 

a. 考慮事項 

①環境条件，自然現象，外部人為事象，溢水，火災 

②サポート系による要因：系統又は機器に供給される電力，

燃料油，空気，冷却水，水源 

 

b. 類型化 

①環境条件，自然現象，外部人為事象，溢水，火災につい

ては，屋内設備と屋外設備に分類する。 

②サポート系による要因については，設備ごとに考慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 類型化の考え方 

  ａ．考慮事項 

   ①環境条件，自然現象，外部人為事象，溢水，火災 

   ②サポート系による要因：系統又は機器に供給される電力，

油，空気，冷却水，水源 

 

  ｂ．類型化 

   ①環境条件，自然現象，外部人為事象，溢水，火災につい

ては，屋内設備と屋外設備に分類する。 

   ②サポート系による要因については，設備ごとに考慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 類型化の考え方 

ａ．考慮事項 

①環境条件，自然現象，外部人為事象，溢水，火災 

②サポート系による要因：系統又は機器に供給される電力，

燃料油，空気，冷却水，水源 

 

ｂ．類型化 

①環境条件，自然現象，外部人為事象，溢水，火災につい

ては，屋内設備と屋外設備に分類する。 

②サポート系による要因については，設備ごとに考慮する。 
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2. 設計方針について 

【要求事項：常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基

準事故対処設備の安全機能と同時にその機能が損な

われるおそれがないよう，適切な措置を講じたもの

であること】 

(1) 各考慮事項に対する設計方針は以下のとおり。 

①環境条件，自然現象，外部人為事象，溢水，火災 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 設計方針について 

 【要求事項：常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計

基準事故対処設備の安全機能と同時にその機能が

損なわれるおそれがないよう，適切な措置を講じ

たものであること】 

 (1) 各考慮事項に対する設計方針は以下のとおり。 

  ①環境条件，地震，津波，その他自然現象，外部事象，溢水，

火災 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 設計方針について 

【要求事項：常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基

準事故対処設備の安全機能と同時にその機能が損な

われるおそれがないよう，適切な措置を講じたもの

であること】 

(1) 各考慮事項に対する設計方針は以下のとおり。 

① 環境条件，自然現象，外部人為事象，溢水，火災 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・選定事象の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

③の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

東海第二は，生物学的

事象に対し海生生物

に対する設計方針を

記載しているが， 緊

急用海水系に対する

記載であり，島根２号

炉には当該設備なし 
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②サポート系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※括弧内の設備は，多様性の対象となる設計基準対象施設を表す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②サポート系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※弧内の設備は，多様性，多重性等の対象となる設計基準対象施

設を表す 

 

  ○ポンプサポート系（冷却水）の分類について 

   ポンプ等のサポート系（冷却水）の分類方針を以下に示す。 

   

 

 

 

 

   ・「冷却不要」について（常設低圧代替注水系ポンプの例） 

     常設低圧代替注水系ポンプは，汎用型の横置きポンプ

で，ポンプケーシングと軸受は分離されており内部流体

の温度上昇等の影響は受けない構造である。また，冷却

水として吐出水の一部を取り出す等の設計ではないこと

から，冷却水としては，「冷却不要」と整理する（電動

機は含まず）。 

     なお，常設低圧代替注水系ポンプについては，常設低

圧代替注水系格納槽内に設置されており，当該格納槽内

② サポート系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※括弧内の設備は，多様性の対象となる設計基準事故対処設備を

表す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 設計方針の相違によ 

る設備及び系統構成

の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

 分類方針の詳細の記      

 載であり実質的な差

異はなし 
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(2) 各区分における設計方針については，以下の表にまとめた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※個別条文で記載する事項を下波部で示す 

の環境条件で運転することから「（自然冷却）」を付記

するものとし，それぞれの設備の環境に応じて記載要否

を判断する。 

   ・「海水等による冷却」について（残留熱除去系ポンプの

例） 

     残留熱除去系ポンプは，メカニカルシール冷却用クー

ラの冷却水として，残留熱除去系海水ポンプからの海水

（強制冷却，外部サポート）を必要とすることから，そ

の旨記載する。それぞれの設備に応じた内容を記載する。 

   ・自己冷却（常設高圧代替注水系ポンプの例） 

     常設高圧代替注水系ポンプの軸受等は，ポンプ吐出水

の一部を冷却水として使用し強制冷却を行うが，自己完

結型の冷却方式であることから「自己冷却」と整理する。 

 

 (2) 各区分における設計方針については，以下の表にまとめた 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 個別条文で記載する事項を下波部で示す。 

※2 別の手段には，異なる作動論理を用いることも含まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 各区分における設計方針については，以下の表にまとめた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※個別条文で記載する事項を下波部で示す 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・選定事象の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

③の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

東海第二は，生物学的

事象に対し海生生物

に対する設計方針を

記載しているが， 緊

急用海水系に対する

記載であり，島根２号

炉には当該設備なし 
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■設置許可基準規則 第 43 条 第 3 項 第 1 号 

可搬型重大事故等対処設備の容量等について 

1. 概要 

重大事故等対処設備の基準適合性を確認するにあたり，設置許

可基準規則により要求されている項目のうち，可搬型重大事故等

対処設備の容量等の適合性を確認するための区分及び設計方針

について整理した。 

(1) 基本設計方針 

可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故等の収

束において，想定する事象及びその事象の進展を考慮し，事

故対応手段としての系統設計を行う。重大事故等の収束は，

これらの系統の組合せにより達成する。 

可搬型重大事故等対処設備は，系統の目的に応じて必要な

容量等を有する設計とするとともに，設備の機能，信頼度等

を考慮し，予備を含めた保有数を確保することにより，必要

な容量等に加え，十分に余裕のある容量等を有する設計とす

る。 

なお，「容量等」とは，ポンプ流量，タンク容量，伝熱容量，

発電機容量，蓄電池容量，ボンベ容量，計測器の計測範囲等

とする。 

可搬型重大事故等対処設備のうち，複数の機能を兼用する

ことで，設置の効率化，被ばくの低減が図れるものは，同時

に要求される可能性がある複数の機能に必要な容量等を合わ

せた容量等とし，兼用できる設計とする。 

可搬型重大事故等対処設備のうち，原子炉建屋の外から水

又は電力を供給する注水設備及び電源設備は，必要となる容

量等を有する設備を 1 基当たり 2 セットに加え，故障時のバ

ックアップ及び保守点検による待機除外時のバックアップと

して，発電所全体で予備を確保する。 

また，可搬型重大事故等対処設備のうち，負荷に直接接続

する可搬型蓄電池，可搬型ボンベ等は，必要となる容量等を

有する設備を 1 基当たり 1 セットに加え，故障時のバックア

ップ及び保守点検による待機除外時のバックアップとして，

発電所全体で予備を確保する。 

 

 

 

上記以外の可搬型重大事故等対処設備は，必要となる容量

■設置許可基準規則 第 43条 第 3項 第 1号 

 可搬型重大事故等対処設備の容量等について 

1. 概要 

  重大事故等対処設備の基準適合性を確認するに当たり，設置

許可基準規則により要求されている項目のうち，可搬型重大事

故等対処設備の容量等の適合性を確認するための区分及び設計

方針について整理した。 

 (1) 基本設計方針 

   可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故等の収

束において，想定する事象及びその事象の進展を考慮し，事

故対応手段として必要な容量等を有する系統設計を行う。重

大事故等の収束は，これらの系統の組合せにより達成する。 

   「容量等」とは，ポンプ流量，タンク容量，発電機容量，

蓄電池容量，ボンベ容量，計装設備の計測範囲等とする。 

   可搬型重大事故等対処設備は，系統の目的に応じて必要な

容量等を有する設計とするとともに，設備の機能，信頼度を

考慮し，予備を含めた保有数を確保することにより，必要な

容量等に加え，十分に余裕のある容量等を有する設計とする。 

 

 

   可搬型重大事故等対処設備のうち複数の機能を兼用するこ

とで，設置の効率化，被ばく低減が図れるものは，同時に要

求される可能性がある複数の機能に必要な容量等を合わせた

容量等とし，兼用できる設計とする。 

   可搬型重大事故等対処設備のうち，原子炉建屋の外から水

又は電力を供給する注水設備及び電源設備は，必要となる容

量等を有する設備を 2セット持つことに加え，故障時及び保

守点検による待機除外時の予備を発電所全体で確保する。 

 

   また，可搬型重大事故等対処設備のうち，負荷に直接接続

する高圧窒素ボンベ（非常用窒素供給系），逃がし安全弁用

可搬型蓄電池等は，必要となる容量等を有する設備を１負荷

当たり 1セット持つことに加え，故障時及び保守点検による

待機除外時の予備を発電所全体で確保する。 

   ただし，保守点検が目視点検等であり保守点検中でも使用

可能なものは，保守点検による待機除外時の予備は考慮せず

に，故障時の予備を発電所全体で確保する。 

   上記以外の可搬型重大事故等対処設備は，必要となる容量

■設置許可基準規則 第 43 条 第 3 項 第 1 号 

可搬型重大事故等対処設備の容量等について 

1. 概要 

重大事故等対処設備の基準適合性を確認するにあたり，設置許

可基準規則により要求されている項目のうち，可搬型重大事故等

対処設備の容量等の適合性を確認するための区分及び設計方針

について整理した。 

(1) 基本設計方針 

可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故等の収

束において，想定する事象及びその事象の進展を考慮し，事

故対応手段としての系統設計を行う。重大事故等の収束は，

これらの系統の組合せにより達成する。 

可搬型重大事故等対処設備は，系統の目的に応じて必要な

容量等を有する設計とするとともに，設備の機能，信頼度等

を考慮し，予備を含めた保有数を確保することにより，必要

な容量等に加え，十分に余裕のある容量等を有する設計とす

る。 

なお，「容量等」とは，ポンプ流量，タンク容量，伝熱容量，

発電機容量，蓄電池容量，ボンベ容量，計測器の計測範囲等

とする。 

可搬型重大事故等対処設備のうち，複数の機能を兼用する

ことで，設置の効率化，被ばくの低減が図れるものは，同時

に要求される可能性がある複数の機能に必要な容量等を合わ

せた容量等とし，兼用できる設計とする。 

可搬型重大事故等対処設備のうち，原子炉建物の外から水

又は電力を供給する注水設備及び電源設備は，必要となる容

量等を有する設備を１基当たり２セットに加え，故障時のバ

ックアップ及び保守点検による待機除外時のバックアップと

して，発電所全体で予備を確保する。 

また，可搬型重大事故等対処設備のうち，負荷に直接接続

する可搬型蓄電池，可搬型ボンベ等は，必要となる容量等を

有する設備を１基当たり１セットに加え，故障時のバックア

ップ及び保守点検による待機除外時のバックアップとして，

発電所全体で予備を確保する。 

 

 

 

上記以外の可搬型重大事故等対処設備は，必要となる容量

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載箇所の相違 

【東海第二】 

 東海第二は，１段落後

に記載している 

【東海第二】 

 島根２号炉は，１段落

前に記載している 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，熱交換

器ユニットの熱交換

器を考慮し「伝熱容

量」を記載している 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，ホース

及びケーブルについ
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等を有する設備を 1 基当たり 1 セットに加え，設備の信頼度

等を考慮し，予備を確保する。 

 

(2) 類型化の考え方 

a. 考慮事項 

(a) 容量 

・想定する事象及びその事象の進展を考慮し，事故対応

手段としての系統設計を行う 

(b) 数量 

・可搬型設備の使用方法を考慮し，必要数量を設計する。 

 

① 原子炉建屋の外から水又は電力を供給する設備か

どうか 

② 負荷に直接接続する可搬型直流電源設備等か 

 

b. 類型化 

(a) 容量 

・類型化なし 

(b) 数量 

・原子炉建屋の外から水又は電力を供給する可搬型設備

を「Ａ」，負荷に直接接続する可搬型設備を「Ｂ」，そ

れ以外を「Ｃ」に分類する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 設計方針について 

【要求事項：想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，

十分に余裕のある容量を有するものであること】 

各区分における設計方針について，以下の表にまとめた 

(1) 必要容量 

系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計とする。 

等を有する設備を 1 セット持つことに加え，設備の信頼度等

を考慮し，予備を確保する。 

 

 (2) 類型化 

  ａ．考慮事項 

   (a) 容量 

    ・想定する事象及びその事象の進展を考慮し，事故対応

手段としての系統設計を行う。（類型化なし） 

   (b) 数量 

    ・可搬型重大事故等対処設備の使用方法を考慮し，必要

数量を設計する。 

     ①原子炉建屋の外から水又は電力を供給する設備かど

うか 

     ②負荷に直接接続する可搬型重大事故等対処設備かど

うか 

  ｂ．類型化 

   (a) 容量 

    ・類型化なし 

   (b) 数量 

    ・原子炉建屋の外から水又は電力を供給する可搬型重大

事故等対処設備を「Ａ」，負荷に直接接続する可搬型

重大事故等対処設備を「Ｂ」，それ以外を「Ｃ」に分

類する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 設計方針について 

【要求事項：想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，

十分に余裕のある容量を有するものであること】 

  各区分における設計方針について，以下にまとめた。 

 (1) 必要容量 

   系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計とする。 

等を有する設備を１基当たり１セットに加え，設備の信頼度

等を考慮し，予備を確保する。 

 

(2) 類型化の考え方 

ａ．考慮事項 

(a) 容量 

・想定する事象及びその事象の進展を考慮し，事故対応

手段としての系統設計を行う。 

(b) 数量 

・可搬型設備の使用方法を考慮し，必要数量を設計する。 

 

① 原子炉建物の外から水又は電力を供給する設備か

どうか 

② 負荷に直接接続する可搬型直流電源設備等か 

 

ｂ．類型化 

(a) 容量 

・類型化なし 

(b) 数量 

・原子炉建物の外から水又は電力を供給する可搬型設備

を「Ａ」，負荷に直接接続する可搬型設備を「Ｂ」，そ

れ以外を「Ｃ」に分類する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 設計方針について 

【要求事項：想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，

十分に余裕のある容量を有するものであること】 

各区分における設計方針について，以下の表にまとめた。 

(1) 必要容量 

系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計とする。 

ても保守点検による

待機除外時のバック

アップを考慮し予備

を保有している 
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複数の機能を兼用することで，設置の効率化，被ばくの低

減を図れるものは，同時に要求される可能性のある複数の機

能に必要な容量等を合わせた容量等とし，兼用できる設計と

する。 

 

(2) 数量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   複数の機能を兼用することで，設置の効率化及び被ばくの

低減を図れるものは，同時に要求される可能性のある複数の

機能に必要な容量等を合わせた容量とし，兼用できる設計と

する。 

 

 (2) 数量 

 

複数の機能を兼用することで，設置の効率化，被ばくの低

減を図れるものは，同時に要求される可能性のある複数の機

能に必要な容量等を合わせた容量等とし，兼用できる設計と

する。 

 

(2) 数量 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は単独申

請（以下，⑥の相違） 

■設置許可基準規則 第 43 条 第 3 項 第 2 号 

可搬型重大事故等対処設備の常設設備との接続性について 

1. 概要 

重大事故等対処設備の基準適合性を確認するにあたり，設置許

可基準規則により要求されている項目のうち，可搬型重大事故等

対処設備の常設設備との接続性を確認するための区分及び設計

方針について整理した。 

(1) 基本設計方針 

可搬型重大事故等対処設備を常設設備と接続するものにつ

いては，容易かつ確実に接続できるように，ケーブルはボル

ト・ネジ接続又はより簡便な接続方式等を用い，配管は配管

径や内部流体の圧力によって，大口径配管又は高圧環境にお

いてはフランジを用い，小口径配管かつ低圧環境においては

より簡便な接続方式等を用いる設計とする。高圧窒素ガスボ

ンベ，タンクローリ等については，各々専用の接続方式を用

いる。また，発電用原子炉施設間で相互に使用することがで

きるように，6 号及び 7 号炉とも同一形状とするとともに，

同一ポンプを接続する配管は，口径を統一する等，複数の系

統での接続方式の統一も考慮する。 

 

■設置許可基準規則 第43条 第3項 第2号 

 可搬型重大事故等対処設備の常設設備との接続性について 

1. 概要 

  重大事故等対処設備の基準適合性を確認するに当たり，設置

許可基準規則により要求されている項目のうち，可搬型重大事

故等対処設備の常設設備との接続性を確認するための区分及び

設計方針について整理した。 

 (1) 基本設計方針 

   可搬型重大事故等対処設備を常設設備と接続するものにつ

いては，容易かつ確実に接続できるように，原則として，ケ

ーブルは，ボルト，ネジ又は簡便な接続規格を用い，配管は，

フランジを用いる設計とする。他の方法で容易かつ確実に接

続できる場合は，専用の接続方法を用いる設計とする。また，

フランジについては，口径を統一することにより，複数のポ

ンプでの規格の統一を考慮する。 

 

 

 

 

 

■設置許可基準規則 第 43 条 第 3 項 第 2 号 

可搬型重大事故等対処設備の常設設備との接続性について 

1. 概要 

重大事故等対処設備の基準適合性を確認するにあたり，設置許

可基準規則により要求されている項目のうち，可搬型重大事故等

対処設備の常設設備との接続性を確認するための区分及び設計

方針について整理した。 

(1) 基本設計方針 

可搬型重大事故等対処設備を常設設備と接続するものにつ

いては，容易かつ確実に接続できるように，ケーブルはボル

ト・ネジ接続又はより簡便な接続方式等を用い，配管は配管

径や内部流体の圧力によって，大口径配管又は高圧環境にお

いてはフランジを用い，小口径配管かつ低圧環境においては

より簡便な接続方式等を用いる設計とする。窒素ガスボンベ，

タンクローリ等については，各々専用の接続方式を用いる。

また，同一ポンプを接続する配管は，口径を統一する等，複

数の系統での接続方式の統一も考慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設計方針の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，配管径

や圧力を踏まえて接

続方式を決定してい

ることによる相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑥の相違 
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(2) 類型化の考え方

a. 考慮事項

・容易かつ確実に接続できる設計とする。

・相互に使用することができるように 6 号及び 7 号炉とも

同一形状とする。 

b. 類型化

・内部流体等（水，空気，電気）に応じて各々適切な接続

方式を採用しており，その接続形態に応じた区分に類型

化する。

2. 設計方針について

【要求事項：常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備

又は短時間に発電用原子炉施設と接続することがで

きる常設の設備をいう。以下同じ。）と接続するもの

にあっては，当該常設設備と容易かつ確実に接続す

ることができ，かつ，二以上の系統又は発電用原子

炉施設が相互に使用することができるよう，接続部

の規格の統一その他の適切な措置を講じたものであ

ること】 

各区分における設計方針について，以下の表にまとめた。 

※個別条文で記載する事項を下波部で示す

(2) 対象選定の考え方

  ａ．考慮事項 

・容易かつ確実な接続

・規格の統一

  ｂ．類型化 

・内部流体等(水，空気，電気)に応じて各々適切な接続方

式を採用しており，その接続形態に応じた区分に類型化

する。

2. 設計方針について

【要求事項:常設設備(発電用原子炉施設と接続されている設備又

は短時間に発電用原子炉施設と接続することができる

常設の設備をいう。以下同じ。)と接続するものにあっ

ては，当該常設設備と容易かつ確実に接続することが

でき，かつ，二以上の系統又は発電用原子炉施設が相

互に使用することができるよう，接続部の規格の統一

その他の適切な措置を講じたものであること】 

  各区分における設計方針について，以下の表にまとめた。 

※個別条文で記載する事項を下波部で示す

(2) 類型化の考え方

ａ．考慮事項 

・容易かつ確実に接続できる設計とする。

ｂ．類型化 

・内部流体等（水，空気，電気）に応じて各々適切な接続

方式を採用しており，その接続形態に応じた区分に類型

化する。

2. 設計方針について

【要求事項：常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備

又は短時間に発電用原子炉施設と接続することがで

きる常設の設備をいう。以下同じ。）と接続するもの

にあっては，当該常設設備と容易かつ確実に接続す

ることができ，かつ，二以上の系統又は発電用原子

炉施設が相互に使用することができるよう，接続部

の規格の統一その他の適切な措置を講じたものであ

ること】 

各区分における設計方針について，以下の表にまとめた。 

※個別条文で記載する事項を下波部で示す

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

⑥の相違

・設計方針の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，配管径

や圧力の他に，機器仕

様も踏まえて接続方

式を決定しているこ

とによる相違 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

⑥の相違
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■設置許可基準規則 第 43 条 第 3 項 第 3 号

異なる複数の接続箇所の確保について

1. 概要

重大事故等対処設備の基準適合性を確認するにあたり，設置

許可基準規則により要求されている項目のうち，異なる複数の

接続箇所の確保を確認するための区分及び設計方針について整

理した。 

(1) 基本設計方針

原子炉建屋の外から水又は電力を供給する可搬型重大事故

等対処設備と常設設備との接続口は，共通要因によって接続

することができなくなることを防止するため，それぞれ互い

に異なる複数の場所に設置する設計とする。 

共通要因としては，環境条件，自然現象，発電所敷地又は

その周辺において想定される発電用原子炉施設の安全性を損

なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるも

の，溢水及び火災を考慮する。 

発電所敷地で想定される自然現象については，網羅的に抽

出するために，地震，津波に加え，発電所敷地及びその周辺

での発生実績の有無に関わらず，国内外の基準や文献等に基

づき収集した洪水，風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落

雷，地滑り，火山の影響，生物学的事象，森林火災等の事象

を考慮する。これらの事象のうち，発電所敷地及びその周辺

での発生の可能性，重大事故等対処設備への影響度，事象進

展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から，重大事故等

対処設備に影響を与えるおそれがある事象として，地震，津

波，風（台風），竜巻，低温（凍結），降水，積雪，落雷，地

滑り，火山の影響及び生物学的事象を選定する。なお，森林

火災の出火原因となるのは，たき火やタバコ等の人為による

ものが大半であることを考慮し，森林火災については，人為

によるもの（火災・爆発）として選定する。 

自然現象の組合せについては，地震，積雪及び火山の影響

を考慮する。 

発電所敷地又はその周辺において想定される発電用原子炉

施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であ

■設置許可基準規則 第 43条 第 3項 第 3号

異なる複数の接続箇所の確保について

1. 概要

重大事故等対処設備の基準適合性を確認するに当たり，設置

許可基準規則により要求されている項目のうち，異なる複数の

接続箇所の確保を確認するための区分及び設計方針について整

理した。 

(1) 基本設計方針

可搬型重大事故等対処設備のうち，原子炉建屋の外から水

又は電力を供給する設備と常設設備との接続口は，共通要因

によって接続することができなくなることを防止するため，

それぞれ互いに異なる複数の場所に設置する設計とする。 

共通要因としては，環境条件，自然現象，外部人為事象，

故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム，溢水及び

火災を考慮する。 

自然現象については，地震，津波（敷地に遡上する津波を

含む。），洪水，風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，

火山の影響，生物学的事象，森林火災及び高潮を考慮する。 

自然現象による荷重の組合せについては，地震，津波（敷

地に遡上する津波を含む。），風（台風），積雪及び火山の影響

による組合せを考慮する。 

外部人為事象については，飛来物（航空機落下），ダムの崩

壊，爆発，近隣工場等の火災，有毒ガス，船舶の衝突及び電

■設置許可基準規則 第 43 条 第 3 項 第 3 号

異なる複数の接続箇所の確保について

1. 概要

重大事故等対処設備の基準適合性を確認するにあたり，設置

許可基準規則により要求されている項目のうち，異なる複数の

接続箇所の確保を確認するための区分及び設計方針について整

理した。 

(1) 基本設計方針

原子炉建物の外から水又は電力を供給する可搬型重大事故

等対処設備と常設設備との接続口は，共通要因によって接続

することができなくなることを防止するため，それぞれ互い

に異なる複数の場所に設置する設計とする。 

共通要因としては，環境条件，自然現象，発電所敷地又は

その周辺において想定される発電用原子炉施設の安全性を損

なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるも

の，溢水及び火災を考慮する。 

発電所敷地で想定される自然現象については，網羅的に抽

出するために，地震，津波に加え，発電所敷地及びその周辺

での発生実績の有無に関わらず，国内外の基準や文献等に基

づき収集した洪水，風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落

雷，地滑り，火山の影響，生物学的事象，森林火災等の事象

を考慮する。これらの事象のうち，発電所敷地及びその周辺

での発生の可能性，重大事故等対処設備への影響度，事象進

展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から，重大事故等

対処設備に影響を与えるおそれがある事象として，地震，津

波，洪水，風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，地滑

り，火山の影響及び生物学的事象を選定する。なお，森林火

災の出火原因となるのは，たき火やタバコ等の人為によるも

のが大半であることを考慮し，森林火災については，人為に

よるもの（火災・爆発）として選定する。 

自然現象の組合せについては，地震，津波，風（台風），積

雪及び火山の影響を考慮する。 

発電所敷地又はその周辺において想定される発電用原子炉

施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であ

・選定事象の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

③，④の相違

・選定事象の相違

【東海第二】 

⑤の相違

・選定事象の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

③，④の相違

・記載方針の相違

【東海第二】 
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って人為によるものについては，網羅的に抽出するために，

発電所敷地及びその周辺での発生実績の有無に関わらず，国

内外の基準や文献等に基づき収集した飛来物（航空機落下

等），ダムの崩壊，爆発，近隣工場等の火災，有毒ガス，船舶

の衝突，電磁的障害，故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズム等の事象を考慮する。これらの事象のうち，発電

所敷地及びその周辺での発生の可能性，重大事故等対処設備

への影響度，事象進展速度や事象進展に対する時間余裕の観

点から，重大事故等対処設備に影響を与えるおそれがある事

象として，火災・爆発（森林火災，近隣工場等の火災・爆発，

航空機落下火災等），有毒ガス，船舶の衝突，電磁的障害及び

故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムを選定す

る。 

 

 

 

 

環境条件に対しては，想定される重大事故等が発生した場

合における温度，放射線，荷重及びその他の使用条件におい

て，その機能を確実に発揮できる設計とするとともに，建屋

の異なる面の隣接しない位置又は屋内及び建屋面の適切に離

隔した位置に複数箇所設置する 

 

 

 

 

。重大事故等時の環境条件における健全性については「重

大事故等時の環境条件における健全性について」に記載する。

風（台風），低温（凍結），降水，積雪及び電磁的障害に対し

ては，環境条件にて考慮し，機能が損なわれない設計とする。 

 

地震に対して接続口は，「原子炉建屋等の基礎地盤及び周辺

斜面の安定性について」に示す地盤上の屋内又は建屋面に設

置する。 

地震，津波及び火災に対しては，「重大事故等対処設備につ

いて 2.1.2 耐震設計の基本方針」「重大事故等対処設備につ

いて 2.1.3 津波による損傷の防止」及び「重大事故等対処設

備について 2.2 火災による損傷の防止」に基づく設計とす

磁的障害を考慮する。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムについて

は，可搬型重大事故等対処設備による対策を講じることとす

る。 

   建屋等及び地中の配管トレンチについては，地震，津波（敷

地に遡上する津波を含む。），火災及び外部からの衝撃による

損傷を防止できる設計とする。 

   環境条件に対しては，重大事故等時の温度，放射線，荷重

その他の使用条件において，その機能を確実に発揮できる設

計とするとともに，建屋等内及び建屋等壁面の適切に離隔し

た隣接しない位置に複数箇所設置する。 

 

 

 

 

 

重大事故等時の環境条件における健全性については，

「2.3.3 環境条件等」に記載する。風（台風）及び竜巻のう

ち風荷重，凍結，降水，積雪，火山の影響並びに電磁的障害

に対しては，環境条件にて考慮し機能が損なわれない設計と

する 

   地震に対して接続口は，「2.1.1 発電用原子炉施設の位置」

に基づく地盤上の建屋等内又は建屋等壁面に設置する設計と

する。 

   地震，津波（敷地に遡上する津波を含む。）及び火災に対し

ては，「2.1.2 耐震設計の基本方針」，「2.1.3 耐津波設計の

基本方針」及び「2.2 火災による損傷の防止」に基づく設計

とする。 

って人為によるものについては，網羅的に抽出するために，

発電所敷地及びその周辺での発生実績の有無に関わらず，国

内外の基準や文献等に基づき収集した飛来物（航空機落下

等），ダムの崩壊，爆発，近隣工場等の火災，有毒ガス，船舶

の衝突，電磁的障害，故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズム等の事象を考慮する。これらの事象のうち，発電

所敷地及びその周辺での発生の可能性，重大事故等対処設備

への影響度，事象進展速度や事象進展に対する時間余裕の観

点から，重大事故等対処設備に影響を与えるおそれがある事

象として，飛来物（航空機落下），ダムの崩壊，火災・爆発（森

林火災，近隣工場等の火災・爆発，航空機落下火災等），有毒

ガス，船舶の衝突，電磁的障害及び故意による大型航空機の

衝突その他のテロリズムを選定する。 

 

 

 

 

環境条件に対しては，想定される重大事故等が発生した場

合における温度，放射線，荷重及びその他の使用条件におい

て，その機能を確実に発揮できる設計とするとともに，建物

の異なる面の隣接しない位置又は屋内及び建屋面の適切に離

隔した位置に複数箇所設置する。 

 

 

 

 

重大事故等時の環境条件における健全性については「重大

事故等時の環境条件における健全性について」に記載する。

風（台風），凍結，降水，積雪及び電磁的障害に対しては，環

境条件にて考慮し，機能が損なわれない設計とする。 

 

地震に対して接続口は，「原子炉建物等の基礎地盤及び周辺

斜面の安定性について」に示す地盤上の屋内又は建物面に設

置する。 

地震，津波及び火災に対しては，「重大事故等対処設備につ

いて 2.1.2 耐震設計の基本方針」「重大事故等対処設備につ

いて 2.1.3 津波による損傷の防止」及び「重大事故等対処設

備について 2.2 火災による損傷の防止」に基づく設計とす

 島根２号炉は，自然現

象及び人為事象につ

いて考慮する旨を記

載している 

 

 

 

 

 

・選定事象の相違 

【柏崎 6/7】 

 ③の相違 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉では原子

炉建物の異なる側面

及び原子炉建物内に

も接続口を設けるこ

とで対策 

 

・選定事象の相違 

【東海第二】 

 ①の相違 

 

 

 

 

・選定事象の相違 

【東海第二】 

 ④の相違 
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る。 

溢水に対しては，想定される溢水水位に対して機能を喪失

しない位置に設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

風（台風），竜巻，落雷，地滑り，火山の影響，生物学的事

象，火災・爆発（森林火災，近隣工場等の火災・爆発，航空

機落下火災等），有毒ガス，船舶の衝突及び故意による大型航

空機の衝突その他テロリズムに対して，建屋の異なる面の隣

接しない位置又は屋内及び建屋面の適切に離隔した位置に複

数箇所設置する。 

生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対して，屋外に設

置する場合は，開口部の閉止により重大事故等に対処するた

めに必要な機能が損なわれるおそれのない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，一つの接続口で複数の機能を兼用して使用する場合

には，それぞれの機能に必要な容量が確保できる接続口を設

ける設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

   溢水に対しては，想定される溢水水位に対して機能を喪失

しない位置に設置する。 

 

   地震，津波（敷地に遡上する津波を含む。），溢水及び火災

に対しては，建屋等内及び建屋等壁面の適切に離隔した隣接

しない位置に複数箇所設置する。 

 

 

 

 

   風（台風），竜巻，落雷，生物学的事象，森林火災，飛来物

（航空機落下）爆発，近隣工場等の火災，有毒ガス，船舶の

衝突及び故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに

対しては，建屋等内及び建屋等壁面の適切に離隔した隣接し

ない位置に複数箇所設置する。 

 

   生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対して屋外に設置

する場合は，開口部の閉止により重大事故等に対処するため

の必要な機能が損なわれるおそれのない設計とする。 

 

 

   高潮に対して接続口は，高潮の影響を受けない位置に設置

する。 

 

   なお，自然現象のうち洪水については，立地的要因により

設計上考慮する必要はない。また，外部人為事象のうちダム

の崩壊については立地的要因により設計上考慮する必要はな

い。 

   また，一つの接続口で複数の機能を兼用して使用する場合

には，それぞれの機能に必要な容量が確保できる接続口を設

け，状況に応じて，それぞれの系統に必要な流量を同時に供

給できる設計とする。 

 

 

 

 

 

る。 

溢水に対しては，想定される溢水水位に対して機能を喪失

しない位置に設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

風（台風），竜巻，落雷，地滑り，火山の影響，生物学的事

象，飛来物（航空機落下），火災・爆発（森林火災，近隣工場

等の火災・爆発，航空機落下火災等），有毒ガス，船舶の衝突

及び故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに対し

て，建物の異なる面の隣接しない位置又は屋内及び建屋面の

適切に離隔した位置に複数箇所設置する。 

生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対して，屋外に設

置する場合は，開口部の閉止により重大事故等に対処するた

めに必要な機能が損なわれるおそれのない設計とする。 

 

 

 

 

 

なお，洪水及びダムの崩壊については，立地的要因により

設計上考慮する必要はない。 

 

 

また，一つの接続口で複数の機能を兼用して使用する場合

には，それぞれの機能に必要な容量が確保できる接続口を設

ける設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

地震，津波，溢水及び

火災の設計方針につ

いて前述しているた

め記載しない 

 

・選定事象の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ①，③の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉では原子

炉建物の異なる側面

及び原子炉建物内に

も接続口を設けるこ

とで対策 

 

・選定事象の相違 

【東海第二】 

 ③の相違 

・選定事象の相違 

【柏崎 6/7】 

 ③の相違 
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(2) 類型化の考え方

a. 考慮事項

①重大事故等発生時における環境条件

②自然現象

③外部人為事象

④溢水

⑤火災

⑥容量

b. 類型化

・可搬型重大事故等対処設備の接続対象として，原子炉建

屋の外から水又は電源供給するものを「Ａ」と分類し，

その他設備を対象外と分類。

・複数の機能で一つの接続口を使用する設備については

「ａ」，その他を「ｂ」と分類。

(2) 類型化の考え方

  ａ．考慮事項 

① 重大事故等時における環境条件

② 自然現象

③ 外部人為事象

④ 故意による大型航空機の衝突その他テロリズム

⑤ 溢水

⑥ 火災

  ｂ．類型化 

・可搬型重大事故等対処設備の接続対象として，原子炉建

屋の外から水又は電力を供給するものを「Ａ」と分類し，

その他設備を「対象外」と分類。

・接続口が建屋等内又は建屋等壁面に設置する場合につい

ては，「ａ」と分類。

(2) 類型化の考え方

ａ．考慮事項 

①重大事故等発生時における環境条件

②自然現象

③外部人為事象

④溢水

⑤火災

⑥容量

ｂ．類型化 

・可搬型重大事故等対処設備の接続対象として，原子炉建

物の外から水又は電源供給するものを「Ａ」と分類し，

その他設備を対象外と分類。

・複数の機能で一つの接続口を使用する設備については

「ａ」，その他を「ｂ」と分類。

・記載方針の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，故意に

よる大型航空機の衝

突その他テロリズム

は外部人為事象とし

て整理している 

・記載方針の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，複数の

機能で兼用するかど

うか類型化している 
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2. 設計方針について 

【要求事項：常設設備と接続するものにあっては，共通要因によ

って接続することができなくなることを防止するた

め，可搬型重大事故等対処設備（原子炉建屋の外か

ら水又は電力を供給するものに限る。）の接続口をそ

れぞれ互いに異なる複数の場所に設けるものである

こと】 

(1) 考慮事項に対する設計方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 設計方針について 

【要求事項:常設設備と接続するものにあっては，共通要因によっ

て接続することができなくなることを防止するため，

可搬型重大事故等対処設備(原子炉建屋の外から水又

は電力を供給するものに限る。)の接続口をそれぞれ互

いに異なる複数の場所に設けるものであること】 

 

 (1) 考慮事項に対する設計方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 設計方針について 

【要求事項：常設設備と接続するものにあっては，共通要因によ

って接続することができなくなることを防止するた

め，可搬型重大事故等対処設備（原子炉建物の外か

ら水又は電力を供給するものに限る。）の接続口をそ

れぞれ互いに異なる複数の場所に設けるものである

こと】 

(1) 考慮事項に対する設計方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・選定事象の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ③の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 設計方針の相違によ

る防護方針の相違 
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(2) 各区分における設計方針について，以下の表にまとめた。

※個別条文で記載する事項を下波部で示す

(2) 各区分における設計方針について，以下の表にまとめた。 

※個別条文で記載する事項を下波部で示す

(2) 各区分における設計方針について，以下の表にまとめた。

※個別条文で記載する事項を下波部で示す

・設計方針の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，複数の

機能で兼用するかど

うかで類型化してい

る。 

■設置許可基準規則 第 43 条 第 3 項 第 4 号

可搬型重大事故等対処設備の設置場所について

1. 概要

重大事故等対処設備の基準適合性を確認するにあたり，設置許

可基準規則により要求されている項目のうち，可搬型重大事故等

対処設備の設置場所を確認するための区分及び設計方針につい

て整理した。 

(1) 基本設計方針

可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発

生した場合においても設置及び常設設備との接続に支障がな

いように，放射線量の高くなるおそれの少ない設置場所の選

定，当該設備の設置場所への遮蔽の設置等により，当該設備

の設置及び常設設備との接続が可能な設計とする。 

(2) 類型化の考え方

a. 考慮事項

・放射線の影響

2. 設計方針について

【要求事項：想定される重大事故等が発生した場合において可搬

型重大事故等対処設備を設置場所に据え付け，及び

常設設備と接続することができるよう，放射線が高

くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所へ

の遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたもので

あること】 

■設置許可基準規則 第43条 第3項 第4号

可搬型重大事故等対処設備の設置場所について

1. 概要

重大事故等対処設備の基準適合性を確認するに当たり，設置

許可基準規則により要求されている項目のうち，可搬型重大事

故等対処設備の設置場所を確認するための区分及び設計方針に

ついて整理した。 

(1) 基本設計方針

可搬型重大事故等対処設備の設置場所は，重大事故等時に

おいても設置及び常設設備との接続に支障がないように，遮

蔽の設置や線源からの離隔距離の確保により放射線量が高く

なるおそれが少ない設置場所を選定することにより，当該設

備の設置及び常設設備との接続が可能な設計とする。 

(2) 類型化の考え方

  ａ．考慮事項 

・放射線の影響

  ｂ．類型化 

・なし

2. 設計方針について

【要求事項:想定される重大事故等が発生した場合において可搬

型重大事故等対処設備を設置場所に据え付け，及び常

設設備と接続することができるよう，放射線が高くな

るおそれが少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽

物の設置その他の適切な措置を講じたものであるこ

と】 

■設置許可基準規則 第 43 条 第 3 項 第 4 号

可搬型重大事故等対処設備の設置場所について

1. 概要

重大事故等対処設備の基準適合性を確認するにあたり，設置許

可基準規則により要求されている項目のうち，可搬型重大事故等

対処設備の設置場所を確認するための区分及び設計方針につい

て整理した。 

(1) 基本設計方針

可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発

生した場合においても設置及び常設設備との接続に支障がな

いように，放射線量の高くなるおそれの少ない設置場所の選

定，当該設備の設置場所への遮蔽の設置等により，当該設備

の設置及び常設設備との接続が可能な設計とする。 

(2) 類型化の考え方

ａ．考慮事項 

・放射線の影響

2. 設計方針について

【要求事項：想定される重大事故等が発生した場合において可搬

型重大事故等対処設備を設置場所に据え付け，及び

常設設備と接続することができるよう，放射線が高

くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所へ

の遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたもので

あること】 
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各区分における設計方針について，以下の表にまとめた。 

※個別条文で記載する事項を下波部で示す

各区分における設計方針について，以下の表にまとめた 

※個別条文で記載する事項を下波部で示す

各区分における設計方針について，以下の表にまとめた。 

※個別条文で記載する事項を下波部で示す

■設置許可基準規則 第 43 条 第 3 項 第 5 号

保管場所について

1. 概要

重大事故等対処設備の基準適合性を確認するにあたり，設置許

可基準規則により要求されている項目のうち，可搬型重大事故等

対処設備の保管場所を確認するための区分及び設計方針につい

て整理した。 

(1) 基本設計方針

可搬型重大事故等対処設備は，地震，津波，その他の自然

現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム，

設計基準事故対処設備等及び重大事故等対処設備の配置その

他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保

管場所に保管する設計とする。 

発電所敷地で想定される自然現象については，網羅的に抽

出するために，地震，津波に加え，発電所敷地及びその周辺

での発生実績の有無に関わらず，国内外の基準や文献等に基

づき収集した洪水，風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落

雷，地滑り，火山の影響，生物学的事象，森林火災等の事象

を考慮する。 

これらの事象のうち，発電所敷地及びその周辺での発生の

可能性，可搬型重大事故等対処設備への影響度，事象進展速

度や事象進展に対する時間余裕の観点から，可搬型重大事故

等対処設備に影響を与えるおそれがある事象として，地震，

津波，風（台風），竜巻，低温（凍結），降水，積雪，落雷，

地滑り，火山の影響及び生物学的事象を選定する。なお，森

林火災の出火原因となるのは，たき火やタバコ等の人為によ

るものが大半であることを考慮し，森林火災については，人

■設置許可基準規則 第43条 第3項 第5号

保管場所について

1. 概要

重大事故等対処設備の基準適合性を確認するに当たり，設置

許可基準規則により要求されている項目のうち，重大事故等対

処設備の保管場所を確認するための区分及び設計方針について

整理した。 

(1) 基本設計方針

可搬型重大事故等対処設備は，地震，津波（敷地に遡上す

る津波を含む。）その他の自然現象又は故意による大型航空

機の衝突その他のテロリズムによる影響，設計基準事故対処

設備等及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮し

た上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管する

設計とする。 

 共通要因としては，環境条件，自然現象，外部人為事象，

故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム，溢水及び

火災を考慮する。 

自然現象については，地震，津波（敷地に遡上する津波を

含む。），洪水，風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落

雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災及び高潮を考慮す

る。 

自然現象による荷重の組合せについては，地震，津波（敷

■設置許可基準規則 第 43 条 第 3 項 第 5 号

保管場所について

1. 概要

重大事故等対処設備の基準適合性を確認するにあたり，設置許

可基準規則により要求されている項目のうち，可搬型重大事故等

対処設備の保管場所を確認するための区分及び設計方針につい

て整理した。 

(1) 基本設計方針

可搬型重大事故等対処設備は，地震，津波，その他の自然

現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム，

設計基準事故対処設備等及び重大事故等対処設備の配置その

他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保

管場所に保管する設計とする。 

発電所敷地で想定される自然現象については，網羅的に抽

出するために，地震，津波に加え，発電所敷地及びその周辺

での発生実績の有無に関わらず，国内外の基準や文献等に基

づき収集した洪水，風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落

雷，地滑り，火山の影響，生物学的事象，森林火災等の事象

を考慮する。 

これらの事象のうち，発電所敷地及びその周辺での発生の

可能性，可搬型重大事故等対処設備への影響度，事象進展速

度や事象進展に対する時間余裕の観点から，可搬型重大事故

等対処設備に影響を与えるおそれがある事象として，地震，

津波，洪水，風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，地

滑り，火山の影響及び生物学的事象を選定する。なお，森林

火災の出火原因となるのは，たき火やタバコ等の人為による

ものが大半であることを考慮し，森林火災については，人為

・選定事象の相違

【東海第二】 

④の相違

・選定事象の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

③，④の相違

・選定事象の相違

【東海第二】 
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為によるもの（火災・爆発）として選定する。 

発電所敷地又はその周辺において想定される発電用原子炉

施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であ

って人為によるものについては，網羅的に抽出するために，

発電所敷地及びその周辺での発生実績の有無に関わらず，国

内外の基準や文献等に基づき収集した飛来物（航空機落下

等），ダムの崩壊，爆発，近隣工場等の火災，有毒ガス，船舶

の衝突，電磁的障害，故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズム等の事象を考慮する。これらの事象のうち，発電

所敷地及びその周辺での発生の可能性，可搬型重大事故等対

処設備への影響度，事象進展速度や事象進展に対する時間余

裕の観点から，可搬型重大事故等対処設備に影響を与えるお

それがある事象として，火災・爆発（森林火災，近隣工場等

の火災・爆発，航空機落下火災等），有毒ガス，船舶の衝突，

電磁的障害及び故意による大型航空機の衝突その他のテロリ

ズムを選定する。 

環境条件に対しては，想定される重大事故等が発生した場

合における温度，放射線，荷重及びその他の使用条件におい

て，可搬型重大事故等対処設備がその機能を確実に発揮でき

る設計とする。重大事故等時の環境条件における健全性につ

いては「重大事故等時の環境条件における健全性について」

に記載する。 

地震に対して屋内の可搬型重大事故等対処設備は，「原子炉

建屋等の基礎地盤及び周辺斜面の安定性について」に示す地

盤上に設置する建屋内に保管する。屋外の可搬型重大事故等

対処設備は，転倒しないことを確認する，又は必要により固

縛等の処置をするとともに，地震により生ずる敷地下斜面の

すべり，液状化又は揺すり込みによる不等沈下，傾斜及び浮

地に遡上する津波を含む。），風（台風），積雪及び火山の

影響による組合せを考慮する。 

外部人為事象については，飛来物（航空機落下），ダムの

崩壊，爆発，近隣工場等の火災，有毒ガス，船舶の衝突及び

電磁的障害を考慮する。 

故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムについて

は，可搬型重大事故等対処設備による対策を講じることとす

る。 

建屋等及び地中の配管トレンチについては，地震，津波（敷

地に遡上する津波を含む。），火災及び外部からの衝撃によ

る損傷を防止できる設計とする。 

重大事故緩和設備についても，共通要因の特性を踏まえ，

可能な限り多様性を有し，位置的分散を図る設計とする。 

環境条件に対しては，重大事故等時の温度，放射線，荷重

その他の使用条件において，可搬型重大事故等対処設備がそ

の機能を確実に発揮できる設計とする。重大事故等時の環境

条件における健全性については，「2.3.3 環境条件等」に記

載する。風（台風）及び竜巻のうち風荷重，凍結，降水，積

雪，火山の影響並びに電磁的障害に対して可搬型重大事故等

対処設備は，環境条件にて考慮し機能が損なわれない設計と

する。 

地震に対して屋内の可搬型重大事故等対処設備は，「2.1.1 

発電用原子炉施設の位置」に基づく地盤上に設置された建屋

内に保管する。屋外の可搬型重大事故等対処設備は，転倒し

ないことを確認する，又は必要により固縛等の処置をすると

ともに，地震により生じる敷地下斜面のすべり，液状化又は

揺すり込みによる不等沈下，傾斜及び浮き上がり，地盤支持

によるもの（火災・爆発）として選定する。 

発電所敷地又はその周辺において想定される発電用原子炉

施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であ

って人為によるものについては，網羅的に抽出するために，

発電所敷地及びその周辺での発生実績の有無に関わらず，国

内外の基準や文献等に基づき収集した飛来物（航空機落下

等），ダムの崩壊，爆発，近隣工場等の火災，有毒ガス，船舶

の衝突，電磁的障害，故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズム等の事象を考慮する。これらの事象のうち，発電

所敷地及びその周辺での発生の可能性，可搬型重大事故等対

処設備への影響度，事象進展速度や事象進展に対する時間余

裕の観点から，可搬型重大事故等対処設備に影響を与えるお

それがある事象として，飛来物（航空機落下），ダムの崩壊，

火災・爆発（森林火災，近隣工場等の火災・爆発，航空機落

下火災等），有毒ガス，船舶の衝突，電磁的障害及び故意によ

る大型航空機の衝突その他のテロリズムを選定する。 

故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムについて

は，可搬型重大事故等対処設備による対策を講じることとす

る。 

環境条件に対しては，想定される重大事故等が発生した場

合における温度，放射線，荷重及びその他の使用条件におい

て，可搬型重大事故等対処設備がその機能を確実に発揮でき

る設計とする。重大事故等時の環境条件における健全性につ

いては「重大事故等時の環境条件における健全性について」

に記載する。風（台風），凍結，降水，積雪及び電磁的障害に

対して可搬型重大事故等対処設備は，環境条件にて考慮し機

能が損なわれない設計とする。 

地震に対して屋内の可搬型重大事故等対処設備は，「原子炉

建物等の基礎地盤及び周辺斜面の安定性について」に示す地

盤上に設置する建物内に保管する。屋外の可搬型重大事故等

対処設備は，転倒しないことを確認する，又は必要により固

縛等の処置をするとともに，地震により生ずる敷地下斜面の

すべり，液状化又は揺すり込みによる不等沈下，傾斜及び浮

⑤の相違

・選定事象の相違

【柏崎 6/7】 

③の相違

・選定事象の相違

【東海第二】 

④の相違

・選定事象の相違

【東海第二】 

①の相違
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き上がり，地盤支持力の不足，地中埋設構造物の損壊等の影

響により必要な機能を喪失しない位置に保管する設計とす

る。 

地震及び津波に対して可搬型重大事故等対処設備は，「重大

事故等対処設備について 2.1.2 耐震設計の基本方針」，「重大

事故等対処設備について 2.1.3 津波による損傷の防止」にて

考慮された設計とする。 

火災に対して可搬型重大事故等対処設備は，「重大事故等対

処設備について 2.2 火災による損傷の防止」に基づく火災防

護を行う。 

地震，津波，溢水及び火災に対して可搬型重大事故等対処

設備は，設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設

備と同時に機能を損なうおそれがないように，設計基準事故

対処設備等の配置も含めて常設重大事故等対処設備と位置的

分散を図り複数箇所に分散して保管する設計とする。 

風（台風），竜巻，低温（凍結），降水，積雪，落雷，地滑

り，火山の影響，生物学的事象，火災・爆発（森林火災，近

隣工場等の火災・爆発，航空機落下火災等），有毒ガス，船舶

の衝突及び電磁的障害に対して，可搬型重大事故等対処設備

は，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋内に保

管するか，又は設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等

対処設備と同時に必要な機能を損なうおそれがないように，

設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大事故等対処

設備と位置的分散を図り，防火帯の内側の複数箇所に分散し

て保管する設計とする。 

飛来物（航空機落下）及び故意による大型航空機の衝突そ

の他テロリズムに対して，屋内の可搬型重大事故等対処設備

は，可能な限り設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設

重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して

保管する設計とする。 

力の不足，地中埋設構造物の損壊等の影響を受けない複数の

保管場所に分散して保管する設計とする。 

地震及び津波（敷地に遡上する津波を含む。）に対して可

搬型重大事故等対処設備は，「2.1.2 耐震設計の基本方針」，

「2.1.3 耐津波設計の基本方針」にて考慮された設計とす

る。 

火災に対して可搬型重大事故等対処設備は，「2.2 火災に

よる損傷の防止」に基づく火災防護を行う。 

溢水に対して可搬型重大事故等対処設備は，想定される溢

水水位に対して機能を喪失しない位置に保管する。 

地震，津波（敷地に遡上する津波を含む。），溢水及び火

災に対して可搬型重大事故等対処設備は，設計基準事故対処

設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損なうお

それがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて

常設重大事故等対処設備と位置的分散を図り，複数箇所に分

散して保管する。 

風（台風），竜巻，落雷，生物学的事象，森林火災，爆発，

近隣工場等の火災，有毒ガス及び船舶の衝突に対しては，外

部からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋等内に保管す

るか，又は設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処

設備と同時に機能を損なうおそれがないように，設計基準事

故対処設備等の配置も含めて常設重大事故等対処設備と位置

的分散を図り複数箇所に分散して保管する。クラゲ等の海生

生物の影響を受けるおそれのある屋外の可搬型重大事故等対

処設備は，予備を有する設計とする。 

高潮に対して可搬型重大事故等対処設備は，高潮の影響を

受けない敷地高さに保管する。 

飛来物（航空機落下）及び故意による大型航空機の衝突そ

の他のテロリズムに対して屋内の可搬型重大事故等対処設備

は，可能な限り設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設

重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して

保管する設計とする。 

き上がり，地盤支持力の不足，地中埋設構造物の損壊等の影

響により必要な機能を喪失しない位置に保管する設計とす

る。 

地震及び津波に対して可搬型重大事故等対処設備は，「重大

事故等対処設備について 2.1.2 耐震設計の基本方針」，「重大

事故等対処設備について 2.1.3 津波による損傷の防止」にて

考慮された設計とする。 

火災に対して可搬型重大事故等対処設備は，「重大事故等対

処設備について 2.2 火災による損傷の防止」に基づく火災防

護を行う。 

地震，津波，溢水及び火災に対して可搬型重大事故等対処

設備は，設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設

備と同時に機能を損なうおそれがないように，設計基準事故

対処設備等の配置も含めて常設重大事故等対処設備と位置的

分散を図り複数箇所に分散して保管する設計とする。 

風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，地滑り，火山

の影響，生物学的事象，火災・爆発（森林火災，近隣工場等

の火災・爆発，航空機落下火災等），有毒ガス，船舶の衝突及

び電磁的障害に対して，可搬型重大事故等対処設備は，外部

からの衝撃による損傷の防止が図られた建物内に保管する

か，又は設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設

備と同時に必要な機能を損なうおそれがないように，設計基

準事故対処設備等の配置も含めて常設重大事故等対処設備と

位置的分散を図り，防火帯の内側の複数箇所に分散して保管

する設計とする。 

飛来物（航空機落下）及び故意による大型航空機の衝突そ

の他のテロリズムに対して，屋内の可搬型重大事故等対処設

備は，可能な限り設計基準事故対処設備等の配置も含めて常

設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散し

て保管する設計とする。 

・選定事象の相違

【東海第二】 

④の相違

・選定事象の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

①，③の相違

・記載方針の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，保管場

所への適合方針の記

載箇所であるため記

載していない 

・選定事象の相違

【東海第二】 

③の相違
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屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は，原子炉建屋，

タービン建屋及び廃棄物処理建屋から 100m 以上の離隔距離

を確保するとともに，当該可搬型重大事故等対処設備がその

機能を代替する屋外の設計基準対象施設及び常設重大事故等

対処設備から 100m 以上の離隔距離を確保した上で，複数箇

所に分散して保管する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

(2) 類型化の考え方 

a. 考慮事項 

・環境条件 

・自然現象 

・外部人為現象 

・溢水 

・火災 

 

 

 

 

b. 類型化 

・可搬型重大事故等対処設備の保管場所で，屋内「Ａ」と

屋外「Ｂ」に分類し，さらに当該設備に対応する常設重

大事故等対処設備があるものについては，「Ａａ」又は「Ｂ

ａ」，対応する常設重大事故等対処設備がないものは，「Ａ

ｂ」又は「Ｂｂ」に分類し，分散配置の考え方を明確に

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   屋外の可搬型重大事故等対処設備は，設計基準事故対処設

備等及び常設重大事故等対処設備が設置されている建屋等及

び屋外の設計基準事故対処設備等又は常設重大事故等対処設

備のそれぞれから 100mの離隔距離を確保した上で，複数箇所

に分散して保管する設計とする。 

 

 

   なお，自然現象のうち洪水については，立地的要因により

設計上考慮する必要はない。また，外部人為事象のうちダム

の崩壊については，立地的要因により設計上考慮する必要は

ない。 

 

  (2) 類型化の考え方 

  ａ．考慮事項 

   ・重大事故等時における環境条件 

   ・自然現象 

   ・外部人為現象 

   ・故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム 

   ・溢水 

   ・火災 

 

 

 

  ｂ．類型化 

   ・環境条件，自然現象，外部人為事象，溢水，火災につい

ては，屋外，屋内設備に分類する。 

 

 

 

 

 

 

屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は，原子炉建物

等から 100m 以上の離隔距離を確保するとともに，当該可搬

型重大事故等対処設備がその機能を代替する屋外の設計基準

対象施設及び常設重大事故等対処設備から 100m 以上の離隔

距離を確保した上で，複数箇所に分散して保管する設計とす

る。 

 

なお，洪水及びダムの崩壊については，立地的要因により

設計上考慮する必要はない。 

 

 

 

(2) 類型化の考え方 

ａ．考慮事項 

・環境条件 

・自然現象 

・外部人為現象 

・溢水 

・火災 

 

 

 

 

ｂ．類型化 

・可搬型重大事故等対処設備の保管場所で，屋内「Ａ」と

屋外「Ｂ」に分類し，さらに当該設備に対応する常設重

大事故等対処設備があるものについては，「Ａａ」又は「Ｂ

ａ」，対応する常設重大事故等対処設備がないものは，「Ａ

ｂ」又は「Ｂｂ」に分類し，分散配置の考え方を明確に

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 可搬型重大事故等対

処設備がその機能を

代替する設備の設置

場所の相違 

・選定事象の相違 

【柏崎 6/7】 

 ③の相違 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，故意に

よる大型航空機のの

衝突その他のテロリ

ズムは外部人為事象

として整理している 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，屋内／

屋外分類に加え，共通

要因の考慮対象設備

の有無でも分類して

いる  
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2. 設計方針について 

【要求事項：地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航

空機の衝突その他のテロリズムによる影響，設計基

準事故対処設備及び重大事故等対処設備の配置その

他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と

異なる保管場所に保管すること】 

 (1) 各考慮事項における設計方針について，以下の表にまとめ

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 設計方針について 

【要求事項:地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空

機の衝突その他のテロリズムによる影響，設計基準事

故対処設備の配置その他の条件を考慮した上で常設重

大事故等対処設備と異なる保管場所に保管すること】 

 

 (1) 各考慮事項における設計方針について，以下の表にまとめ

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 設計方針について 

【要求事項：地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航

空機の衝突その他のテロリズムによる影響，設計基

準事故対処設備及び重大事故等対処設備の配置その

他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と

異なる保管場所に保管すること】 

 (1) 各考慮事項における設計方針について，以下の表にまとめ

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・選定事象の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ③の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 設計方針の相違によ

る防護方針の相違 
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・選定事象の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ③の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 設計方針の相違によ

る防護方針の相違 
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(2) 各区分における設計方針について，以下の表にまとめた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※個別条文で記載する事項を下波部で示す 

 

 (2) 各区分における設計方針について，以下の表にまとめた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※個別条文で記載する事項を下波部で示す 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 各区分における設計方針について，以下の表にまとめた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※個別条文で記載する事項を下波部で示す 

 

 

・選定事象の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ③の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 設計方針の相違によ

る防護方針の相違 
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 設置許可基準規則 第 43 条 第 3 項 第 6 号 

アクセスルートについて 

1. 概要 

重大事故等対処設備の基準適合性を確認するにあたり，設置許

可基準規則により要求されている項目のうち，発電所内の屋外道

路及び屋内通路を確保するための区分及び設計方針について整

理した。 

(1) 基本設計方針 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重

大事故等対処設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握

するため，発電所内の道路及び通路が確保できるよう，以下

の設計とする。 

屋外及び屋内において，想定される重大事故等の対処に必

要な可搬型重大事故等対処設備の保管場所から設置場所及び

接続場所まで運搬するための経路又は他の設備の被害状況を

把握するための経路（以下「アクセスルート」という。）は，

自然現象，発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因とな

るおそれがある事象であって人為によるもの，溢水及び火災

を想定しても，運搬，移動に支障をきたすことのないよう，

迂回路も考慮して複数のアクセスルートを確保する。 

屋外及び屋内アクセスルートに対する自然現象について

は，網羅的に抽出するために，地震，津波に加え，発電所敷

地及びその周辺での発生実績の有無に関わらず，国内外の基

準や文献等に基づき収集した洪水，風（台風），竜巻，凍結，

降水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響，生物学的事象，森

林火災等の事象を考慮する。これらの事象のうち，発電所敷

地及びその周辺での発生の可能性，屋外アクセスルートへの

影響度，事象進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点か

ら，屋外アクセスルートに影響を与えるおそれがある事象と

して，地震，津波，風（台風），竜巻，低温（凍結），降水，

積雪及び火山の影響を選定する。なお，森林火災の出火原因

となるのは，たき火やタバコ等の人為によるものが大半であ

ることを考慮し，森林火災については，人為によるもの（火

災・爆発）として選定する。また，地滑りについては，地震

による影響に包絡される。 

 

 

 

■設置許可基準規則 第43条 第3項 第6号 

 アクセスルートについて 

1. 概要 

  重大事故等対処設備の基準適合性を確認するに当たり，設置

許可基準規則により要求されている項目のうち，発電所内の屋

外道路及び屋内通路を確保するための区分及び設計方針につい

て整理した。 

 (1) 基本設計方針 

   重大事故等時において，可搬型重大事故等対処設備を運搬

し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道

路及び通路が確保できるよう，以下の設計とする。 

 

   アクセスルートは，自然現象，外部人為事象，故意による

大型航空機の衝突その他のテロリズム，溢水及び火災を想定

しても，運搬，移動に支障をきたすことのないように，別ル

ートも考慮した複数のアクセスルートを確保する。 

   なお，屋外アクセスルートは，基準地震動Ｓｓ及び敷地に

遡上する津波の影響を受けないルートを確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   屋外及び屋内アクセスルートは，自然現象に対して地震，

津波（敷地に遡上する津波を含む。），洪水，風（台風），

竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，

森林火災及び高潮を考慮し，外部人為事象に対して飛来物（航

空機落下），ダムの崩壊，爆発，近隣工場等の火災，有毒ガ

ス，船舶の衝突及び電磁的障害を考慮する。 

 

 

 

■ 設置許可基準規則 第 43 条 第 3 項 第 6 号 

アクセスルートについて 

1. 概要 

重大事故等対処設備の基準適合性を確認するにあたり，設置許

可基準規則により要求されている項目のうち，発電所内の屋外道

路及び屋内通路を確保するための区分及び設計方針について整

理した。 

(1) 基本設計方針 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重

大事故等対処設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握

するため，発電所内の道路及び通路が確保できるよう，以下

の設計とする。 

屋外及び屋内において，想定される重大事故等の対処に必

要な可搬型重大事故等対処設備の保管場所から設置場所及び

接続場所まで運搬するための経路又は他の設備の被害状況を

把握するための経路（以下「アクセスルート」という。）は，

自然現象，発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因とな

るおそれがある事象であって人為によるもの，溢水及び火災

を想定しても，運搬，移動に支障をきたすことのないよう，

迂回路も考慮して複数のアクセスルートを確保する。 

屋外及び屋内アクセスルートに対する自然現象について

は，網羅的に抽出するために，地震，津波に加え，発電所敷

地及びその周辺での発生実績の有無に関わらず，国内外の基

準や文献等に基づき収集した洪水，風（台風），竜巻，凍結，

降水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響，生物学的事象，森

林火災等の事象を考慮する。これらの事象のうち，発電所敷

地及びその周辺での発生の可能性，屋外アクセスルートへの

影響度，事象進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点か

ら，屋外アクセスルートに影響を与えるおそれがある事象と

して，地震，津波，洪水，風（台風），竜巻，凍結，降水，積

雪，落雷，地滑り，火山の影響及び生物学的事象を選定する。 

なお，森林火災の出火原因となるのは，たき火やタバコ等

の人為によるものが大半であることを考慮し，森林火災につ

いては，人為によるもの（火災・爆発）として選定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

 ④の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・選定事象の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

③の相違 

・選定事象の相違 

【東海第二】 

 ④，⑤の相違 

・設計方針の相違 

【柏崎 6/7】 

 ③の相違 
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屋外及び屋内アクセスルートに対する発電所敷地又はその

周辺において想定される発電用原子炉施設の安全性を損なわ

せる原因となるおそれがある事象であって人為によるものに

ついては，網羅的に抽出するために，発電所敷地及びその周

辺での発生実績の有無に関わらず，国内外の基準や文献等に

基づき収集した飛来物（航空機落下等），ダムの崩壊，爆発，

近隣工場等の火災，有毒ガス，船舶の衝突，電磁的障害，故

意による大型航空機の衝突その他のテロリズム等の事象を考

慮する。 

これらの事象のうち，発電所敷地及びその周辺での発生の

可能性，屋外アクセスルートへの影響度，事象進展速度や事

象進展に対する時間余裕の観点から，屋外アクセスルートに

影響を与えるおそれがある事象として選定する火災・爆発（森

林火災，近隣工場等の火災・爆発，航空機落下火災等）及び

有毒ガスに対して，迂回路も考慮した複数のアクセスルート

を確保する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋外アクセスルートに対する地震による影響（周辺構造物

等の損壊，周辺斜面の崩壊及び道路面のすべり），その他自然

現象による影響（風（台風）及び竜巻による飛来物，積雪並

びに火山の影響）を想定し，複数のアクセスルートの中から

状況を確認し，早期に復旧可能なアクセスルートを確保する

ため，障害物を除去可能なホイールローダを 4台（予備 1 台）

保管，使用する。また，地震による屋外タンクからの溢水及

び降水に対しては，道路上への自然流下も考慮した上で，通

行への影響を受けない箇所にアクセスルートを確保する設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

なお，自然現象のうち洪水については，立地的要因により

設計上考慮する必要はない。 

   また，外部人為事象のうちダムの崩壊については，立地的

要因により設計上考慮する必要はない。 

 

   電磁的障害に対しては，道路面が直接影響をうけることは

ないことからアクセスルートへの影響はない。 

    

屋外アクセスルートに対する地震による影響（周辺構造物

の倒壊，周辺斜面の崩壊及び道路面のすべり），その他自然

現象による影響（風（台風）及び竜巻による飛来物，積雪，

火山の影響）を想定し，複数のアクセスルートの中から，早

期に復旧可能なアクセスル一トを確保するため，障害物を除

去可能なホイールローダを 1 セット 2 台使用する。ホイール

ロ一ダの保有数は，1 セット 2 台，故障時及び保守点検によ

る待機除外時の予備として 3 台の合計 5 台を分散して保管す

る設計とする。 

   また，降水及び地震による屋外タンクからの溢水に対して

は，道路上への自然流下も考慮した上で，通行への影響を受

けない箇所にアクセスルートを確保する設計とする。 

屋外及び屋内アクセスルートに対する発電所敷地又はその

周辺において想定される発電用原子炉施設の安全性を損なわ

せる原因となるおそれがある事象であって人為によるものに

ついては，網羅的に抽出するために，発電所敷地及びその周

辺での発生実績の有無に関わらず，国内外の基準や文献等に

基づき収集した飛来物（航空機落下等），ダムの崩壊，爆発，

近隣工場等の火災，有毒ガス，船舶の衝突，電磁的障害，故

意による大型航空機の衝突その他のテロリズム等の事象を考

慮する。 

これらの事象のうち，発電所敷地及びその周辺での発生の

可能性，屋外アクセスルートへの影響度，事象進展速度や事

象進展に対する時間余裕の観点から，屋外アクセスルートに

影響を与えるおそれがある事象として選定する飛来物（航空

機落下），ダムの崩壊，火災・爆発（森林火災，近隣工場等

の火災・爆発，航空機落下火災等），有毒ガス，船舶の衝突，

電磁的障害及び故意による大型航空機の衝突その他のテロリ

ズムに対して，迂回路も考慮した複数のアクセスルートを確

保する設計とする。 

なお，洪水及びダムの崩壊については，立地的要因により

設計上考慮する必要はない。 

 

 

 

電磁的障害に対しては道路面が直接影響を受けることはな

いことから，アクセスルートへの影響はない。 

 

屋外アクセスルートに対する地震による影響（周辺構造物

等の損壊，周辺斜面の崩壊及び道路面のすべり），その他自然

現象による影響（風（台風）及び竜巻による飛来物，積雪並

びに火山の影響）を想定し，複数のアクセスルートの中から

状況を確認し，早期に復旧可能なアクセスルートを確保する

ため，障害物を除去可能なホイールローダを２台（予備１台）

保管，使用する。 

 

 

また，地震による屋外タンクからの溢水及び降水に対して

は，道路上への自然流下も考慮した上で，通行への影響を受

けない箇所にアクセスルートを確保する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・選定事象の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 アクセスルートに対

する影響を想定する

事象の相違 

・選定事象の相違 

【柏崎 6/7】 

 ③の相違 

・選定事象の相違 

【柏崎 6/7】 

 ③の相違 

・選定事象の相違 

【柏崎 6/7】 

 ③の相違 

・選定事象の相違 

【柏崎 6/7】 

 ③の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 アクセスルート復旧

作業設備の相違 
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津波の影響については，基準津波による遡上域最大水位よ

りも高い位置にアクセスルートを確保する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋外のアクセスルートは，地震の影響による周辺斜面の崩

壊及び道路面のすべりで崩壊土砂が広範囲に到達することを

   津波の影響については，敷地に遡上する津波による遡上高

さに対して十分余裕を見た高さに高所のアクセスルートを確

保する設計とする。 

 

 

 

 

 

   また，高潮に対しては，通行への影響を受けない敷地高さ

にアクセスルートを確保する設計とする。 

 

 

   自然現象のうち凍結，森林火災，外部人為事象のうち飛来

物（航空機落下），爆発，近隣工場等の火災，有毒ガス，船

舶の衝突に対しては，複数のアクセスルートを確保する設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

落雷に対しては，道路面が直接影響を受けることはないた

め，生物学的事象に対しては，容易に排除可能なため，アク

セスルートへの影響はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   屋外のアクセスルートは，地震の影響による周辺斜面の崩

壊及び道路面のすべりで崩壊土砂が広範囲に到達することを

津波の影響については，基準津波に対し防波壁の内側にア

クセスルートを確保する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地滑り，飛来物（航空機落下），火災・爆発（森林火災，

近隣工場等の火災・爆発，航空機落下火災等）及び船舶の衝

突に対しては，迂回路も考慮した複数のアクセスルートを確

保する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

落雷に対しては，道路面が直接影響を受けることはないた

め，生物学的事象に対しては，容易に排除可能なため，アク

セスルートへの影響はない。 

 

有毒ガスに対しては，アクセスルートを短時間通過するの

みであり影響はない。また，迂回路も考慮した複数のアクセ

スルートを確保する設計とする。なお，作業現場に向かう際

に薬品防護具を携帯することとしており，薬品漏えいが発生

していると考えられる場合には，薬品タンクの損壊及び漏え

いの状況に応じて薬品防護具を着用し，対応操作現場に向か

うこととしていることから，影響はない。 

 

屋外のアクセスルートは，地震の影響による周辺斜面の崩

壊及び道路面のすべりで崩壊土砂が広範囲に到達することを

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は基準津

波が一部敷地レベル

を超えるため，防波壁

の内側にアクセスル

ートを確保 

 

・選定事象の相違 

【東海第二】 

 ③の相違 

 

・設計方針の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

③の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，島根２

号炉は，凍結に対して

融雪剤を配備し，車両

については走行可能

なタイヤを装着する

ことにより通行性を

確保する 

 

・選定事象の相違 

【柏崎 6/7】 

 ③の相違 

 

・設計方針の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は有毒ガ

スに対して状況に応

じて薬品防護具を着

用する 
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想定した上で，ホイールローダによる崩壊箇所の仮復旧を行

うことで，通行性を確保できる設計とする。また，不等沈下

等に伴う段差の発生が想定される箇所においては，段差緩和

対策等を行う，迂回する，又は砕石による段差解消対策によ

り対処する設計とする。 

 

屋外アクセスルートは，考慮すべき自然現象のうち，低温

（凍結）及び積雪に対して，道路については融雪剤を配備し，

車両については走行可能なタイヤを装着することにより通行

性を確保できる設計とする。なお，融雪剤の配備等について

は，『「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事

故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要

な技術的能力に係る審査基準」に係る適合状況説明資料（以

下「技術的能力説明資料」という）1.0 重大事故等対策にお

ける共通事項』に示す。 

 

 

大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他

のテロリズムによる大規模損壊発生時の消火活動等について

は，「技術的能力説明資料 2. 大規模な自然災害又は故意によ

る大型航空機の衝突その他のテロリズムへの対応」に示す。 

 

屋外アクセスルートの地震発生時における，火災の発生防

止策（可燃物収納容器の固縛による転倒防止）及び火災の拡

大防止策（大量の可燃物を内包する変圧器の防油堤の設置）

については，「火災防護計画」に定める。 

屋内アクセスルートは，自然現象として選定する津波，風

（台風），竜巻，低温（凍結），降水，積雪，落雷，火山の影

響，生物学的事象による影響に対して，外部からの衝撃によ

る損傷の防止が図られた建屋内に確保する設計とする。なお，

森林火災の出火原因となるのは，たき火やタバコ等の人為に

よるものが大半であることを考慮し，森林火災については，

人為によるもの（火災・爆発）として選定する。 

また，発電所敷地又はその周辺における発電用原子炉施設

の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって

人為によるものとして選定する火災・爆発（森林火災，近隣

工場等の火災・爆発，航空機落下火災等）及び有毒ガスに対

して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋内に

想定した上で，ホイールローダによる崩壊箇所の復旧又は迂

回路の通行を行うことで，通行性を確保できる設計とする。

また，地震時に使用を想定するルートに不等沈下等に伴う段

差の発生が想定される箇所においては，段差緩和対策等を行

う設計とする。 

 

   屋外アクセスルートは，考慮すべき自然現象のうち凍結及

び積雪に対しては，道路については融雪剤を配備し，車両に

ついてはタイヤチェーン等を装着することにより通行性を確

保できる設計とする。また，地震による薬品タンクからの漏

えいに対しては，必要に応じて薬品防護具の着用により通行

する。なお，融雪剤の配備等については，「『実用発電用原

子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の

防止に必要な処置を実施するために必要な技術的能力に係る

審査基準』に係る適合状況説明資料（以下「技術的能力説明

資料」という）1.0 重大事故等対策における共通事項」に示

す。 

   故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに対して

は，速やかな消火活動等を実施する。なお，消火活動等の対

応については，「技術的能力説明資料 2.0 大規模な自然災害

又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムへの対

応」に示す。 

   屋外アクセスルートの地震発生時における，火災の発生防

止策（可燃物収納容器の固縛による転倒防止）及び火災の拡

大防止策（大量の可燃物を内包する変圧器の防油堤の設置）

については，「火災防護計画」に定める。 

   屋内アクセスルートは，津波（敷地に遡上する津波を含

む。），その他の自然現象による影響（風（台風）及び竜巻

による飛来物，凍結，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物

学的事象及び森林火災）及び外部人為事象（飛来物（航空機

落下），爆発，近隣工場等の火災，有毒ガス及び船舶の衝突）

に対しては，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた施

設内に確保する設計とする。 

 

 

 

 

 

想定した上で，ホイールローダによる崩壊箇所の仮復旧を行

うことで，通行性を確保できる設計とする。また，不等沈下

等に伴う段差の発生が想定される箇所においては，段差緩和

対策等を行う，迂回する，又は砕石による段差解消対策によ

り対処する設計とする。 

 

屋外アクセスルートは，考慮すべき自然現象のうち，凍結

及び積雪に対して，道路については融雪剤を配備し，車両に

ついては走行可能なタイヤを装着することにより通行性を確

保できる設計とする。また，地震による薬品タンクからの漏

えいに対しては，必要に応じて薬品防護具の着用により通行

する。なお，融雪剤の配備等については，『「実用発電用原子

炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防

止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審

査基準」に係る適合状況説明資料（以下「技術的能力説明資

料」という）1.0重大事故等対策における共通事項』に示す。 

 

大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他

のテロリズムによる大規模損壊発生時の消火活動等について

は，「技術的能力説明資料 2. 大規模な自然災害又は故意によ

る大型航空機の衝突その他のテロリズムへの対応」に示す。 

 

屋外アクセスルートの地震発生時における，火災の発生防

止策（可燃物収納容器の固縛による転倒防止）及び火災の拡

大防止策（大量の可燃物を内包する変圧器の防油堤の設置）

については，「火災防護計画」に定める。 

屋内アクセスルートは，自然現象として選定する津波，風

（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，地滑り，火山の影

響，生物学的事象による影響に対して，外部からの衝撃によ

る損傷の防止が図られた建物内に確保する設計とする。なお，

森林火災の出火原因となるのは，たき火やタバコ等の人為に

よるものが大半であることを考慮し，森林火災については，

人為によるもの（火災・爆発）として選定する。 

また，発電所敷地又はその周辺における発電用原子炉施設

の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって

人為によるものとして選定する飛来物（航空機落下），火災・

爆発（森林火災，近隣工場等の火災・爆発，航空機落下火災

等），有毒ガス及び船舶の衝突に対して，外部からの衝撃によ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は薬品タ

ンクの漏えいに対し

て必要に応じて薬品

防護具を着用する運

用としている 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・選定事象の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ③の相違 

【東海第二】 

④，⑤の相違 

 

 

 

 

・選定事象の相違 

【柏崎 6/7】 

 ③の相違 
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確保する設計とする。 

 

屋内アクセスルートにおいては，機器からの溢水に対して

適切な防護具を着用する。また，地震時に通行が阻害されな

いように，アクセスルート上の資機材の固縛，転倒防止対策

及び火災の発生防止対策を実施する。万一通行が阻害される

場合は迂回する，又は乗り越える。 

 

 

 

屋外及び屋内アクセスルートにおいては，被ばくを考慮し

た放射線防護具の配備を行い,移動時及び作業時の状況に応

じて着用する。また，夜間及び停電時の確実な運搬や移動の

ため可搬型照明設備を配備する。これらの運用については，

「技術的能力説明資料 1.0 重大事故等対策における共通事

項」に示す。 

 

 

(2) 類型化の考え方 

a. 考慮事項 

①自然現象 

②外部人為事象 

③溢水 

④火災 

⑤夜間及び停電時 

 

b. 類型化 

・屋内アクセスルートと屋外アクセスルートに分類した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   屋内アクセスルートにおいては，溢水等に対してアクセス

ルートでの被ばくを考慮した放射線防護具を着用する。 

   また，地震時に資機材の転倒により通行が阻害されないよ

うに火災の発生防止対策や，通行性確保対策として，アクセ

スルートへは通行可能な通路幅が確保できない資機材を設置

しないこととするとともに，通行可能な通路幅が確保できる

資機材についても必要に応じて落下防止，転倒防止，固縛等

により通行に支障をきたさない措置を講じる。 

   屋外及び屋内アクセスルートにおいては，被ばくを考慮し

た放射線防護具の配備を行い，移動時及び作業時の状況に応

じて着用する。また，夜間及び停電時の確実な運搬や移動の

ため可搬型照明装置を配備する。これらの運用については，

「技術的能力説明資料 1.0 重大事故等対策における共通事

項」に示す。 

 

 

 (2) 類型化の考え方 

  ａ．考慮事項 

   ① 自然現象 

   ② 外部人為事象 

   ③ 故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム 

   ④ 溢水 

   ⑤ 火災 

   ⑥ 夜間及び停電時 

  ｂ．類型化 

   ・屋内アクセスルートと屋外アクセスルートに分類した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る損傷の防止が図られた建物内に確保する設計とする。 

 

屋内アクセスルートにおいては，機器からの溢水に対して

適切な防護具を着用する。また，地震時に通行が阻害されな

いように，アクセスルート上の資機材の固縛，転倒防止対策

及び火災の発生防止対策を実施する。万一通行が阻害される

場合は迂回する，又は乗り越える。 

 

 

 

屋外及び屋内アクセスルートにおいては，被ばくを考慮し

た放射線防護具の配備を行い,移動時及び作業時の状況に応

じて着用する。また，夜間及び停電時の確実な運搬や移動の

ため可搬型照明設備を配備する。これらの運用については，

「技術的能力説明資料 1.0 重大事故等対策における共通事

項」に示す。 

 

 

(2) 類型化の考え方 

ａ．考慮事項 

①自然現象 

②外部人為事象 

③溢水 

④火災 

⑤夜間及び停電時 

 

ｂ．類型化 

・屋内アクセスルートと屋外アクセスルートに分類した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，故意に

よる大型航空機のの

衝突その他のテロリ

ズムは人為事象とし

て整理している 
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2. 設計方針について 

【要求事項：想定される重大事故等が発生した場合において，可

搬型重大事故等対処設備を運搬し，又は他の設備の

被害状況を把握するため，工場等内の道路及び通路

が確保できるよう，適切な措置を講じたものである

こと】 

各区分における設計方針について，以下の表にまとめた。 

 

 (1) 各考慮事項に対する設計方針は以下のとおり。 

① 自然現象，外部人為事象，溢水，火災 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 設計方針について 

【要求事項:想定される重大事故等が発生した場合において，可搬

型重大事故等対処設備を運搬し，又は他の設備の被害

状況を把握するため，工場等内の道路及び通路が確保

できるよう，適切な措置を講じたものであること】 

  

各区分における設計方針について，以下の表にまとめた。 

 

 (1) 各考慮事項に対する設計方針は以下のとおり。 

① 環境要因，地震，津波その他自然現象，外部人為事象，故意に

よる大型航空機の衝突その他のテロリズム，溢水，火災，夜間

及び停電時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 設計方針について 

【要求事項：想定される重大事故等が発生した場合において，可

搬型重大事故等対処設備を運搬し，又は他の設備の

被害状況を把握するため，工場等内の道路及び通路

が確保できるよう，適切な措置を講じたものである

こと】 

各区分における設計方針について，以下の表にまとめた。 

 

(1) 各考慮事項に対する設計方針は以下のとおり。 

①自然現象，外部人為事象，溢水，火災 
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・選定事象の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 アクセスルートに対

する影響を想定する

事象の相違 

・設備・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 アクセスルート確保

の方針の相違 

・選定事象の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 アクセスルートに対

する影響を想定する

事象の相違 
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 (2) 各区分における設計方針について，以下の表にまとめた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※個別条文で記載する事項を下波部で示す。 

 

(2) 各区分における設計方針について，以下の表にまとめた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※個別条文で記載する事項を下波部で示す。 

 

 

 

 

 

 

(2) 各区分における設計方針について，以下の表にまとめた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※個別条文で記載する事項を下波部で示す 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備及び運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 アクセスルート確保

の方針の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

■設置許可基準規則 第 43 条 第 3 項 第 7 号 

可搬型重大事故防止設備の共通要因故障について 

1. 概要 

重大事故等対処設備の基準適合性を確認するにあたり，設置許

可基準規則により要求されている項目のうち，可搬型重大事故防

止設備の共通要因故障防止に関する健全性を確認するための区

分及び設計方針について整理した。 

(1) 基本設計方針 

可搬型重大事故防止設備は，設計基準事故対処設備等又は

常設重大事故防止設備と共通要因によって同時にその機能が

損なわれるおそれがないよう，可能な限り多様性，独立性，

位置的分散を考慮して適切な措置を講じた設計とする。 

 

共通要因としては，環境条件，自然現象，発電所敷地又は

■設置許可基準規則 第43条 第3項 第7号 

 可搬型重大事故防止設備の共通要因故障について 

1. 概要 

  重大事故等対処設備の基準適合性を確認するに当たり，設置

許可基準規則により要求されている項目のうち，可搬型重大事

故防止設備の共通要因故障防止に関する健全性を確認するため

の区分及び設計方針について整理した。 

 (1) 基本設計方針 

   可搬型重大事故防止設備は，設計基準事故対処設備等又は

常設重大事故防止設備と共通要因によって同時にその機能が

損なわれるおそれがないように，共通要因の特性を踏まえ，

可能な限り多様性及び独立性を有し，位置的分散を図ること

を考慮して適切な措置を講じた設計とする。 

   共通要因としては，環境条件，自然現象，外部人為事象，

■設置許可基準規則 第 43 条 第 3 項 第 7 号 

可搬型重大事故防止設備の共通要因故障について 

1. 概要 

重大事故等対処設備の基準適合性を確認するにあたり，設置許

可基準規則により要求されている項目のうち，可搬型重大事故防

止設備の共通要因故障防止に関する健全性を確認するための区

分及び設計方針について整理した。 

(1) 基本設計方針 

可搬型重大事故防止設備は，設計基準事故対処設備等又は

常設重大事故防止設備と共通要因によって同時にその機能が

損なわれるおそれがないよう，共通要因の特性を踏まえ，可

能な限り多様性，独立性，位置的分散を考慮して適切な措置

を講じた設計とする。 

共通要因としては，環境条件，自然現象，発電所敷地又は
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その周辺において想定される発電用原子炉施設の安全性を損

なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるも

の，溢水，火災及びサポート系の故障を考慮する。 

 

 

 

 

発電所敷地で想定される自然現象については，網羅的に抽

出するために，地震，津波に加え，発電所敷地及びその周辺

での発生実績の有無に関わらず，国内外の基準や文献等に基

づき収集した洪水，風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落

雷，地滑り，火山の影響，生物学的事象，森林火災等の事象

を考慮する。これらの事象のうち，発電所敷地及びその周辺

での発生の可能性，重大事故等対処設備への影響度，事象進

展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から，重大事故等

対処設備に影響を与えるおそれがある事象として，地震，津

波，風（台風），竜巻，低温（凍結），降水，積雪，落雷，地

滑り，火山の影響及び生物学的事象を選定する。また，設計

基準事故対処設備等と重大事故等対処設備に対する共通要因

としては，地震，津波，風（台風），竜巻，低温（凍結），降

水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響及び生物学的事象を選

定する。なお，森林火災の出火原因となるのは，たき火やタ

バコ等の人為によるものが大半であることを考慮し，森林火

災については，人為によるもの（火災・爆発）として選定す

る。 

 

 

自然現象の組合せについては，地震，積雪及び火山の影響

を考慮する。 

 

発電所敷地又はその周辺において想定される発電用原子炉

施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であ

って人為によるものについては，網羅的に抽出するために，

発電所敷地及びその周辺での発生実績の有無に関わらず，国

内外の基準や文献等に基づき収集した飛来物（航空機落下

等），ダムの崩壊，爆発，近隣工場等の火災，有毒ガス，船舶

の衝突，電磁的障害，故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズム等の事象を考慮する。 

故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム，溢水，火

災及びサポート系の故障を考慮する。 

 

 

 

 

 

   自然現象については，地震，津波（敷地に遡上する津波を

含む。），洪水，風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落

雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災及び高潮を考慮す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   自然現象による荷重の組合せについては，地震，津波（敷

地に遡上する津波を含む。），風（台風），積雪及び火山の

影響による組合せを考慮する。 

   外部人為事象については，飛来物（航空機落下），ダムの

崩壊，爆発，近隣工場等の火災，有毒ガス，船舶の衝突及び

電磁的障害を考慮する。 

 

 

 

 

 

その周辺において想定される発電用原子炉施設の安全性を損

なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるも

の，溢水，火災及びサポート系の故障を考慮する。 

 

 

 

 

発電所敷地で想定される自然現象については，網羅的に抽

出するために，地震，津波に加え，発電所敷地及びその周辺

での発生実績の有無に関わらず，国内外の基準や文献等に基

づき収集した洪水，風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落

雷，地滑り，火山の影響，生物学的事象，森林火災等の事象

を考慮する。これらの事象のうち，発電所敷地及びその周辺

での発生の可能性，重大事故等対処設備への影響度，事象進

展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から，重大事故等

対処設備に影響を与えるおそれがある事象として，地震，津

波，洪水，風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，地滑

り，火山の影響及び生物学的事象を選定する。また，設計基

準事故対処設備等と重大事故等対処設備に対する共通要因と

しては，地震，津波，洪水，風（台風），竜巻，凍結，降水，

積雪，落雷，地滑り，火山の影響及び生物学的事象を選定す

る。なお，森林火災の出火原因となるのは，たき火やタバコ

等の人為によるものが大半であることを考慮し，森林火災に

ついては，人為によるもの（火災・爆発）として選定する。 

 

 

 

自然現象の組合せについては，地震，津波，風（台風），積

雪及び火山の影響を考慮する。 

 

発電所敷地又はその周辺において想定される発電用原子炉

施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であ

って人為によるものについては，網羅的に抽出するために，

発電所敷地及びその周辺での発生実績の有無に関わらず，国

内外の基準や文献等に基づき収集した飛来物（航空機落下

等），ダムの崩壊，爆発，近隣工場等の火災，有毒ガス，船舶

の衝突，電磁的障害，故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズム等の事象を考慮する。 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，大型航

空機の衝突その他の

テロリズムは人為事

象として整理してい

る 

・選定事象の相違 

【東海第二】 

 ③，④の相違 

 

 

 

 

 

 

・選定事象の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ③の相違 

・選定事象の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ③の相違 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

⑤の相違 

 

 

・選定事象の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ③，④の相違 
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これらの事象のうち，発電所敷地及びその周辺での発生の

可能性，重大事故等対処設備への影響度，事象進展速度や事

象進展に対する時間余裕の観点から，重大事故等対処設備に

影響を与えるおそれがある事象として，火災・爆発（森林火

災，近隣工場等の火災・爆発，航空機落下火災等），有毒ガス，

船舶の衝突，電磁的障害及び故意による大型航空機の衝突そ

の他のテロリズムを選定する。また，設計基準事故対処設備

等と重大事故等対処設備に対する共通要因としては，火災・

爆発（森林火災，近隣工場等の火災・爆発，航空機落下火災

等），有毒ガス，船舶の衝突，電磁的障害及び故意による大型

航空機の衝突その他のテロリズムを選定する。 

 

故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムについて

は，可搬型重大事故等対処設備による対策を講じることとす

る。 

建屋については，地震，津波，火災及び外部からの衝撃に

よる損傷を防止できる設計とする。 

 

 

 

重大事故緩和設備についても，可能な限り多様性を考慮す

る。 

環境条件に対しては，想定される重大事故等が発生した場

合における温度，放射線，荷重及びその他の使用条件におい

て，可搬型重大事故等対処設備がその機能を確実に発揮でき

る設計とする。重大事故等時の環境条件における健全性につ

いては「重大事故等時の環境条件における健全性について」

に記載する。 

 

 

地震に対して屋内の可搬型重大事故等対処設備は，「原子炉

建屋等の基礎地盤及び周辺斜面の安定性について」に示す地

盤上に設置する建屋内に保管する。屋外の可搬型重大事故等

対処設備は，転倒しないことを確認する，又は必要により固

縛等の処置をするとともに，地震により生ずる敷地下斜面の

すべり，液状化又は揺すり込みによる不等沈下，傾斜及び浮

き上がり，地盤支持力の不足，地中埋設構造物の損壊等の影

響により必要な機能を喪失しない位置に保管する設計とす

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムについて

は，可搬型重大事故等対処設備による対策を講じることとす

る。 

   建屋等及び地中の配管トレンチについては，地震，津波（敷

地に遡上する津波を含む。），火災及び外部からの衝撃によ

る損傷を防止できる設計とする。 

   サポート系の故障については，系統又は機器に供給される

電力，空気，油，冷却水，水源を考慮する。 

   重大事故緩和設備についても，共通要因の特性を踏まえ，

可能な限り多様性を有し，位置的分散を図ることを考慮する。 

   環境条件に対しては，重大事故等時の温度，放射線，荷重

その他の使用条件において，可搬型重大事故等対処設備がそ

の機能を確実に発揮できる設計とする。重大事故等時の環境

条件における健全性については，「2.3.3 環境条件等」に記

載する。風（台風）及び竜巻のうち風荷重，凍結，降水，積

雪，火山の影響並びに電磁的障害に対して可搬型重大事故等

対処設備は，環境条件にて考慮し機能が損なわれない設計と

する。 

   地震に対して屋内の可搬型重大事故等対処設備は，「2.1.1 

発電用原子炉施設の位置」に基づく地盤上に設置された建屋

内に保管する。屋外の可搬型重大事故等対処設備は，転倒し

ないことを確認する，又は必要により固縛等の処置をすると

ともに，地震により生じる敷地下斜面のすべり，液状化又は

揺すり込みによる不等沈下，傾斜及び浮き上がり，地盤支持

力の不足，地中埋設構造物の損壊等の影響を受けない複数の

保管場所に分散して保管する設計とする。 

これらの事象のうち，発電所敷地及びその周辺での発生の

可能性，重大事故等対処設備への影響度，事象進展速度や事

象進展に対する時間余裕の観点から，重大事故等対処設備に

影響を与えるおそれがある事象として，飛来物（航空機落下），

ダムの崩壊，火災・爆発（森林火災，近隣工場等の火災・爆

発，航空機落下火災等），有毒ガス，船舶の衝突，電磁的障害

及び故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムを選定

する。また，設計基準事故対処設備等と重大事故等対処設備

に対する共通要因としては，飛来物（航空機落下），ダムの

崩壊，火災・爆発（森林火災，近隣工場等の火災・爆発，航

空機落下火災等），有毒ガス，船舶の衝突，電磁的障害及び故

意による大型航空機の衝突その他のテロリズムを選定する。 

故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムについて

は，可搬型重大事故等対処設備による対策を講じることとす

る。 

建物については，地震，津波，火災及び外部からの衝撃に

よる損傷を防止できる設計とする。 

 

 

 

重大事故緩和設備についても，共通要因の特性を踏まえ，

可能な限り多様性を考慮する。 

環境条件に対しては，想定される重大事故等が発生した場

合における温度，放射線，荷重及びその他の使用条件におい

て，可搬型重大事故等対処設備がその機能を確実に発揮でき

る設計とする。重大事故等時の環境条件における健全性につ

いては「重大事故等時の環境条件における健全性について」

に記載する。風（台風），凍結，降水，積雪及び電磁的障害

に対して可搬型重大事故等対処設備は，環境条件にて考慮し

機能が損なわれない設計とする。 

地震に対して屋内の可搬型重大事故等対処設備は，「原子炉

建物等の基礎地盤及び周辺斜面の安定性について」に示す地

盤上に設置する建物内に保管する。屋外の可搬型重大事故等

対処設備は，転倒しないことを確認する，又は必要により固

縛等の処置をするとともに，地震により生ずる敷地下斜面の

すべり，液状化又は揺すり込みによる不等沈下，傾斜及び浮

き上がり，地盤支持力の不足，地中埋設構造物の損壊等の影

響により必要な機能を喪失しない位置に保管する設計とす

 

 

 

・選定事象の相違 

【柏崎 6/7】 

 ③の相違 

 

 

・選定事象の相違 

【柏崎 6/7】 

 ③の相違 

 

 

 

 

・選定事象の相違 

【東海第二】 

 ④の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

・選定事象の相違 

【東海第二】 

 ①の相違 
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る。 

地震及び津波に対して可搬型重大事故等対処設備は，「重大

事故等対処設備について 2.1.2 耐震設計の基本方針」，「重大

事故等対処設備について 2.1.3 津波による損傷の防止」にて

考慮された設計とする。 

火災に対して可搬型重大事故等対処設備は「重大事故等対

処設備について 2.2 火災による損傷の防止」に基づく火災防

護を行う。 

 

地震，津波，溢水及び火災に対して可搬型重大事故防止設

備は，設計基準事故対処設備等及び常設重大事故防止設備と

同時に機能を損なうおそれがないように，設計基準事故対処

設備等の配置も含めて常設重大事故防止設備と位置的分散を

図り複数箇所に分散して保管する設計とする。 

 

風（台風），竜巻，低温（凍結），降水，積雪，落雷，地滑

り，火山の影響，生物学的事象，火災・爆発（森林火災，近

隣工場等の火災・爆発，航空機落下火災等），有毒ガス，船舶

の衝突及び電磁的障害に対して，可搬型重大事故防止設備は，

外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋内に保管す

るか，又は設計基準事故対処設備等及び常設重大事故防止設

備と同時に必要な機能を損なうおそれがないように，設計基

準事故対処設備等の配置も含めて常設重大事故防止設備と位

置的分散を図り，防火帯の内側の複数箇所に分散して保管す

る設計とする。クラゲ等の海生生物の影響により可搬型重大

事故等対処設備の取水ラインが閉塞する場合には，予備の可

搬型重大事故等対処設備によって取水を継続し，閉塞箇所の

清掃を行うことで対応できるよう，クラゲ等の海生生物から

影響を受けるおそれのある屋外の可搬型重大事故等対処設備

は，予備を有する設計とする。 

 

 

 

飛来物（航空機落下）及び故意による大型航空機の衝突そ

の他テロリズムに対して，屋内の可搬型重大事故防止設備は，

可能な限り設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故防止設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管す

る設計とする。屋外に保管する可搬型重大事故防止設備は，

 

   地震及び津波（敷地に遡上する津波を含む。）に対して可

搬型重大事故等対処設備は，「2.1.2 耐震設計の基本方針」，

「2.1.3 耐津波設計の基本方針」にて考慮された設計とす

る。 

   火災に対して可搬型重大事故等対処設備は，「2.2 火災に

よる損傷の防止」に基づく火災防護を行う。 

   溢水に対して可搬型重大事故等対処設備は，想定される溢

水水位に対して機能を喪失しない位置に保管する。 

   地震，津波（敷地に遡上する津波を含む。），溢水及び火

災に対して可搬型重大事故等対処設備は，設計基準事故対処

設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損なうお

それがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて

常設重大事故等対処設備と位置的分散を図り，複数箇所に分

散して保管する。 

   風（台風），竜巻，落雷，生物学的事象，森林火災，爆発，

近隣工場等の火災，有毒ガス及び船舶の衝突に対しては，外

部からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋等内に保管す

るか，又は設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処

設備と同時に機能を損なうおそれがないように，設計基準事

故対処設備等の配置も含めて常設重大事故等対処設備と位置

的分散を図り複数箇所に分散して保管する。 

 

 

 

 

 

クラゲ等の海生生物の影響を受けるおそれのある屋外の可

搬型重大事故等対処設備は，予備を有する設計とする。 

 

   高潮に対して可搬型重大事故等対処設備は，高潮の影響を

受けない敷地高さに保管する。 

 

   飛来物（航空機落下）及び故意による大型航空機の衝突そ

の他のテロリズムに対して屋内の可搬型重大事故等対処設備

は，可能な限り設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設

重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して

保管する設計とする。 

る。 

地震及び津波に対して可搬型重大事故等対処設備は，「重大

事故等対処設備について 2.1.2 耐震設計の基本方針」，「重大

事故等対処設備について 2.1.3 津波による損傷の防止」にて

考慮された設計とする。 

火災に対して可搬型重大事故等対処設備は「重大事故等対

処設備について 2.2 火災による損傷の防止」に基づく火災防

護を行う。 

 

地震，津波，溢水及び火災に対して可搬型重大事故防止設

備は，設計基準事故対処設備等及び常設重大事故防止設備と

同時に機能を損なうおそれがないように，設計基準事故対処

設備等の配置も含めて常設重大事故防止設備と位置的分散を

図り複数箇所に分散して保管する設計とする。 

 

風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，地滑り，火山

の影響，生物学的事象，火災・爆発（森林火災，近隣工場等

の火災・爆発，航空機落下火災等），有毒ガス，船舶の衝突及

び電磁的障害に対して，可搬型重大事故防止設備は，外部か

らの衝撃による損傷の防止が図られた建物内に保管するか，

又は設計基準事故対処設備等及び常設重大事故防止設備と同

時に必要な機能を損なうおそれがないように，設計基準事故

対処設備等の配置も含めて常設重大事故防止設備と位置的分

散を図り，防火帯の内側の複数箇所に分散して保管する設計

とする。クラゲ等の海生生物の影響により可搬型重大事故等

対処設備の取水ラインが閉塞する場合には，予備の可搬型重

大事故等対処設備によって取水を継続し，閉塞箇所の清掃を

行うことで対応できるよう，クラゲ等の海生生物から影響を

受けるおそれのある屋外の可搬型重大事故等対処設備は，予

備を有する設計とする。 

 

 

 

飛来物（航空機落下）及び故意による大型航空機の衝突そ

の他のテロリズムに対して，屋内の可搬型重大事故防止設備

は，可能な限り設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設

重大事故防止設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保

管する設計とする。屋外に保管する可搬型重大事故防止設備

 

・選定事象の相違 

【東海第二】 

 ④の相違 

 

 

 

 

 

・選定事象の相違 

【東海第二】 

 ④の相違 

 

 

 

・選定事象の相違 

【東海第二】 

 ③の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・選定事象の相違 

【東海第二】 

 ③の相違 
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原子炉建屋，タービン建屋及び廃棄物処理建屋から 100m 以

上の離隔距離を確保するとともに，当該可搬型重大事故防止

設備がその機能を代替する屋外の設計基準事故対処設備等及

び常設重大事故防止設備から 100m 以上の離隔距離を確保し

た上で，複数箇所に分散して保管する設計とする。 

 

 

 

 

 

サポート系の故障に対しては，系統又は機器に供給される

電力，空気，油，冷却水を考慮し，可搬型重大事故防止設備

は，設計基準事故対処設備等又は常設重大事故防止設備と異

なる駆動源，冷却源を用いる設計とするか，駆動源，冷却源

が同じ場合は別の手段が可能な設計とする。また，水源につ

いても可能な限り，異なる水源を用いる設計とする。 

 

なお，可搬型重大事故緩和設備並びに可搬型重大事故防止

設備及び可搬型重大事故緩和設備に該当しない可搬型重大事

故等対処設備は，共通要因により同一の機能を有する設備と

同時に機能を損なうおそれがないように，同一の機能を有す

る設備と可能な限り多様性，位置的分散を図る設計とするか，

又は可能な限り頑健性を有する設計とする。 

さらに，重大事故等対処設備は，共通要因により重大事故

等対処設備の有する発電用原子炉の未臨界移行機能，燃料冷

却機能，格納容器除熱機能及び使用済燃料プール注水の各機

能を同時に損なうおそれがないように，同一の機能を有する

重大事故等対処設備と可能な限り多様性，位置的分散を図る

設計とする。 

 

(2) 類型化の考え方 

a. 考慮事項 

①環境条件，自然現象，外部人為事象，溢水，火災 

 

②サポート系の故障：系統又は機器に供給される電源，燃

料油，空気，冷却水，水源 

 

 

   屋外の可搬型重大事故等対処設備は，設計基準事故対処設

備等及び常設重大事故等対処設備が設置されている建屋等並

びに屋外の設計基準事故対処設備等又は常設重大事故等対処

設備のそれぞれから 100mの離隔距離を確保した上で，複数箇

所に分散して保管する設計とする。 

 

   なお，自然現象のうち洪水については，立地的要因により

設計上考慮する必要はない。また，外部人為事象のうちダム

の崩壊については，立地的要因により設計上考慮する必要は

ない。 

   サポート系の故障に対しては，可搬型重大事故等対処設備

は，設計基準事故対処設備等又は常設重大事故等対処設備と

異なる駆動源又は冷却源を用いる設計とするか，駆動源又は

冷却源が同じ場合は別の手段による対応が可能な設計とす

る。また，可搬型重大事故等対処設備は，設計基準事故対処

設備等又は常設重大事故等対処設備と可能な限り異なる水源

をもつ設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 類型化の考え方 

  ａ．考慮事項 

   ① 環境条件，自然現象，外部人為事象，故意による大型

航空機の衝突その他のテロリズム，溢水，火災 

   ② サポート系の故障:系統又は機器に供給される電源，

油，空気，冷却水，水源 

 

 

は，原子炉建物等から 100m 以上の離隔距離を確保するとと

もに，当該可搬型重大事故防止設備がその機能を代替する屋

外の設計基準事故対処設備等及び常設重大事故防止設備から

100m 以上の離隔距離を確保した上で，複数箇所に分散して保

管する設計とする。 

 

なお，洪水及びダムの崩壊については，立地的要因により

設計上考慮する必要はない。 

 

 

サポート系の故障に対しては，系統又は機器に供給される

電力，空気，油，冷却水を考慮し，可搬型重大事故防止設備

は，設計基準事故対処設備等又は常設重大事故防止設備と異

なる駆動源，冷却源を用いる設計とするか，駆動源，冷却源

が同じ場合は別の手段が可能な設計とする。また，水源につ

いても可能な限り，異なる水源を用いる設計とする。 

 

なお，可搬型重大事故緩和設備並びに可搬型重大事故防止

設備及び可搬型重大事故緩和設備に該当しない可搬型重大事

故等対処設備は，共通要因により同一の機能を有する設備と

同時に機能を損なうおそれがないように，同一の機能を有す

る設備と可能な限り多様性，位置的分散を図る設計とするか，

又は可能な限り頑健性を有する設計とする。 

さらに，重大事故等対処設備は，共通要因により，重大事

故等対処設備の有する発電用原子炉の未臨界移行機能，燃料

冷却機能，格納容器除熱機能及び燃料プール注水の各機能を

損なうおそれがないように，同一の機能を有する重大事故等

対処設備と可能な限り多様性，位置的分散を図る設計とする。 

 

 

(2) 類型化の考え方 

ａ．考慮事項 

①環境条件，自然現象，外部人為事象，溢水，火災 

 

②サポート系の故障：系統又は機器に供給される電力，燃

料油，空気，冷却水，水源 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 可搬型重大事故等対

処設備がその機能を

代替する設備の設置

場所の相違  

・選定事象の相違 

【柏崎 6/7】 

 ③の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

常設重大事故防止設   

備への要求であるが，

それ以外の常設ＳＡ

設備に対する設計方

針も記載している 

またＳＡ設備のみに

よる機能維持の設計

方針も記載している 
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b. 類型化 

①環境条件，自然現象，外部人為事象，溢水，火災につい

ては，屋内設備と屋外設備に分類する。 

②サポート系による要因については，設備ごとに考慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 設計方針について 

【要求事項：重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因

によって，設計基準事故対処設備の安全機能，使用

済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能又は常設

重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事

故に対処するために必要な機能と同時にその機能が

損なわれるおそれがないよう，適切な措置を講じた

ものであること】 

(1) 各考慮事項に対する設計方針は以下のとおり。 

①環境条件，自然現象，外部人為事象，溢水，火災 

 

 

  ｂ．類型化 

   ① 環境条件，自然現象，外部人為事象，溢水，火災につ

いては，屋内設備と屋外設備に分類する。 

   ② サポート系による要因については，設備ごとに考慮す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 設計方針について 

【要求事項:重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因に

よって，設計基準事故対処設備の安全機能，使用済燃

料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能又は常設重大事

故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処

するために必要な機能と同時にその機能が損なわれる

おそれがないよう，適切な措置を講じたものであるこ

と】 

 (1) 各考慮事項に対する設計方針は以下のとおり。 

  ① 環境条件，地震，津波，その他自然現象，外部人為事象，

故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム，溢水，

火災 

ｂ．類型化 

①環境条件，自然現象，外部人為事象，溢水，火災につい

ては，屋内設備と屋外設備に分類する。 

②サポート系による要因については，設備ごとに考慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 設計方針について 

【要求事項：重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因

によって，設計基準事故対処設備の安全機能，使用

済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能又は常設

重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事

故に対処するために必要な機能と同時にその機能が

損なわれるおそれがないよう，適切な措置を講じた

ものであること】 

(1) 各考慮事項に対する設計方針は以下のとおり。 

① 環境条件，自然現象，外部人為事象，溢水，火災 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・選定事象の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ③の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 設計方針の相違によ

る防護方針の相違  
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・選定事象の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ③の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 設計方針の相違によ

る防護方針の相違  
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・選定事象の相違 

【柏崎 6/7】 

 ③の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 設計方針の相違によ

る防護方針の相違 
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②サポート系 

 

 

 

 

 

 

 

 

※括弧内の設備は，多様性等の対象となる設計基準対象施設を表

す。 

 

 

(2) 各区分における設計方針については，以下の表にまとめた 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②サポート系 

 

 

 

 

 

 

 

 

※括弧内の設備は，多様性，多重性等の対象となる設計基準対象

施設を表す。 

 

 

(2) 各区分における設計方針については，以下の表にまとめた 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② サポート系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※括弧内の設備は，多様性等の対象となる設計基準対象施設を表

す。 

 

(2) 各区分における設計方針については，以下の表にまとめた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※個別条文で記載する事項を下波部で示す 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 設計方針の相違によ

る設備及び系統構成

の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・選定事象の相違 

【東海第二】 

 ③の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

 設計方針の相違によ

る防護方針の相違 
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※個別条文で記載する事項を下波部で示す 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※個別条文で記載する事項を下波部で示す 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・選定事象の相違 

【東海第二】 

 ③の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

 設計方針の相違によ

る防護方針の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111



  

 

まとめ資料比較表 〔第 43条 共-3 重大事故等対処設備の環境条件について〕 

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共－３ 重大事故等対処設備の環境条件について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共－３ 重大事故等対処設備の環境条件について 
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重大事故等対処設備の環境条件について 

 

重大事故等対処設備については，保管時・機能要求時に適切な

設計条件を与える必要がある。 

保管時については，重大事故等対処設備は，環境条件，自然現

象，外部人為事象，溢水，火災及びサポート系の故障に対して，

可能な限りの多様性，独立性を確保した設計とする。また，多様

性を確保できない場合は，修復性等を考慮し，可能な限り頑健性

をもたせた設計とする。 

重大事故等対処設備の機能要求時の環境条件については，自然

現象を考慮に入れた適切な規模を想定する必要がある。重大事故

等については，設計基準では発生しないとしているため，発生要

因は特定せずにランダムで発生している状況を考慮する。その際

に考慮すべき自然現象については，基本的に第六条（その他自然

現象）での設計基準の考え方に基づいて設定する。以下に検討の

考え方を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

・検討対象は，第六条で考慮している42 事象に地震・津波を加

えた44 事象とし，第六条と同様に以下に示す評価基準を適用

する。 

基準A：プラントに影響を与えるほど接近した場所で発生

しない。 

基準B：ハザードの進展・襲来が遅く，事前にそのリスク

を予知・検知し，ハザードを排除できる。 

基準C：プラント設計上，考慮された事象と比べて，設備

等への影響度が同等若しくはそれ以下又はプラン

トの安全性が損なわれることがない。 

 

基準D：影響が他の事象に包絡される。 

 

 

 

重大事故等対処設備の環境条件について 

 

重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場合

における温度，放射線，荷重及びその他の使用条件において，そ

の機能が有効に発揮できるよう，その措置（使用），保管場所に応

じた耐環境性を有する設計とするとともに，操作が可能な設計と

する。 

 

 

環境条件として，①重大事故等時における環境温度，環境圧力，

湿度による影響，②屋外の天候による影響，③重大事故時の放射

線による影響，④重大事故等時に海水を通水する系統への影響，

⑤電磁波による影響，⑥荷重（重大事故等が発生した場合におけ

る圧力，温度，機械的荷重及び自然現象からの荷重），⑦周辺機器

等からの悪影響を考慮事項とする。 

このうち，②屋外の天候による影響，⑥荷重（自然現象からの

荷重）は，国内外の基準や文献等に基づいて網羅的に抽出した自

然現象のうち，発生の可能性や事象進展速度等の判断理由から設

計上考慮すべき想定される自然現象として抽出した洪水，風（台

風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，

森林火災，高潮の 11 事象に地震，津波を加えた 13 事象から，第

1図の環境条件 選定フローに従い選定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対処設備の環境条件について 

 

重大事故等対処設備については，保管時・機能要求時に適切な

設計条件を与える必要がある。 

保管時については，重大事故等対処設備は，環境条件，自然現

象，外部人為事象，溢水，火災及びサポート系の故障に対して，

可能な限りの多様性，独立性を確保した設計とする。また，多様

性を確保できない場合は，修復性等を考慮し，可能な限り頑健性

をもたせた設計とする。 

重大事故等対処設備の機能要求時の環境条件については，自然

現象を考慮に入れた適切な規模を想定する必要がある。重大事故

等については，設計基準では発生しないとしているため，発生要

因は特定せずにランダムで発生している状況を考慮する。その際

に考慮すべき自然現象については，基本的に第六条（その他自然

現象）での設計基準の考え方に基づいて設定する。以下に検討の

考え方を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

・検討対象は，第六条で考慮している55事象とし，第六条と同

様に以下に示す評価基準を適用する。 

 

基準A：当該原子炉施設に影響を及ぼすほど接近した場所

で発生しない。 

基準B：ハザードの進展・襲来が遅く，事前にそのリスク

を予知・検知することでハザードを排除できる。 

基準C：当該原子炉施設の設計上考慮された事象と比較し

て，設備等への影響度が同等もしくはそれ以下で

あり，プラントの安全性が損なわれることはな

い。 

基準D：影響が他の事象に包含される。 

基準E：発生頻度が他の事象と比較して非常に低い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設計方針の相違  

【東海第二】  

東海第二は第 1 図の

フローにより，環境条

件として考慮する事

象を選定しているが，

島根２号炉は柏崎

6/7と同様に，ＳＡ事

象と重畳する自然現

象を，プラント供用期

間中に発生する規模

を想定し選定してい

る 

 

・設計方針の相違 

【柏崎 6/7】 

第６条において，収

集した自然現象 55 事

象を類似性・随伴性か

ら 42 事象に整理して

評価しているが，島根

２号炉は自然現象 55

事象についてそのま

ま評価を実施してい

る 

 

・設計方針の相違 

【柏崎 6/7】 
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・想定する規模としては，重大事故等がランダムに発生した際

の環境条件であることから，日常的な規模からある程度の保

守性を持った値を設定するべきと考えられる。また，重大事

故等が収束するまでの短期荷重について想定する。具体的な

規模としては，年最大値の平均を参照するものとする。また

参考として，第六条での自然現象/人為事象の重畳検討におい

て設計基準規模の主事象に対して重畳する副事象として年超

過確率 10-2 の規模を想定していることから，設計基準よりも

低頻度と考えられる重大事故等に対する環境条件としては年

超過確率 10-1 の規模についても参照し，2 つのうち厳しい値

を保守的に採用するものとする（表 1 参照）。 

 

 

 

 

表 1 環境条件で想定する規模 

 

 

 

以上の考え方に基づき，環境条件として設定する自然現象の選

定及び規模について検討した結果を表 2 に示す。環境条件と設定

する自然現象としては降水，積雪，風（台風），低温（凍結）が選

定された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フローの結果から，自然現象による環境条件として，②屋外の

天候による影響として「凍結」，「降水」，⑥荷重（自然現象からの

荷重）として「地震」，「津波（敷地を遡上する津波を含む。）」，「風

（台風）及び竜巻の風荷重」，「積雪」，「火山の影響」を選定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・想定する規模としては，重大事故等がランダムに発生した際

の環境条件であることから，以下を念頭に組合せを考慮する。 

  ①重大事故等の発生頻度としては，炉心損傷頻度の性能目

標※１，※２である10－４／炉年 

  ②重大事故等と自然現象の重畳の判断目安は，航空機落下

の判断基準※３，※４や設計基準対象施設の耐震設計のスク

リーニング基準※５の10－７／年に保守性をもたせた10－８

／炉年 

上記①，②及び重大事故等対処設備の有効性評価において重

大事故等発生後７日までの期間を評価していることを踏まえ

て，重大事故等発生後に重畳させる自然現象の規模としては，

プラント寿命期間中に発生する規模の年超過発生頻度 10－２

／年を想定し，重大事故等対処設備の機能を損なわない方針

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上の考え方に基づき，環境条件として設定する自然現象の選

定及び規模について検討した結果を第１表に示す。環境条件と設

定する自然現象としては地震，降水，積雪，風（台風），凍結が選

定された。 

 

 

 

 

 

 

第６条におけるスク

リーニング基準の相

違 

 

 

・設計方針の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，第６条

における自然現象の

重畳検討において，重

畳事象の規模想定に

年超過確率を用いて

いないことに伴う相

違 

 

 

 

 

 

・設計方針の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，第６条

における自然現象の

重畳検討において，重

畳事象の規模想定に

年超過確率を用いて

いないことに伴う相

違 

 

 

・設計方針の相違  

【東海第二】  

島根２号炉は柏崎

6/7と同様に，ＳＡ事

象と重畳する自然現

象の規模を検討し，環

境条件として地震，風

（台風），凍結，降水，
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※1：Regulatory Guide 1.174 Rev.1,2002, An Approach for 

Using Probabilistic Risk Assessment in Risk-Informed 

Decisions on Plant-Specific Changes to the Licensing 

Basis 

※２：第1回 原子力規制委員会（平成25年4月3日）資料6-2「放

射性物質放出量と発生頻度との関係（概念図）」 

※３：STANDARD REVIEW PLAN 3.5.1.6 AIRCRAFT HAZARDS 

※４：実用発電用原子炉施設への航空機落下確率の評価基準に

ついて（平成21･06･25原院第1号，平成21年6月30日原子

力安全・保安院制定） 

※５：JEAG4601・補-1984「原子力発電所耐震設計技術指針 重

要度分類・許容応力編」 

積雪を考慮すること

としている 

 

・設計方針の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，第６条

における自然現象の

重畳検討において，重

畳事象の規模想定に

年超過確率を用いて

いないことに伴う相

違 
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表
２

 
重
大
事
故
等
に
お
け
る
環
境
条
件
 
自
然
現
象
の
抽
出
及
び
規
模
の
設
定
 

 

 

 

 

 

 

 

第 1図 環境条件 選定フロー 

第
１
表
 
重
大
事
故
等
に
お
け
る
環
境
条
件
 
自
然
現
象
の
抽
出
及
び
規
模
の
設
定
 

 

 

・設計方針の相違 

【東海第二】 

東海第二は，「津波」

を選定しているが，島

根２号炉は柏崎 6/7

と同様に，ＳＡ時に発

生する津波はＳＡ設

備への影響がない規

模であるため選定し

ない 

東海第二は，「竜巻の

風荷重」を選定してい

るが，島根２号炉は柏

崎 6/7と同様に，ＳＡ

時に発生する竜巻は

風（台風）に包含され

る規模であるため選

定しない 

また，東海第二は，「火

山の影響」を選定して

いるが，島根２号炉は

柏崎 6/7と同様に，Ｓ

Ａ時に発生し難いこ

とから選定しない 

【柏崎 6/7】 

プラント立地箇所の

相違による観測記録

の相違及びＳＡ事象

と重畳する自然現象

の規模として想定す

る年超過発生頻度の

相違に伴う環境条件

設定値の相違 
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*1
 太

字
は
第
六
条
で
二
次
評
価
と
し
て
詳
細
な
影
響
評
価
を
行
っ
て
い
る
事
象

 
 

*2
 基

準
A：

プ
ラ
ン
ト
に
影
響
を
与
え
る
ほ
ど
接
近
し
た
場
所
で
発
生
し
な
い
。

 
基
準
B：

ハ
ザ
ー
ド
の
進
展
・
襲
来
が
遅
く
，
事
前
に
そ
の
リ
ス
ク
を
予
知
・
検
知
し
，
ハ
ザ
ー
ド
を
排
除
で
き
る
。

 
基
準
C：

プ
ラ
ン
ト
設
計
上
，
考
慮
さ
れ
た
事
象
と
比
べ
て
，
設
備
等
へ
の
影
響
度
が
同
等
若
し
く
は
そ
れ
以
下
又
は
プ
ラ
ン
ト
の
安
全
性
が
損
な
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
。

 
基
準

D：
影
響
が
他
の
事
象
に
包
絡
さ
れ
る
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*
1 
太
字
は
第
六
条
で
設
計
基
準
事
象
と
し
て
設
定
し
て
い
る
事
象
 

*
2 
基
準
A：

当
該
原
子
炉
施
設
に
影
響
を
及
ぼ
す
ほ
ど
接
近
し
た
場
所
で
発
生
し
な
い
。
 

基
準

B：
ハ
ザ
ー
ド
の
進
展
・
襲
来
が
遅
く
，
事
前
に
そ
の
リ
ス
ク
を
予
知
・
検
知
す
る
こ
と
で
ハ
ザ
ー
ド
を
排
除
で
き
る
。
 

基
準

C：
当
該
原
子
炉
施
設
の
設
計
上
考
慮
さ
れ
た
事
象
と
比
較
し
て
，
設
備
等
へ
の
影
響
度
が
同
等
も
し
く
は
そ
れ
以
下
で
あ
り
，
プ
ラ
ン
ト
の
安
全
性
が
損
な

わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
 

基
準

D：
影
響
が
他
の
事
象
に
包
含
さ
れ
る
。
 

基
準

E
：
発
生
頻
度
が
他
の
事
象
と
比
較
し
て
非
常
に
低
い
。

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120



まとめ資料比較表 〔43条 共-４ 可搬型重大事故等対処設備の必要数，予備数及び保有数について〕 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 

 

 

 

 

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

相違No. 相違理由

① 島根２号炉では，ホース及びケーブルについても保守点検による待機除外時のバックアップを考慮し，予備を保有している

② 島根２号炉は，常設の充電器盤を用いることから可搬型整流器は使用しない

③
島根２号炉は非常用ディーゼル発電機が使用可能でも代替所内電気設備（緊急用M/C～SA1,2-C/C）への電源供給は代替交流電源設備から行う設計としている。
また，柏崎6/7は屋外の代替原子炉補機冷却系への電源供給に可搬型代替交流電源設備を使用するが，島根２号炉は同様の設備に常設代替交流電源設備から電源
供給を行う設計としている

④ 島根２号炉は単独申請

⑤ 東海第二の可搬型代替注水中型ポンプは２台組み合わせて系統構成されるが，島根２号炉の大量送水車は１台で系統構成する設計としている

⑥ 東海第二は，緊急用海水ポンプ（常設重大事故等対処設備）により海への最終ヒートシンクを行う

　比較表において，相違理由を類型化したものについて以下にまとめて記載する。下記以外の相違については，備考欄に相違理由を記載する。
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共-4 可搬型重大事故等対処設備の必要数，予備数及び保有数につ

いて 

共－４ 可搬型重大事故等対処設備の必要数，予備数及び保有数

について 

共－４ 可搬型重大事故等対処設備の必要数，予備数及び保有数に

ついて 
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1. 可搬型重大事故等対処設備の保有数の分類について

可搬型重大事故等対処設備の配備数は，「2n＋α」，「n＋α」，

「n」設備に分類し，それらを屋外設備であれば荒浜側高台保管

場所・大湊側高台保管場所・5 号炉東側保管場所・5 号炉東側

第二保管場所のいずれか 2 箇所以上に，屋内設備であれば建屋

内の複数箇所に，分散配置することにより多重化，多様化を図

る設計とする。 

(1)「2n＋α」の可搬型重大事故等対処設備

原子炉建屋外から水・電力を供給する可搬型代替交流電

源設備（電源車）・可搬型代替注水ポンプ（消防車）・代替

原子炉補機冷却系・大容量送水車（海水取水用）について

は，必要となる容量を有する設備を 1 基あたり 2 セット及

び予備を保有し，荒浜側高台保管場所・大湊側高台保管場

所・5 号炉東側第二保管場所のいずれか 2 箇所以上にそれ

ぞれ分散配置する。 

1. 可搬型重大事故等対処設備の保有数の分類について

可搬型重大事故等対処設備の分類を，第43.4-1表に示す。可

搬型設備の配備数については，「2N＋α」，「N＋α」，「N」

の設備に分類し，重大事故等時に屋外で使用する設備であれば

西側及び南側保管場所に，屋内で使用する設備であれば建屋内

の複数箇所に分散配置することにより設備の多重化を図って

いる。また，常設及び可搬型設備を設置することで多様化を図

る。 

なお，保管場所に配備する可搬型設備は，地震による転倒防

止及び竜巻による飛散防止を考慮した固縛を実施しているこ

とから，隣接する可搬型設備及びアクセスルートに影響を与え

ることはない。 

さらに，保管場所に配備する可搬型設備のうち，燃料を保有

する設備は，燃料タンクに燃料を満杯の状態で保管する。ただ

し，タンクローリの背後搭載タンクは，空状態で保管する。 

(1)「2N＋α」の可搬型重大事故等対処設備

原子炉建屋外から水・電力を供給する，可搬型代替交流電

源設備（可搬型代替低圧電源車，ケーブル），可搬型代替直

流電源設備（可搬型代替低圧電源車，ケーブル，可搬型整流

器）及び可搬型代替注水ポンプ（可搬型代替注水大型ポンプ，

可搬型代替注水中型ポンプ，ホース）は，必要となる容量を

有する設備を 2セット，故障時のバックアップ及び保守点検

による待機除外時のバックアップとして予備を配備する。 

1. 可搬型重大事故等対処設備の保有数の分類について

可搬型重大事故等対処設備の配備数は「２ｎ＋α」，「ｎ＋α」，

「ｎ」設備に分類し，それらを屋外設備であれば第１～第４保管

エリアのいずれか２箇所以上に，屋内設備であれば建物内の複数

箇所に，分散配置することにより多重化，多様化を図る設計とす

る。 

なお，保管場所に配備する可搬型設備は，必要により地震によ

る転倒防止及び竜巻による飛散防止を考慮した固縛又は固定を

実施していることから，隣接する可搬型設備及びアクセスルート

に影響を与えることはない。 

タンクローリの背後搭載タンクは，空状態で保管する。

(1) 「２ｎ＋α」の可搬型重大事故等対処設備

原子炉建物外から水・電力を供給する可搬型代替交流電源

設備（高圧発電機車）・可搬型代替注水ポンプ（大量送水車）・

原子炉補機代替冷却系・大型送水ポンプ車については，必要

となる容量を有する設備を１基あたり２セット及び予備を保

有し，第１～第４保管エリアのいずれか２箇所以上にそれぞ

れ分散配置する。 

・記載方針の相違

【柏崎 6/7】 

・対象設備の相違

【東海第二】 

島根２号炉の可搬型

代替直流電源設備と

可搬型代替交流電源

設備はともに高圧発

電機車を電源として

おり，可搬型設備の

範囲が同一であるた

め，可搬型代替直流

電源設備を個別に記

載していない。また，

東海第二では，常設

設備である緊急海水

系を有しているた

め，原子炉補機代替

冷却系を保有してい

ない。 
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(2)「n＋α」の可搬型重大事故等対処設備

負荷に直接接続する，高圧窒素ガスボンベ・逃がし安全

弁用可搬型蓄電池・遠隔空気駆動弁操作用ボンベについて

は，必要となる容量を有する設備を 1 基あたり 1 セット及

び予備を保有し，原子炉建屋内にそれぞれ分散配置する。 

(3)「n」の可搬型重大事故等対処設備

上記以外の可搬型重大事故等対処設備は，必要となる容

量を有する設備を 1 基あたり 1 セットに加え，プラントの

安全性向上の観点から，設備の信頼度等を考慮し，予備を

確保する。 

ただし，ホース及びケーブルについては，待機除外せずに

目視確認等により保守点検を行うことから，故障時のバック

アップのみ予備を配備する。

必要となる容量を有する設備の2セットは西側及び南側保

管場所にそれぞれ分散配置し，予備は予備機置場に配備す

る。ただし，ホース，ケーブル，可搬型整流器の予備は西側

及び南側保管場所に配備する。 

なお，西側又は南側保管場所の必要となる容量を有する設

備の点検を行う場合は，予備を西側又は南側保管場所に配備

後に点検を行うことにより，西側及び南側保管場所に必要と

なる容量を有する設備は 2セット確保される。 

また，使用済燃料プールへのスプレイのために原子炉建屋

内で使用する設備は，必要となる容量を有する設備を2セッ

ト及び予備を配備し，原子炉建屋内に分散配置する。

(2)「N＋α」の可搬型重大事故等対処設備

負荷に直接接続する高圧窒素ボンベ及び逃がし安全弁用

可搬型蓄電池については，必要となる容量を有する設備を1

セット及び予備を保有し，原子炉建屋内に配置する。

(3)「N」の可搬型重大事故等対処設備

上記以外の可搬型設備は，必要となる容量を有する設備 1

セットに加えプラントの安全性向上の観点から，設備の信頼

度等を考慮し，必要となる容量を有する設備 1セット分並び

に必要に応じて故障時のバックアップ及び保守点検による

なお，第１～第４保管エリアの必要となる容量を有する設備

の点検を行う場合は，点検する設備の保管場所に予備を配備後

に点検を行うことにより，第１～第４保管エリアに必要となる

容量を有する設備は２セット確保される。 

また，燃料プールへのスプレイのために原子炉建物内で使用

する設備は，必要となる容量を有する設備を2セット及び予備

を配備し，原子炉建物内に分散配置する。 

(2) 「ｎ＋α」の可搬型重大事故等対処設備

負荷に直接接続する，逃がし安全弁用窒素ガスボンベ，主

蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室）については，必要と

なる容量を有する設備を１基あたり１セット及び予備を保有

し，原子炉建物内にそれぞれ分散配置する。 

(3) 「ｎ」の可搬型重大事故等対処設備

上記以外の可搬型重大事故等対処設備は，必要となる容量

を有する設備を１基あたり１セットに加え，プラントの安全

性向上の観点から，設備の信頼度等を考慮し，予備を確保す

る。 

・運用の相違

【東海第二】 

島根２号炉では，ホ

ース及びケーブルに

ついても保守点検に

よる待機除外時のバ

ックアップを考慮

し，予備を保有して

いる（以下，①の相

違） 

・記載方針の相違

【柏崎 6/7】 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉では，東

海第二と同様に，燃

料プールスプレイ系

（可搬型スプレイノ

ズル）に使用する可

搬型スプレイノズル

及びホースを２ｎ＋

αの対象設備とし，

原子炉建物内に分散

配置する。 
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また，「ｎ」の屋外保管設備についても，共通要因による

機能喪失を考慮し，荒浜側高台保管場所・大湊側高台保管

場所・5 号炉東側保管場所・5 号炉東側第二保管場所のい

ずれか 2 箇所以上に分散配置する。 

図 1 可搬型重大事故等対処設備の分類 

待機除外時のバックアップの予備を配備する。ただし，ホー

スについては，保守点検が目視確認等であり，保守点検時に

待機除外とならないため，故障時のバックアップとして予備

を配備する。 

必要となる容量を有する設備は西側保管場所，予備は南側

保管場所，予備機置場に配備する。 

また，「N」設備は，共通要因による機能喪失を考慮し，

西側及び南側保管場所に必要となる容量を有する設備 1セッ

トと予備 1セットを分散配置し，故障時のバックアップ及び

保守点検による待機除外時のバックアップの予備は西側保

管場所，南側保管場所又は予備機置場に配備する。 

なお，サポートに使用される可搬型設備（タンクローリ， 

ホイールローダ）については，サポートする対象となる設備

と同じ保管場所への配備を基本とする。 

第43.4-1表 可搬型設備の分類 

また，「ｎ」の屋外保管設備についても，共通要因による機

能喪失を考慮し，第１～第４保管エリアのいずれか２箇所以

上に分散配置する。 

図１ 可搬型重大事故等対処設備の分類 

・運用の相違

【東海第二】 

①の相違

・運用の相違

【東海第二】 

島根２号炉では，い

ずれの保管場所にお

いても可搬型重大事

故等対処設備として

の要求を満足するこ

とから，サポート対

象設備と同じ箇所と

する必要はない 

・対象設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】
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2. 可搬型重大事故等対処設備の必要数の考え方について

1 基あたりの必要となる容量は，設置許可基準規則解釈 43

条 5(c)において「当該原子炉において想定する重大事故等にお

いて、炉心損傷防止及び格納容器破損防止等のために有効に必

要な機能を果たすことができる容量」と示されている。ここで

「想定する重大事故等」とは，同解釈 43 条 1 において「第３

７条において想定する事故シーケンスグループ（炉心の著しい

損傷後の原子炉格納容器の機能に期待できるものにあっては、

計画された対策が想定するもの。）、想定する格納容器破損モー

ド、使用済燃料貯蔵槽内における想定事故及び想定する運転停

止中事故シーケンスグループ」と示されていることから，重大

事故等対策の有効性評価において想定しているプラント状態を

考慮して必要となる容量を算出する必要がある。 

一方，可搬型重大事故等対処設備は，その特性上，重大事故

等発生後早期に使用することはできないため，重大事故等に対

する初期対応は常設設備によって行うことが基本となる。従っ

て，可搬型重大事故等対処設備は，重大事故等発生から一定時

間経過後に常設設備に加えて使用する場合，もしくは更なる安

全性向上のために常設設備のバックアップとして待機する場合

に期待することとなる。この特性も勘案して必要となる容量を

算出する必要がある。ただし，設備設計等の考慮により常設設

備と同等程度の即応性を確保できる場合は，重大事故等発生後

早期に使用できるものとして必要となる容量を算出することも

可能である。 

また，設置許可基準規則第三章（重大事故等対処施設）にお

いては，可搬型重大事故等対処設備の設置を必須のものとして

要求する条文と，必須ではないが当該設備の機能に期待するこ

とのできる設備の設置を要求する条文が存在する。この要求の

相違も踏まえて必要となる容量を算出する必要がある。 

2. 可搬型重大事故等対処設備の必要数の考え方について

必要となる容量は，設置許可基準規則解釈43条5(c)において

「当該原子炉において想定する重大事故等において，炉心損傷

防止及び格納容器破損防止等のために有効に必要な機能を果

たすことができる容量」と示されている。ここで「想定する重

大事故等」とは，同解釈43条1において「第37条において想定

する事故シーケンスグループ（炉心の著しい損傷後の原子炉格

納容器の機能に期待できるものにあっては，計画された対策が

想定するもの。），想定する格納容器破損モード，使用済燃料

貯蔵槽内における想定事故及び想定する運転停止中事故シー

ケンスグループ」と示されていることから，重大事故等対策の

有効性評価において想定しているプラント状態を考慮して必

要となる容量を算出する必要がある。 

  一方，可搬型重大事故等対処設備は，その特性上，重大事故

等発生後早期に使用することはできないため，重大事故等に対

する初期対応は常設設備によって行うこととなる。したがっ

て，可搬型重大事故等対処設備は，重大事故等発生から一定時

間経過後に常設設備に加えて使用する場合，もしくは更なる安

全性向上のために常設設備の予備として待機する場合に期待

することとなる。この特性も勘案して必要となる容量を算出す

る必要がある。 

  また，設置許可基準規則第三章（重大事故等対処施設）にお

いては，可搬型重大事故等対処設備の設置を必須のものとして

要求する条文と，必須ではないが当該設備の機能に期待するこ

とのできる設備の設置を要求する条文が存在する。この要求の

相違も踏まえて必要となる容量を算出する必要がある。 

2. 可搬型重大事故等対処設備の必要数の考え方について

１基あたりの必要となる容量は，設置許可基準規則解釈第 43

条 5(c)において「当該原子炉において想定する重大事故等におい

て，炉心損傷防止及び格納容器破損防止等のために有効に必要な

機能を果たすことができる容量」と示されている。ここで「想定

する重大事故等」とは，同解釈第 43 条１において「第 37 条にお

いて想定する事故シーケンスグループ（炉心の著しい損傷後の原

子炉格納容器の機能に期待できるものにあっては、計画された対

策が想定するもの。）、想定する格納容器破損モード、使用済燃料

貯蔵槽内における想定事故及び想定する運転停止中事故シーケン

スグループ」と示されていることから，重大事故等対策の有効性

評価において想定しているプラント状態を考慮して必要となる容

量を算出する必要がある。 

一方，可搬型重大事故等対処設備は，その特性上，重大事故等

発生後早期に使用することはできないため，重大事故等に対する

初期対応は常設設備によって行うことが基本となる。従って，可

搬型重大事故等対処設備は，重大事故等発生から一定時間経過後

に常設設備に加えて使用する場合，もしくは更なる安全性向上の

ために常設設備のバックアップとして待機する場合に期待するこ

ととなる。この特性も勘案して必要となる容量を算出する必要が

ある。ただし，設備設計等の考慮により常設設備と同等程度の即

応性を確保できる場合は，重大事故等発生後早期に使用できるも

のとして必要となる容量を算出することも可能である。 

また，設置許可基準規則第三章（重大事故等対処施設）におい

ては，可搬型重大事故等対処設備の設置を必須のものとして要求

する条文と，必須ではないが当該設備の機能に期待することので

きる設備の設置を要求する条文が存在する。この要求の相違も踏

まえて必要となる容量を算出する必要がある。 

・記載方針の相違

【東海第二】
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図 2 可搬型重大事故等対処設備の必要数算出における考慮事項 

これらの点に着目して必要となる容量を算出した結果を以下

に示す。 

(1) 可搬型代替交流電源設備（電源車）

可搬型代替交流電源設備（電源車）については，原子炉建

屋の外側から電力を供給する可搬型重大事故等対処設備であ

り，重大事故の防止及び影響緩和の観点から故障時の影響が

大きい重要な設備であることから，1.(1)に示す「2n＋α」の

対象施設と考える。本設備の台数を表 8(1)に示す。 

重大事故等対策の有効性評価において，本設備が担う交流

電源の代替機能を要求するのは，外部電源ならびに非常用デ

ィーゼル発電機による給電に失敗している状態，もしくは建

屋外の電動設備に給電する必要のある状態である。 

  可搬型重大事故等対処設備の必要数算出における考慮事項

を，第43.4-1図に示す。 

第43.4-1図 可搬型重大事故等対処設備の必要数算出における

考慮事項 

  これらの点に着目して必要となる容量を算出した結果を以

下に示す。 

(1) 可搬型代替低圧電源車及び可搬型整流器

可搬型代替交流電源設備（可搬型代替低圧電源車）及び可

搬型代替直流電源設備（可搬型代替低圧電源車，可搬型整流

器）については，原子炉建屋の外側から電力を供給する可搬

型重大事故等対処設備であり，重大事故の防止及び影響緩和

の観点から故障時の影響が大きい重要な設備であることか

ら，1.(1)に示す「2N＋α」の対象施設と考える。本設備の

台数を，第43.4-5表(1)に示す。 

重大事故等対策の有効性評価において，本設備が担う代替

機能が要求されるのは，外部電源による給電に失敗している

状態である。 

図２ 可搬型重大事故等対処設備の必要数算出における考慮事項 

これらの点に着目して必要となる容量を算出した結果を以下

に示す。 

(1) 可搬型代替交流電源設備（高圧発電機車）

可搬型代替交流電源設備（高圧発電機車）については，原子

炉建物の外側から電力を供給する可搬型重大事故等対処設備

であり，重大事故の防止及び影響緩和の観点から故障時の影響

が大きい重要な設備であることから，1.(1)に示す「２ｎ＋α」

の対象施設と考える。本設備の台数を表７(1)に示す。 

重大事故等対策の有効性評価において，本設備が担う交流電

源の代替機能を要求するのは，外部電源による給電に失敗して

いる状態である。 

・設備の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，常設

の充電器盤を用いる

ことから可搬型整流

器は使用しない（以

下，②の相違） 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は非常用

ディーゼル発電機が

使用可能でも代替所

内電気設備（緊急用

M/C～SA1,2-C/C）へ

の電源供給は代替交

流電源設備から行う

設計としている。ま

た，柏崎 6/7 は屋外

の代替原子炉補機冷

却系への電源供給に

可搬型代替交流電源

設備を使用するが，
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前者の状態に対しては，早期の電源復旧が必須であること

から，常設代替交流電源設備による給電によって対応する。

従って，低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）等への電

源供給については，常設代替交流電源設備を期待し，本設備

に期待するのは更なる安全性向上のためにバックアップとし

て待機する場合である。 

後者の状態に対しては，可搬型代替交流電源設備（電源車）

による給電を待つことが可能である。 

従って，代替原子炉補機冷却系への電源供給については，

本設備を期待する。 

このとき，1 基あたり 2 台が必要となる。 

なお，低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）等への電

源供給と代替原子炉補機冷却系への電源供給を同時に行う状

態として，格納容器過圧・過温破損シナリオにおける代替循

環冷却系の実施がある。このシナリオは初期対応における常

設代替交流電源設備からの給電に成功して初めて成立するも

のであるため，前述の通り，低圧代替注水系（常設）（復水移

送ポンプ）等への電源供給は常設代替交流電源設備からの給

電とし，代替循環冷却系（熱交換器ユニット）への電源供給

は可搬型代替交流電源設備（電源車）によって実施する。 

この状態においては，早期の代替交流電源の復旧が必要と

なる場合があることから，常設代替交流電源設備による給電

によって対応する。このため，本設備に期待するのは更なる

安全性向上のために予備として待機する場合である。 

このとき，早期の電源復旧が必須であることから，常設代替

交流電源設備による給電によって対応する。従って，低圧原子

炉代替注水系（常設）等への電源供給については，常設代替交

流電源設備を期待し，本設備に期待するのは更なる安全性向上

のためにバックアップとして待機する場合である。 

従って，ガスタービン発電機が使用不可能の場合のバックア

ップ電源として，本設備を期待する。 

このとき，３台が必要となる。 

島根２号炉は同様の

設備に常設代替交流

電源設備から電源供

給を行う設計として

いる（以下，③の相

違） 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

③の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

設備仕様の相違 

・記載方針の相違

【東海第二】 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉では高圧

発電機車を有効性評

価において期待しな

い 
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図 3 重大事故等対策の有効性評価における給電対象 

一方，設置許可基準規則第三章（重大事故等対処施設）に

おいて，代替電源設備を要求しているのは表 1 に示す 14 条

文である。 

表 1 代替電源設備を要求している条文 

一方，設置許可基準規則第三章（重大事故等対処施設）に

おいて，代替電源設備を要求しているのは，第43.4-2表に示

す14条文である。 

第43.4-2表 代替電源設備を要求している条文（１／２） 

第43.4-2表 代替電源設備を要求している条文（２／２） 

図３ 重大事故等対策の有効性評価における給電対象 

一方，設置許可基準規則第三章（重大事故等対処施設）にお

いて，代替電源設備を要求しているのは表１に示す 14 条文で

ある。 

表１ 代替電源設備を要求している条文 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

・記載方針の相違

【東海第二】 

・記載表現の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，可搬

型代替交流電源設備

を「必須のものとし

て要求している条

文」を明示するため

に赤字としている 
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このうち，可搬型代替交流電源設備を必須のものとして要

求している条文は 45 条，46 条，57 条である。なお，45 条

における要求は，人力による高圧代替注水系等の起動及び十

分な期間の運転継続が容易に行えることから 6 号及び 7 号

炉については除外されるが，ここでは容量算定の観点から，

当該要求も加味する。 

45 条及び 57 条の可搬型代替直流電源設備に期待する場合

は，高圧代替注水系による原子炉注水を継続しつつ，各種計

測設備による状態監視を続けている状態である。 

一方，46 条の可搬型代替直流電源設備に期待する場合は，

減圧操作を行う場合であり，同時に 57 条の可搬型代替交流

電源設備等に期待して低圧代替注水系（常設）による原子炉

注水を行いつつ，各種計測設備による状態監視を続けている

状態である。 

これらは同時に発生することなく，いずれも 1 基あたり 2 

台以下の可搬型代替交流電源設備（電源車）にて実施可能で

ある。 

このうち，可搬型代替交流電源設備を必須のものとして要

求している条文は45条，46条，57条である。なお，45条にお

ける要求は，人力による原子炉隔離時冷却系等の起動及び十

分な期間の運転継続が容易であるが，ここでは容量算定の観

点から，当該要求も加味する。 

  この状態での対応は，2台の可搬型代替低圧電源車にて実

施可能である。 

一方，45条，46条及び57条の可搬型代替直流電源設備に期

待する場合は，原子炉隔離時冷却系等から低圧代替注水系

（可搬型）による原子炉注水継続に移行し，各種計測設備に

よる状態監視を続けている状態である。 

この状態での対応は，1台の可搬型代替低圧電源車及び4台

の可搬型整流器にて実施可能である。 

このうち，可搬型代替交流電源設備を必須のものとして要求

している条文は 45 条，46 条，57 条である。なお，45 条にお

ける要求は，人力による高圧原子炉代替注水系等の起動及び十

分な期間の運転継続が容易に行えることから除外されるが，こ

こでは容量算定の観点から，当該要求も加味する。 

45条及び 57条の可搬型直流電源設備に期待する場合は，高

圧原子炉代替注水系による原子炉注水を継続しつつ，各種計測

設備による監視状態を続けている状態である。 

一方，46 条の可搬型直流電源設備に期待する場合は，減圧

操作を行う場合であり，高圧原子炉代替注水系等から低圧原子

炉代替注水系（可搬型）による原子炉注水継続に移行し，各種

計測設備による監視状態を続けている状態である。 

これらは同時に発生することなく，いずれも，３台以下の可

搬型代替交流電源設備（高圧発電機車）にて実施可能である。 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は単独申

請（以下，④の相違） 

・資料構成の相違

【東海第二】 

東海第二は２段落後

に 45 条，46 条，57

条の可搬型代替直流

電源設備のことをあ

わせて記載している 

・資料構成の相違

【東海第二】 

島根２号炉は２段落

後に必要台数を記載

している 

・資料構成の相違

【東海第二】 

島根２号炉は１段落

前に記載している 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の低圧原

子炉代替注水系（常

設）は常設代替交流

電源設備で運転を行

い，その場合は可搬

型直流電源設備は不

要のため想定する状

態が異なる 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

設備仕様の相違 

・設備の相違

【東海第二】
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図 4 条文毎の給電対象 

以上の有効性評価における必要数，ならびに条文毎の最大

必要数から，必要となる容量は 1 基あたり 2 台となる。 

上述の通り，本設備は「2n＋α」の対象施設となることか

ら，2 セットを準備することが必要であるため，1 基あたり

2 台×2 セット＝4 台が必要となる。従って，6 号及び 7 号

炉合計で 8 台が必要数となる。 

(2) 可搬型代替注水ポンプ（消防車）

可搬型代替注水ポンプ（消防車）については，原子炉建屋

の外側から水を供給する可搬型重大事故等対処設備であり，

重大事故の防止及び影響緩和の観点から故障時の影響が大き

い重要な設備であることから，1.(1)に示す「2n＋α」の対象

施設と考える。本設備の台数を表 8(1)に示す。 

重大事故等対策の有効性評価において，本設備が担う機能

を要求するのは，注水機能を有する設計基準対象施設が機能

喪失している状態，設計基準対象施設が有していない注水機

能が必要な状態，もしくは水源を補給する必要のある状態で

ある。 

第 43.4-2図 条文毎の給電対象 

以上の条文毎の最大必要数から，可搬型代替交流電源設備

として可搬型代替低圧電源車の必要となる容量は2台とな

る。また，可搬型代替直流電源設備として可搬型代替低圧電

源車の必要となる容量は1台，可搬型整流器の必要となる容

量は4台となる。 

上述のとおり，本設備は「2N+α」の対象施設となること

から，2セットを準備することが必要であるため，可搬型代

替低圧電源車は，2台×2セット=4台，可搬型整流器は，4台

×2セット=8台が必要となる。 

(2) 可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプ

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポン

プについては，原子炉建屋の外側から水を供給する用途を有

する可搬型重大事故等対処設備であり，重大事故の防止及び

影響緩和の観点から故障時の影響が大きい重要な設備であ

ることから，1.(1)に示す「2N＋α」の対象施設と考える。

本設備の個数を，第43.4-6表(1)に示す。 

重大事故等対策の有効性評価において，本設備が担う機能

が要求されるのは，原子炉圧力容器への注水及び格納容器ス

プレイ機能を有する設計基準対象施設が機能喪失している

状態である。 

図４ 条文毎の給電対象 

以上の有効性評価における必要数，ならびに条文毎の最大必

要数から，必要となる容量は３台となる。 

上述の通り，本設備は「２ｎ＋α」の対象施設となることか

ら，２セットを準備することが必要であるため，３台×２セッ

ト＝６台が必要数となる。

(2) 可搬型代替注水ポンプ（大量送水車）

可搬型代替注水ポンプ（大量送水車）については，原子炉建

物の外側から水を供給する可搬型重大事故等対処設備であり，

重大事故の防止及び影響緩和の観点から故障時の影響が大き

い重要な設備であることから，1.(1)に示す「２ｎ＋α」の対

象施設と考える。本設備の台数を表７(1)に示す。 

重大事故等対策の有効性評価において，本設備が担う機能を

要求するのは，原子炉圧力容器への注水及び格納容器スプレイ

機能を有する設計基準対象施設が機能喪失している状態，設計

基準対象施設が有していない注水機能が必要な状態，もしくは

水源を補給する必要のある状態である。 

②の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

設備仕様の相違 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

設備仕様の相違 

・設備の相違

【東海第二】 

②の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

④の相違

・有効性評価の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

評価条件の違いによ

り，要求する機能が

131



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

炉心への注水・格納容器へのスプレイ機能を有する設計基

準対象施設が機能喪失している状態に対しては早期の機能回

復が必須であることから，低圧代替注水系（常設）（復水移送

ポンプ）等の常設設備による注水・スプレイによって対応す

る。従って，本設備に期待するのは更なる安全性向上のため

にバックアップとして待機する場合である。 

ただし，5 号炉東側第二保管場所に配備する等の考慮を行

うことにより，可搬型代替注水ポンプ（消防車）による早期

の機能回復を可能とする場合は，本設備を期待する。このと

き，常設設備の復旧後は中断も可能ではあるが，1 基あたり

4 台が必要となる。 

格納容器内への注水のうち設計基準対象施設が有していな

い機能である格納容器下部への注水が必要な状態に対して

は，事象進展によっては早期の対応が必要であることから，

格納容器下部注水系（常設）による注水によって対応する。

従って，本設備に期待するのは更なる安全性向上のためにバ

ックアップとして待機する場合，もしくは事象進展が遅く可

搬型代替注水ポンプ（消防車）による注水を待つことが可能

な場合である。このとき，間欠使用による対応も可能ではあ

るが，1 基あたり 4 台が必要となる。 

原子炉圧力容器への注水及び格納容器スプレイ機能を有

する設計基準対象施設が機能喪失している状態に対しては，

早期に代替する機能の確保が必要であることから，低圧代替

注水系（常設）である常設低圧代替注水系ポンプ等の常設設

備によって対応することとなる。 

ただし，以下の場合については，本設備による原子炉圧力

容器への注水等に期待する。 

  ａ．全交流動力電源喪失及び津波浸水による注水機能喪失 

 全交流動力電源喪失及び津波浸水による最終ヒートシ

ンク喪失では，原子炉隔離時冷却系又は高圧代替注水系に

よる原子炉圧力容器への注水を確保するものの，事象発生

24時間は交流動力電源に期待しない条件を想定すること

から，可搬型代替注水中型ポンプ1セット2個を使用した高

所東側接続口又は高所西側接続口からの原子炉注水等に

期待する。 

炉心への注水機能を有する設計基準対象施設が機能喪失し

ている状態に対しては早期の機能回復が必須であることから，

低圧原子炉代替注水系（常設）等の常設設備による注水によっ

て対応する。従って，本設備に期待するのは更なる安全性向上

のためにバックアップとして待機する場合である。 

ただし，全交流動力電源喪失等で低圧原子炉代替注水系（常

設）等の常設設備の早期の機能回復が出来ない場合は，本設備

を期待する。このとき，常設設備の復旧後は中断も可能ではあ

るが，１台が必要となる。 

格納容器へのスプレイ機能を有する設計基準対象施設が機

能喪失している状態に対しては，事象進展によっては早期の対

応が必要であることから，格納容器代替スプレイ系（常設）に

よる格納容器スプレイによって対応する。従って，本設備に期

待するのは更なる安全性向上のためにバックアップとして期

待する場合，もしくは事象進展が遅く可搬型代替注水ポンプ

（大量送水車）による給水を待つことが可能な場合である。こ

のとき，常設設備の復旧後は中断も可能ではあるが１台が必要

となる。 

格納容器内への注水のうち設計基準対象施設が有していな

い機能である格納容器下部への注水が必要な状態に対しては，

事象進展によっては早期の対応が必要であることから，ペデス

タル代替注水系（常設）による注水によって対応する。従って，

本設備に期待するのは更なる安全性向上のためにバックアッ

プとして待機する場合，もしくは事象進展が遅く可搬型代替注

水ポンプ（大量送水車）による給水を待つことが可能な場合で

ある。このとき，間欠使用による対応も可能ではあるが，１台

が必要となる。 

異なる 

・資料構成の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉では格納

容器スプレイの説明

を分けて記載 

・設備を期待する条件

の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

設備仕様の相違 

・資料構成の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，１段

落上に記載 

・資料構成の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉では格納

容器スプレイの説明

を分けて記載 

・有効性評価の相違

【東海第二】 

評価条件の違いによ

り，要求する機能が

異なる 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 
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使用済燃料プールへの注水機能を有する設計基準対象施設

が機能喪失している状態に対しては，使用済燃料プールに貯

蔵しうる燃料の崩壊熱と使用済燃料プール内の水量との関係

から，可搬型代替注水ポンプ（消防車）による給水を待つこ

とが可能である。従って，使用済燃料プールへの注水につい

ては，本設備を期待する。このとき，間欠使用による対応も

可能ではあるが，1 基あたり 4 台が必要となる。 

水源を補給する必要のある状態に対しては，設計基準対象

施設である復水貯蔵槽が有する水量と各シナリオにおける水

の使用量との関係から，可搬型代替注水ポンプ（消防車）に

よる給水を待つことが可能である。従って，復水貯蔵槽への

水源補給については，本設備を期待する。このとき，一時中

断も可能ではあるが，1 基あたり 4台が必要となる。 

図 5 重大事故等対策の有効性評価における給水対象 

これらの可搬型代替注水ポンプによる給水は同時に実施す

る可能性もあるが，いずれも間欠使用による対応または常設

  ｂ．想定事故１及び想定事故２ 

想定事故１及び想定事故２では，常設低圧代替注水系ポ

ンプを使用した使用済燃料プール注水に期待することも

できるが，評価上，可搬型代替注水中型ポンプ1セット2個

を使用した高所東側接続口又は高所西側接続口からの使

用済燃料プールへの注水に期待する。なお，原子炉運転中

に想定事故１又は想定事故２が発生した場合については，

常設低圧代替注水系ポンプ等によって対応するため，本設

備に期待するのは更なる安全性向上のために予備として

待機する場合である。 

 水源を補給する必要のある事象は，代替淡水貯槽を水源

とした常設低圧代替注水系ポンプによる原子炉注水等及

び格納容器圧力逃がし装置を使用した格納容器ベントを

実施する事象であり，西側淡水貯水設備を水源とした可搬

型代替注水中型ポンプ1個を使用した代替淡水貯槽への補

給に期待する。この場合，可搬型代替注水中型ポンプ1個

を使用した高所東側接続口又は高所西側接続口からの原

子炉注水等を行っていないため，ａ．及びｂ．で使用を想

定する可搬型代替注水中型ポンプを使用することとなる。 

第 43.4-3図 重大事故等対策の有効性評価における給水対象 

燃料プールへの注水機能を有する設計基準対象施設が機能

喪失している状態に対しては，燃料プールに貯蔵しうる燃料の

崩壊熱と燃料プール内の水量との関係から，可搬型代替注水ポ

ンプ（大量送水車）による給水を待つことが可能である。従っ

て，燃料プールへの注水については，本設備を期待する。この

とき，間欠使用による対応も可能ではあるが，１台が必要とな

る。 

水源を補給する必要のある状態に対しては，重大事故等対処

設備である低圧原子炉代替注水槽が有する水量と各シナリオ

における水の使用量との関係から，可搬型代替注水ポンプ（大

量送水車）による給水を待つことが可能である。従って，低圧

原子炉代替注水槽への水源補給については，本設備を期待す

る。このとき，一時中断も可能ではあるが，１台が必要となる。 

図５ 重大事故等対策の有効性評価における給水対象 

これらの可搬型代替注水ポンプによる給水は同時に実施す

る可能性もあるが，いずれも間欠使用による対応または常設設

設備仕様の相違 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

設備仕様の相違 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

設備仕様の相違 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

・記載方針の相違

【東海第二】
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設備復旧による中断が可能なものであり，復水貯蔵槽に十分

な淡水が貯蔵でき，炉心注水・格納容器スプレイのための常

設設備の復旧ができた段階で淡水補給等を一時中断すること

で対応可能である。水使用の観点から厳しいシナリオとなる

格納容器過圧・過温破損シナリオ（代替循環冷却を使用しな

い場合）の復水貯蔵槽の水量変化を図 6 に示す。 

図 6 復水貯蔵槽の水量変化 

（格納容器過圧・過温シナリオ（代替循環冷却を使用しない場合）） 

また，復水貯蔵槽の水量の観点から厳しいシナリオとなる

高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱（DCH），原子炉圧

力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用（FCI）及び溶融炉心・

コンクリート相互作用（MCCI）シナリオにおける復水貯蔵槽

の水量変化を図 7 に示す。 

備復旧による中断が可能なものであり，低圧原子炉代替注水槽

に十分な淡水が貯蔵でき，炉心注水・格納容器スプレイ・格納

容器下部注水のための常設設備の復旧ができた段階で淡水補

給等を一時中断することで対応可能である。水使用の観点及び

低圧原子炉代替注水槽の水量の観点から厳しいシナリオとな

る格納容器過圧・過温破損シナリオ（残留熱代替除去系を使用

しない場合）の低圧原子炉代替注水槽の水量変化を図６に示

す。 

図６ 低圧原子炉代替注水槽の水量変化 

（格納容器過圧・過温破損シナリオ（残留熱代替除去系を使用しな

い場合）） 

・記載方針の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，“水量

の観点”と “水使用

の観点”で厳しいシ

ナリオが同一となる

ため，まとめて記載 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

・記載方針の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，“水量

の観点”と “水使用

の観点”で厳しいシ

ナリオが同一となる

ため，前段落にまと

めて記載 
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図 7 復水貯蔵槽の水量変化（DCH，FCI，MCCI シナリオ） 

これらの復水貯蔵槽への補給に対して，使用済燃料プール

への注水は，仮に原子炉停止中の重大事故等対策の有効性評

価の想定事故１または２が発生したとしても，燃料有効長頂

部まで水位が低下するまでの時間はいずれも 3 日以上であ

り，図 6 及び図 7 右端より後の復水貯蔵槽水位回復後に対応

可能である。かつ，7 日間合計でも最大で約 3,300m3（45m3/h 

で注水した場合でも 3 日強で注水可能）と十分余裕のできる

使用量である。 

可搬型代替注水ポンプ（消防車）を用いた格納容器下部へ

の注水は間欠使用による対応が可能なものであり，かつ，

180m3 相当と十分余裕のできる使用量である。 

従って，前述の通り，復水貯蔵槽に十分な淡水が貯蔵でき，

炉心注水・格納容器スプレイのための常設設備の復旧ができ

た段階で淡水補給等を一時中断することでいずれも対応可能

である。 

一方，設置許可基準規則第三章（重大事故等対処施設）に

おいて，代替注水等設備を要求しているのは表 2 に示す 5 条

文である。 

一方，設置許可基準規則第三章（重大事故等対処施設）に

おいて，代替注水等設備を要求しているのは，第43.4-3表に

示す5条文である。 

低圧原子炉代替注水槽への補給に対して，燃料プールへの注

水は，仮に原子炉停止中の重大事故等対策の有効性評価の想定

事故１または２が発生したとしても，燃料有効長頂部まで水位

が低下するまでの時間はいずれも３日以上であり，図６の低圧

原子炉代替注水槽水位回復後に対応可能である。かつ，７日間

合計でも最大で約 2,100m3（48m3/hで注水した場合でも約２日

で注水可能）と十分余裕のできる使用量である。 

従って，前述の通り，低圧原子炉代替注水槽に十分な淡水が

貯蔵でき，炉心注水・格納容器スプレイ・格納容器下部注水の

ための常設設備の復旧ができた段階で淡水補給等を一時中断

することでいずれも対応可能である。 

一方，設置許可基準規則第三章（重大事故等対処施設）にお

いて，代替注水等設備を要求しているのは表２に示す８条文で

ある。 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

設備の相違による必

要流量の相違 

・有効性評価の相違

【柏崎 6/7】 

シナリオの相違
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表 2 代替注水等設備を要求している条文 

このうち，可搬型代替注水等設備を必須のものとして要求

している条文は 47 条，54条である。 

47 条の可搬型代替注水設備に期待する場合は，低圧代替注

水系（常設）等の常設設備による原子炉注水に失敗している

状態であり，可搬型代替注水ポンプによる原子炉注水を続け

ている状態である。重大事故等発生時点においては期待でき

ないものであり，かつ初期の低圧代替注水系（常設）等の常

設設備による原子炉注水に成功しなければ基本的には燃料損

傷防止・格納容器破損防止が成立しないことから，条文上要

求されているものではあるが，更なる安全性向上のためのバ

ックアップという位置付けとなる。 

ただし，5 号炉東側第二保管場所に配備する等の考慮を行

うことにより，可搬型代替注水ポンプ（消防車）による早期

の機能回復を可能とする場合は，本設備による燃料損傷防

止・格納容器破損防止も成立する。このための必要数は 1 基

あたり 4 台である。 

一方，54 条の可搬型代替注水設備に期待する場合は，崩壊

熱等によって徐々に減少する使用済燃料プール水位を維持す

るために間欠使用による対応も可能な状態である。このため

の必要数は 1 基あたり 4 台であり，前述の通り復水貯蔵槽へ

の補給等と同時に発生しても復水貯蔵槽への補給等を一時中

断することで対応可能である。 

第43.4-3表 代替注水等設備を要求している条文 

このうち，可搬型代替注水等設備を必須のものとして要求

している条文は47条，54条である。 

47条の可搬型代替注水設備に期待する場合は，ａ．及びｂ．

に記載する可搬型代替注水中型ポンプに期待する場合であ

る。このための必要数は可搬型代替注水中型ポンプ1セット2

個（高所東側接続口又は高所西側接続口を使用）である。な

お，燃料損傷防止・格納容器破損防止が成立しない場合もあ

るが，可搬型代替注水大型ポンプを用いた対策も整備する。

このための必要数は可搬型代替注水大型ポンプ1セット1個

（東側接続口又は西側接続口を使用）である。 

また，54条の可搬型代替注水設備に期待する状態は，崩壊

熱等によって徐々に減少する使用済燃料プール水位を維持

するために間欠的に注水を行っている状態である。このため

の必要数は可搬型代替注水中型ポンプ2個（高所東側接続口

又は高所西側接続口を使用）又は可搬型代替注水大型ポンプ

1セット1個（東側接続口又は西側接続口を使用）である。こ

こで，可搬型代替注水設備及び接続口は47条と兼用している

ことから，47条の必要数に包含される。 

表２ 代替注水等設備を要求している条文 

このうち，可搬型代替注水等設備を必須のものとして要求し

ているのは 47条，54 条である。 

47 条の可搬型注水設備に期待する場合は，低圧原子炉代替

注水系（常設）等の常設設備による原子炉注水に失敗している

状態であり，可搬型代替注水ポンプによる原子炉注水を続けて

いる状態である。重大事故等発生時点においては期待できない

ものであり，かつ初期の低圧原子炉代替注水系（常設）等の常

設設備による原子炉注水に成功しなければ基本的には燃料損

傷防止・格納容器破損防止が成立しないことから，条文上要求

されているものではあるが，更なる安全性向上のためのバック

アップという位置づけとなる。

ただし，全交流動力電源喪失等で低圧原子炉代替注水系（常

設）等の常設設備の早期の機能回復が出来ない場合は，本設備

による燃料損傷防止・格納容器破損防止も成立する。このため

の必要数は１台である。 

一方，54 条の可搬型代替注水設備に期待する場合は，崩壊

熱等によって徐々に減少する燃料プール水位を維持するため

に間欠使用による対応も可能な状態である。このための必要数

は１台であり，前述のとおり，低圧原子炉代替注水槽への補給

等と同時に発生しても低圧原子炉代替注水槽への補給を一時

中断することで対応可能である。 

・記載表現の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，可搬

型代替注水等設備を

「必須のものとして

要求している条文」

を明示するために赤

字としている 

・設備の相違

【東海第二】 

東海第二の可搬型代

替注水中型ポンプは

２台組合せて系統構

成されるが，島根２

号炉の大量送水車は

１台で系統構成する

設計としている（以

下，⑤の相違） 

・設備を期待する条件

の相違 

【柏崎 6/7】 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

設備仕様の相違 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

設備仕様の相違 

・設備の相違

【東海第二】
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54 条の可搬型スプレイ設備に期待する場合は，重大事故等

対策の有効性評価の範疇を超える使用済燃料プールの損傷が

発生し，注水による水位維持が出来ず，スプレイによる可能

な限りの影響緩和を行っている状態である。可搬型スプレイ

ヘッダを使用できる場合は当該設備を設置してスプレイを行

うが，使用済燃料プールの損傷の規模によっては可搬型スプ

レイヘッダの設置場所への据え付けが困難となるため，その

ような状態においては更なる信頼性向上策である常設スプレ

イヘッダを用いてスプレイを行う。いずれの場合においても

可搬型スプレイ設備の台数を増やすことで影響緩和の程度を

拡大することも可能であるが，必要数としては 1 基あたり最

低 4 台で影響緩和が可能である。このような状態は，2.に記

載の「第３７条において想定する（中略）使用済燃料貯蔵槽

内における想定事故」には該当しないことから，前述の通り，

「想定する重大事故等」を超える状態であり，大規模損壊に

繋がる状態の一種となる。従って，6 号及び 7 号炉のいずれ

か 1 基で当該状態になった場合の必要数 1 セットに加えて

設備の信頼度等を考慮して 6 号及び 7 号炉合計で 1 台の予

備を確保することとし，「2n＋α」の対象施設としての必要数

算出においては，総数として包含されることを確認する。 

 

以上の有効性評価における必要数，ならびに条文毎の最大

必要数から，必要となる容量は 1 基あたり 4 台となる。上述

の通り，本設備は「2n＋α」の対象施設となることから，2 セ

ットを準備することが必要であるため，1 基あたり 4 台×2 

セット＝8 台が必要となる。従って，6 号及び 7 号炉合計で

16 台が必要数となる。この必要数は 54 条の可搬型スプレイ

設備の必要数及び予備の 6 号及び 7 号炉合計で 5 台を総数

として包含するものである。 

 

(3) 代替原子炉補機冷却系 

代替原子炉補機冷却系（代替循環冷却系の熱交換器ユニッ

ト等を含む）については，タービン建屋の外側もしくは建屋

内に設置した接続口を通じて原子炉建屋内の残留熱除去系熱

交換器及び燃料プール冷却浄化系熱交換器との間で淡水を循

環させるとともに，取水した海水を使用して車載熱交換器に

よって除熱を行うための可搬型重大事故等対処設備であり，

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   以上の有効性評価における必要数，及び条文毎の最大必要

数から，必要となる容量は可搬型代替注水中型ポンプが1セ

ット2個，可搬型代替注水大型ポンプが1セット1個となる。

上述のとおり，本設備は「2N+α」の対象施設となることか

ら，2セットを準備することが必要であるため，可搬型代替

注水中型ポンプが2個×2セット＝4個，可搬型代替注水大型

ポンプが1個×2セット＝2個が必要となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 条の可搬型スプレイ設備に期待する場合は，重大事故等

対策の有効性評価の範疇を超える燃料プールの損傷が発生し，

注水による水位維持ができず，スプレイによる可能な限りの影

響緩和を行っている状態である。可搬型スプレイノズルを使用

できる場合は当該設備を設置してスプレイを行うが，燃料プー

ルの損傷の規模によっては可搬型スプレイノズルの設置場所

への据え付けが困難となるため，そのような状態においては更

なる信頼性向上策である常設スプレイヘッダを用いてスプレ

イを行う。いずれの場合においても可搬型スプレイ設備の台数

を増やすことで影響緩和の程度を拡大することも可能である

が，必要数としては最低１台で影響緩和が可能である。このよ

うな状態は，2．に記載の「第 37条において想定する（中略）

使用済燃料貯蔵槽内における想定事故」には該当しないことか

ら，前述のとおり，「想定する重大事故等」を超える状態であ

り，大規模損壊に繋がる状態の一種となる。従って，当該状態

になった場合の必要数１セットに加えて設備の信頼度等を考

慮して１台の予備を確保することとし，「２ｎ＋α」の対象施

設としての必要数算出においては，総数として包含されること

を確認する。 

 

 

以上の有効性評価における必要数，ならびに条文毎の最大必

要数から，必要となる容量は１台となる。上述の通り，本設備

は「２ｎ＋α」の対象施設となることから，２セットを準備す

ることが必要であるため，１台×２セット＝２台が必要とな

る。この必要数は 54 条の可搬型スプレイ設備の必要数及び予

備の３台を総数として包含するものである。 

 

 

 

(3) 原子炉補機代替冷却系 

原子炉補機代替冷却系（代替循環冷却系の熱交換器ユニット

を含む）については，原子炉建物の外側に設置した接続口を通

じて原子炉建物内の残留熱除去系熱交換器及び燃料プール冷

却系熱交換器との間で淡水を循環させるとともに，取水した海

水を使用して車載熱交換器によって除熱を行うための可搬型

重大事故等対処設備であり，重大事故の防止及び影響緩和の観

 ⑤の相違 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，54条

の可搬型スプレイ設

備の必要数について

記載している 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 設備仕様の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ④の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 設備仕様の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 設備仕様の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑤の相違 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 東海第二は，緊急用

海水ポンプ（常設重

大事故等対処設備）

により海への最終ヒ

ートシンクを行う
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重大事故の防止及び影響緩和の観点から故障時の影響が大き

い重要な設備であることから，1.(1)に示す「2n＋α」の対象

施設と考える。本設備の台数を表 8(1)に示す。 

なお，格納容器内での重大事故の防止及び影響緩和の観点

からは，格納容器ベントの前に使用する設備であり，仮に故

障した場合には格納容器ベントによって除熱機能を維持する

ことも可能である。また，除熱設備という特徴から，注水や

電源供給のための設備と異なり，初期対応においては不要で

あるため，現場状況等を考慮した対応も可能である。 

重大事故等対策の有効性評価において，本設備が担う機能

を要求するのは，海水を用いた除熱機能が喪失している状態

である。前述の通り初期対応においては不要であり，一定時

間経過後の除熱機能復旧の段階において，本設備に期待する。

このとき，1 基あたり 1 式（熱交換器ユニット 1 式，大容量

送水車（熱交換器ユニット用）1 台）が必要となる。 

一方，設置許可基準規則第三章（重大事故等対処施設）に

おいて，代替除熱設備を要求しているのは表 3 に示す 2 条文

である。 

表 3 代替除熱設備を要求している条文 

このうち，可搬型の代替除熱設備を必須のものとして要求

している条文は 48 条である。 

48 条の可搬型代替除熱設備に期待する場合は，海水を用い

た除熱機能が喪失している状態である。このための必要数は

1 基あたり 1 式（熱交換器ユニット 1 式，大容量送水車（熱

交換器ユニット用）1 台）である。 

なお，上述の通り，一定時間経過後に期待するものである

ため，常設代替除熱設備である格納容器ベント（格納容器圧

力逃がし装置）を用いて最終ヒートシンクへの熱輸送を達成

することも可能である。 

以上の有効性評価における必要数，ならびに条文毎の最大

点から故障時の影響が大きい重要な設備であることから，

1.(1)に示す「２ｎ＋α」の対象施設と考える。本設備の台数

を表７(1)に示す。 

なお，格納容器内での重大事故の防止及び影響緩和の観点か

らは，格納容器フィルタベントの前に使用する設備であり，仮

に故障した場合には格納容器フィルタベントによって除熱機

能を維持することも可能である。また，除熱設備という特徴か

ら，注水や電源供給のための設備と異なり，初期対応において

は不要であるため，現場状況等を考慮した対応も可能である。 

重大事故等対策の有効性評価において，本設備が担う機能を

要求するのは，海水を用いた除熱機能が喪失している状態であ

る。前述のとおり初期対応においては不要であり，一定時間経

過後の除熱機能復旧の段階において，本設備に期待する。この

とき１式（移動式代替熱交換設備１台，大型送水ポンプ車１台）

が必要となる。 

一方，設置許可基準規則第三章（重大事故等対処施設）にお

いて，代替除熱設備を要求しているのは表３に示す２条文であ

る。 

表３ 代替除熱設備を要求している条文 

このうち，可搬型の代替除熱設備を必須のものとして要求し

ている条文は 48条である。 

48 条の可搬型代替除熱設備に期待する場合は，海水を用い

た除熱機能が喪失している状態である。このための必要数は１

式（移動式代替熱交換設備１台，大型送水ポンプ車１台）であ

る。 

なお，上述の通り，一定時間経過後に期待するものであるが，

仮に故障した場合には常設代替除熱設備である格納容器フィ

ルタベント（格納容器圧力逃がし装置）を用いて最終ヒートシ

ンクへの熱輸送を達成することも可能である。

以上の有効性評価における必要数，ならびに条文毎の最大必

（以下，⑥の相違） 
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必要数から，必要となる容量は，原子炉圧力容器・原子炉格

納容器と使用済燃料プールの除熱を同時に行うことができる

1 基あたり 1 式（熱交換器ユニット 1 式，大容量送水車（熱

交換器ユニット用）1 台）となる。上述の通り，本設備は「2n

＋α」の対象施設となることから，2 セットを準備すること

が必要であるため，1 基あたり 1 式×2 セット＝2 式が必要

となる。従って，6 号及び 7 号炉合計で 4 式が必要数となる。 

(4) 大容量送水車（海水取水用）

大容量送水車（海水取水用）については，淡水が必要な量

を確保できない場合において，原子炉建屋の外側から水を供

給する可搬型重大事故等対処設備であり，重大事故の防止及

び影響緩和の観点から故障時の影響が大きい重要な設備であ

ることから，1.(1)に示す「2n＋α」の対象施設と考える。本

設備の台数を表8(1)に示す。 

重大事故等対策の有効性評価においては，事象を収束する

ために必要な水を淡水のみで確保可能であることから，本設

備が担う機能は要求されない。 

一方，設置許可基準規則第三章（重大事故等対処施設）に

おいて，海水取水設備を要求しているのは表 4 に示す 56 条

のみである。 

表 4 海水取水設備を要求している条文 

56 条の大容量送水車（海水取水用）に期待する場合は，淡

水補給機能が喪失している状態である。上述の通り，事象収

束に必要な淡水は確保しており，それでも淡水が不足する場

合において使用する設備であることから，条文上要求されて

いるものではあるが，更なる安全性向上のためのバックアッ

要数から，必要となる容量は，原子炉圧力容器・原子炉格納容

器と燃料プールの除熱を同時に行うことができる１式（移動式

代替熱交換設備１台，大型送水ポンプ車１台）となる。上述の

通り，本設備は「２ｎ＋α」の対象施設となることから，２セ

ットを準備することが必要であるため，１式×２セット＝２式

が必要となる。 

(4) 大型送水ポンプ車及び大量送水車

大型送水ポンプ車及び大量送水車については，淡水が必要な

量を確保できない場合において，原子炉建物の外側から水を供

給する可搬型重大事故等対処設備であり，重大事故の防止及び

影響緩和の観点から故障時の影響が大きい重要な設備である

ことから，1.(1)に示す「２ｎ＋α」の対象施設と考える。本

設備の台数を表７(1)に示す。 

重大事故等対策の有効性評価においては，事象を収束するた

めに必要な水を淡水のみで確保可能であることから，本設備が

担う機能は要求されない。 

一方，設置許可基準規則第三章（重大事故等対処施設）にお

いて，海水取水設備を要求しているのは表４ に示す 56 条の

みである。 

表４ 海水取水設備を要求している条文 

56 条の大型送水ポンプ車及び大量送水車に期待する場合

は，淡水補給機能が喪失している状態である。上述の通り，事

象収束に必要な淡水は確保しており，それでも淡水が不足する

場合において使用する設備であることから，条文上要求されて

いるものではあるが，更なる安全性向上のためのバックアップ

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

④の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

設備仕様の相違 
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プという位置付けとなる。このための必要数は2 基で1 台で

ある。 

以上の有効性評価における必要数，ならびに条文毎の最大

必要数から，必要となる容量は 2 基で 1 台となる。上述の通

り，本設備は「2n＋α」の対象施設となることから，2 セッ

トを準備することが必要であるため，6 号及び 7 号炉合計で

2 台が必要数となる。 

(5) 高圧窒素ガスボンベ

高圧窒素ガスボンベについては，負荷に直接接続する可搬

型重大事故等対処設備であり，1.(2)に示す「n＋α」の対象

施設と考える。本設備の台数を表 8(2)に示す。 

重大事故等対策の有効性評価において，本設備が担う機能

を要求するのは，減圧機能を有する逃がし安全弁の作動機能

が喪失している状態である。初期対応としてこのような状態

になった場合，高圧注水機能が健全であれば早期の対応は不

要であるが，高圧注水機能が機能喪失している状態が重畳し

た場合においては早期に機能回復させ，減圧・低圧注水を行

う必要がある。しかしながら，早期機能回復は困難であるこ

とから，減圧機能の多重性・頑健性確保による機能喪失回避

が必須である。従って，減圧機能の維持において，本設備に

期待する。このとき，1 基あたり 5 本が必要となる。 

一方，設置許可基準規則第三章（重大事故等対処施設）に

おいて，代替ボンベ等ガス供給設備を要求しているのは表 5 

に示す 2 条文である。 

表 5 代替ボンベ等ガス供給設備を要求している条文 

このうち，可搬型の代替ボンベ等ガス供給設備を必須のも

のとして要求している条文は46 条である。 

(3) 非常用窒素供給系高圧窒素ボンベ

非常用窒素供給系高圧窒素ボンベについては，負荷に直接

接続する可搬型重大事故等対処設備であり，1.(2)に示す「N

＋α」の対象施設と考える。本設備の台数を，第43.4-5表(2)

に示す。 

重大事故等対策の有効性評価において，本設備が担う機能

を要求するのは，減圧機能を有する逃がし安全弁の作動機能

が喪失している状態である。初期対応としてこのような状態

になった場合，高圧注水機能が健全であれば早期の対応は不

要であるが，高圧注水機能が機能喪失している状態が重畳し

た場合においては，早期に機能回復させ，減圧・低圧注水を

行う必要がある。しかしながら，早期機能回復は困難である

ことから，減圧機能の多重性・頑健性確保による機能喪失回

避が必須である。したがって，減圧機能の維持において，本

設備に期待する。このとき，1セット10個の非常用窒素供給

系高圧窒素ボンベが必要となる。 

一方，設置許可基準規則第三章(重大事故等対処施設)にお

いて，代替ボンベ等ガス供給設備を要求しているのは，第

43.4-4表に示す2条文である。 

第43.4-4表 代替ボンベ等ガス供給設備を要求している条文 

このうち，可搬型の代替ボンベ等ガス供給設備を必須のも

のとして要求している条文は46条である。 

という位置付けとなる。このための必要数は各１台である。 

以上の有効性評価における必要数，ならびに条文毎の最大必

要数から，必要となる容量は各１台となる。上述の通り，本設

備は「２ｎ＋α」の対象施設となることから，２セットを準備

することが必要であるため，合計で各２台が必要数となる。 

(5) 逃がし安全弁用窒素ガスボンベ

逃がし安全弁用窒素ガスボンベについては，負荷に直接接続

する可搬型重大事故等対処設備であり，1.(2)に示す「ｎ＋α」

の対象施設と考える。本設備の台数を表７(2)に示す。 

重大事故等対策の有効性評価において，本設備が担う機能を

要求するのは，減圧機能を有する逃がし安全弁の作動機能が喪

失している状態である。初期対応としてこのような状態になっ

た場合，高圧注水機能が健全であれば早期の対応は不要である

が，高圧注水機能が機能喪失している状態が重畳した場合にお

いては早期に機能回復させ，減圧・低圧注水を行う必要がある。

しかしながら，早期機能回復は困難であることから，減圧機能

の多重性・頑健性確保による機能喪失回避が必須である。従っ

て，減圧機能の維持において，本設備に期待する。このとき，

15本が必要となる。 

一方，設置許可基準規則第三章（重大事故等対処施設）にお

いて，代替ボンベ等ガス供給設備を要求しているのは表５に示

す２条文である。 

表５ 代替ボンベ等ガス供給設備を要求している条文 

このうち，可搬型の代替ボンベ等ガス供給設備を必須のもの

として要求している条文は 46条である。 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

④の相違

・設備の相違

【東海第二】 

④の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

設備仕様の相違 

140



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

46 条の可搬型代替ボンベ設備に期待する場合は，減圧用の

逃がし安全弁操作用のガスが喪失している状態である。上述

の通り，初期対応として期待する設備ではないことから，条

文上要求されているものではあるが，更なる安全性向上のた

めのバックアップという位置付けとなる。このための必要数

は1 基あたり5 本である。 

以上の有効性評価における必要数，ならびに条文毎の最大

必要数から，必要となる容量は 1 基あたり 5 本となる。上述

の通り，本設備は「n＋α」の対象施設となることから，1 セ

ットを準備することが必要であるため，6 号及び 7 号炉それ

ぞれで 5 本ずつが必要数となる。 

(6) 逃がし安全弁用可搬型蓄電池

逃がし安全弁用可搬型蓄電池については，負荷に直接接続

する可搬型重大事故等対処設備であり，1.(2)に示す「n＋α」

の対象施設と考える。本設備の台数を表8(2)に示す。 

重大事故等対策の有効性評価において，本設備が担う機能

を要求するのは，減圧機能を有する逃がし安全弁の作動機能

が喪失している状態である。初期対応としてこのような状態

になった場合，高圧注水機能が健全であれば早期の対応は不

要であるが，高圧注水機能が機能喪失している状態が重畳し

た場合においては早期に機能回復させ，減圧・低圧注水を行

う必要がある。しかしながら，早期機能回復は困難であるこ

とから，減圧機能の多重性・頑健性確保による機能喪失回避

が必須である。従って，減圧機能の維持において，本設備に

期待する。このとき，1 基あたり1 個が必要となる。 

一方，設置許可基準規則第三章（重大事故等対処施設）にお

いて，逃がし安全弁用可搬型蓄電池を要求しているのは表 6 に

示す 46 条のみである。 

46条の可搬型代替ボンベ設備に期待する場合は，減圧用の

逃がし安全弁操作用のガスが喪失している状態である。上述

のとおり，初期対応として期待する設備ではないことから，

条文上要求されているものではあるが，更なる安全性向上の

ための予備という位置付けとなる。このための必要数は1セ

ット10個である。 

以上の有効性評価における必要数及び条文毎の最大必要

数から，必要となる容量は10個となる。上述のとおり，本設

備は「N+α」の対象施設となることから，1セットを準備す

ることが必要であるため，10個が必要数となる。 

(4) 逃がし安全弁用可搬型蓄電池

逃がし安全弁用可搬型蓄電池については，負荷に直接接続

する可搬型重大事故等対処設備であり，1.(2)に示す「N＋α」

の対象施設と考える。本設備の台数を，第43.4-5表(2)に示

す。 

重大事故等対策の有効性評価において，本設備が担う機能

を要求するのは，減圧機能を有する主蒸気逃がし安全弁の作

動機能が喪失している状態である。初期対応としてこのよう

な状態になった場合，高圧注水機能が健全であれば早期の対

応は不要であるが，高圧注水機能が機能喪失している状態が

重畳した場合においては早期に機能回復させ，減圧・低圧注

水を行う必要がある。しかしながら，早期機能回復は困難で

あることから，減圧機能の多重性・頑健性確保による機能喪

失回避が必須である。したがって，減圧機能の維持において，

本設備に期待する。このとき，2個の逃がし安全弁用可搬型

蓄電池が必要となる。 

一方，設置許可基準規則第三章(重大事故等対処施設)にお

いて，代替ボンベ等ガス供給設備を要求しているのは，第

43.4-5表に示す46条のみである。 

46 条の可搬型代替ボンベ設備に期待する場合は，減圧用の

逃がし安全弁操作用のガスが喪失している状態である。上述の

通り，初期対応として期待する設備ではないことから，条文上

要求されているものではあるが，更なる安全性向上のためのバ

ックアップという位置づけとなる。このための必要数は 15 本

である。 

以上の有効性評価における必要数，ならびに条文毎の最大必

要数から，必要となる容量は 15 本となる。上述の通り，本設

備は「ｎ＋α」の対象施設となることから，１セットを準備す

ることが必要であるため，15本が必要数となる。 

(6) 主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室）

主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室）については，負荷

に直接接続する可搬型重大事故等対処設備であり，1.(2)に示

す「ｎ＋α」の対象施設と考える。本設備の台数を表７(2)に

示す。 

重大事故等対策の有効性評価において，本設備が担う機能を

要求するのは，減圧機能を有する逃がし安全弁の作動機能が喪

失している状態である。初期対応としてこのような状態になっ

た場合，高圧注水機能が健全であれば早期の対応は不要である

が，高圧注水機能が機能喪失している状態が重畳した場合にお

いては早期に機能回復させ，減圧・低圧注水を行う必要がある。

しかしながら，早期機能回復は困難であることから，減圧機能

の多重性・頑健性確保による機能喪失回避が必須である。従っ

て，減圧機能の維持において，本設備に期待する。このとき，

２個が必要となる。 

一方，設置許可基準規則第三章（重大事故等対処施設）にお

いて，主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室）を要求してい

るのは表６に示す 46 条である。 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

設備仕様の相違 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

設備仕様の相違 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

④の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

設備仕様の相違 
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表 6 逃がし安全弁用可搬型蓄電池を要求している条文 

46 条の逃がし安全弁用可搬型蓄電池に期待する場合は，減

圧用の逃がし安全弁操作用の直流電源が喪失している状態で

ある。上述の通り，初期対応として期待する設備ではないこ

とから，条文上要求されているものではあるが，更なる安全

性向上のためのバックアップという位置付けとなる。このた

めの必要数は1 基あたり1 個である。 

以上の有効性評価における必要数，ならびに条文毎の最大

必要数から，必要となる容量は 1 基あたり 1 個となる。上述

の通り，本設備は「n＋α」の対象施設となることから，1 セ

ットを準備することが必要であるため，6 号及び 7 号炉それ

ぞれで 1 個ずつが必要数となる。 

(7) 遠隔空気駆動弁操作用ボンベ

遠隔空気駆動弁操作用ボンベについては，負荷に直接接続

する可搬型重大事故等対処設備であり，1.(2)に示す「n＋α」

の対象施設と考える。本設備の台数を表8(2)に示す。 

重大事故等対策の有効性評価において，本設備が担う機能

を要求するのは，格納容器圧力逃がし装置の遠隔空気駆動弁

の中央制御室からの遠隔操作機能が喪失している状態であ

る。格納容器圧力逃がし装置は事象初期においては使用しな

いことから，このような状態になった場合，早期の対応は不

要であるが，格納容器圧力逃がし装置の機能に期待するまで

の間に機能回復させる必要がある。しかしながら，早期機能

回復は困難であることから，遠隔空気駆動弁の操作機能の多

様性・頑健性確保による機能喪失回避が必須である。従って，

格納容器圧力逃がし装置の機能維持において，本設備に期待

第43.4-5表 代替ボンベ等ガス供給設備を要求している条文 

46条の逃がし安全弁用可搬型蓄電池に期待する場合は，減

圧用の主蒸気逃がし安全弁操作用の直流電源が喪失してい

る状態である。上述のとおり，初期対応として期待する設備

ではないことから，条文上要求されているものではあるが，

更なる安全性向上のための予備という位置付けとなる。この

ための必要数は2個である。 

以上の有効性評価における必要数及び条文毎の最大必要

数から，必要となる容量は2個となる。上述のとおり，本設

備は「N+α」の対象施設となることから，1セットを準備す

ることが必要であるため，2個が必要数となる。 

表６ 主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室）を要求している条

文 

46 条の主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室）に期待す

る場合は，減圧用の逃がし安全弁操作用の直流電源が喪失して

いる状態である。上述の通り，初期対応として期待する設備で

はないことから，条文上要求されているものではあるが，更な

る安全性向上のためのバックアップという位置づけとなる。こ

のための必要数は２個である。 

以上の有効性評価における必要数，ならびに条文毎の最大必

要数から，必要となる容量は２個となる。上述の通り，本設備

は「ｎ＋α」の対象施設となることから，１セットを準備する

ことが必要であるため，２個が必要数となる。 

・記載表現の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，可搬

型の代替ボンベ等ガ

ス供給設備を「必須
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するために赤字とし
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する。このとき，1 基あたり4 本が必要となる。 

一方，設置許可基準規則第三章（重大事故等対処施設）に

おいて，遠隔空気駆動弁操作用ボンベを要求しているのは表

7 に示す 50 条のみである。 

表 7 遠隔空気駆動弁操作用ボンベを要求している条文 

50 条の隔離弁の現場操作設備に期待する場合は，隔離弁の

中央制御室からの遠隔操作機能が喪失している状態である。

上述の通り，初期対応として期待する設備ではないことから，

条文上要求されているものではあるが，更なる安全性向上の

ためのバックアップという位置付けとなる。このための必要

数は1 基あたり4 本である。 

以上の有効性評価における必要数，ならびに条文毎の最大

必要数から，必要となる容量は 1 基あたり 4 本となる。上述

の通り，本設備は「n＋α」の対象施設となることから，1 セ

ットを準備することが必要であるため，6 号及び 7 号炉それ

ぞれで 4 本ずつが必要数となる。 

3. 可搬型重大事故等対処設備の予備数の考え方について

(1) 可搬型代替交流電源設備（電源車）

可搬型代替交流電源設備（電源車）については，2.(1)の通

り，必要となる容量は1 基あたり2 台であり，「2n＋α」の

対象施設となることから，6 号及び7 号炉合計で8 台が必要

数となる。これに加えて，故障時のバックアップ及び保守点

検による待機除外時のバックアップを発電所全体で確保す

る。 

本設備は，2 台以上同時に保守点検することのないよう運

用することとしたうえで，故障時のバックアップ及び保守点

検による待機除外時のバックアップとして，6 号及び7 号炉

合計で1 台を確保する。 

3. 可搬型重大事故等対処設備の予備数の考え方について

(1) 可搬型代替低圧電源車

可搬型代替低圧電源車については，2.(1)のとおり，必要

となる容量は2台であり，「2N＋α」の対象施設となること

から，合計で4台が必要数となる。これに加えて，故障時及

び保守点検による待機除外時の予備を確保する。 

本設備は，故障時及び保守点検による待機除外時の予備と

して合計1台を確保する。 

3. 可搬型重大事故等対処設備の予備数の考え方について

(1) 可搬型代替交流電源設備（高圧発電機車）

可搬型代替交流電源設備（高圧発電機車）については，2.(1)

の通り，必要となる容量は３台であり，「２ｎ＋α」の対象施

設となることから，合計で６台が必要数となる。これに加えて，

故障時のバックアップ及び保守点検による待機除外時のバッ

クアップを発電所全体で確保する。

本設備は，２台以上同時に保守点検することのないよう運用

することとしたうえで，故障時のバックアップ及び保守点検に

よる待機除外時のバックアップとして，１台を確保する。 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

設備仕様の相違 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 
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以上から，合計で 9 台保有する。 

(2) 可搬型代替注水ポンプ（消防車）

可搬型代替注水ポンプ（消防車）については，2.(2)の通り，

必要となる容量は1基あたり4 台であり，「2n＋α」の対象施

設となることから，6 号及び7 号炉合計で16 台が必要数とな

る。これに加えて，故障時のバックアップ及び保守点検によ

る待機除外時のバックアップを発電所全体で確保する。 

本設備は，2 台以上同時に保守点検することのないよう運

用することとしたうえで，故障時のバックアップ及び保守点

検による待機除外時のバックアップとして，6 号及び7 号炉

合計で1 台を確保する。 

以上から，合計で 17 台保有する。 

(3) 代替原子炉補機冷却系

代替原子炉補機冷却系については，2.(3)の通り，必要とな

る容量は1 基あたり1式（熱交換器ユニット1 式，大容量送水

車（熱交換器ユニット用）1 台）である。本設備は原子炉圧

力容器・原子炉格納容器と使用済燃料プールの除熱を同時に

以上から，合計で5台保有する。 

可搬型代替注水ポンプ同時使用時の組み合わせについて，

添付資料－1に示す。 

(2) 可搬型整流器

可搬型整流器については，2.(1)のとおり，必要となる容

量は4台であり，「2N＋α」の対象施設となることから，合

計で8台が必要数となる。これに加えて，故障時及び保守点

検による待機除外時の予備を確保する。 

本設備は，故障時及び保守点検による待機除外時の予備と

して合計1台を確保する。 

以上から，合計で9台保有する。 

(3) 可搬型代替注水大型ポンプ及び可搬型代替注水中型ポン

プ 

可搬型代替注水大型ポンプについては，2.(2)のとおり「2N

＋α」の対象施設となることから，必要数である2セット2台

に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時の予備を1

台確保する。以上から，合計で3台保有する。 

可搬型代替注水中型ポンプについては，2.(2)のとおり「2N

＋α」の対象施設となることから，必要数である2セット4台

に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時の予備を1

台確保する。 

以上から，合計で5台を保有する。 

以上から，合計で７台保有する。 

(2) 可搬型代替注水ポンプ（大量送水車）

可搬型代替注水ポンプ（大量送水車）については，2.(2)の

とおり，必要となる容量は１台であり，「２ｎ＋α」の対象施

設となることから，合計で２台が必要数となる。これに加えて，

故障時のバックアップ及び保守点検による待機除外時のバッ

クアップを発電所全体で確保する。

本設備は，２台以上同時に保守点検することがないよう運用

することとしたうえで，故障時のバックアップ及び保守点検に

よる待機除外時のバックアップとして１台を確保する。 

以上から，合計で３台保有する。 

(3) 原子炉補機代替冷却系

原子炉補機代替冷却系については，2.(3)の通り，必要とな

る容量は１式（移動式代替熱交換設備１台，大型送水ポンプ車

１台）である。本設備は原子炉圧力容器・原子炉格納容器と燃

料プールの除熱を同時に行うことができる容量を有するもの

④の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

設備仕様の相違 

・運用の相違
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行うことができる容量を有するものである。 

「2n＋α」の対象施設となることから，6 号及び7 号炉合

計で4 式が必要数となる。これに加えて，故障時のバックア

ップ及び保守点検による待機除外時のバックアップを発電所

全体で確保する。 

本設備は，2 式以上同時に保守点検することのないよう運

用することとしたうえで，故障時のバックアップ及び保守点

検による待機除外時のバックアップとしては，6 号及び7 号

炉合計で1 式を確保する。 

 

以上から，合計で5 式保有する。 

なお，原子炉圧力容器・原子炉格納容器の除熱に関しては，

格納容器ベント（格納容器圧力逃がし装置）も同等の機能を

有する設備として利用可能である。 

 

 (4) 大容量送水車（海水取水用） 

 

大容量送水車（海水取水用）については，2.(4)の通り，必

要となる容量は2 基で1 台であり，「2n＋α」の対象施設と

なることから，6 号及び7 号炉合計で2 台が必要数となる。

これに加えて，故障時のバックアップ及び保守点検による待

機除外時のバックアップを発電所全体で確保する。 

本設備は，2 台以上同時に保守点検することのないよう運

用することとしたうえで，故障時のバックアップ及び保守点

検による待機除外時のバックアップとして，6 号及び7 号炉

合計で1 台を確保する。 

以上から，合計で 3 台保有する。 

 

 (5) 高圧窒素ガスボンベ 

高圧窒素ガスボンベについては，2.(5)の通り，必要となる

容量は1 基あたり5 本であり，「n＋α」の対象施設となるこ

とから，1 セットを準備することが要求となるため，6 号及

び7 号炉でそれぞれ5 本ずつが必要数となる。 

 

 

 

この5 本ずつに加えて，故障時のバックアップ及び保守点

検による待機除外時のバックアップを発電所全体で確保す

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 非常用窒素供給系高圧窒素ボンベ 

   非常用窒素供給系高圧窒素ボンベについては，2.(4)のと

おり，必要となる容量は10個であり，「N+α」の対象施設と

なることから，1セットを準備することが要求となるため，

10個が必要数となる。 

 

 

 

   この10個に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時

の予備を確保する。 

である。 

「２ｎ＋α」の対象施設となることから，合計で２式が必要

数となる。これに加えて，故障時のバックアップ及び保守点検

による待機除外時のバックアップを発電所全体で確保する。 

本設備は，２式以上同時に保守点検することのないよう運用

することとしたうえで，故障時のバックアップ及び保守点検に

よる待機除外時のバックアップとしては，合計で１式を確保す

る。 

 

 

以上から，合計で３式保有する。 

なお，原子炉圧力容器・原子炉格納容器の除熱に関しては，

格納容器フィルタベントも同等の機能を有する設備として利

用可能である。 

 

 (4) 大型送水ポンプ車及び大量送水車 

 

大型送水ポンプ車及び大量送水車については，2.(4)の通り，

必要となる容量は各１台であり，「２ｎ＋α」の対象施設とな

ることから，合計で各２台が必要数となる。これに加えて，故

障時のバックアップ及び保守点検による待機除外時のバック

アップを発電所全体で確保する。 

本設備は，２台以上同時に保守点検することのないよう運用

することとしたうえで，故障時のバックアップ及び保守点検に

よる待機除外時のバックアップとして，合計で各１台を確保す

る。 

以上から，合計で各３台保有する。 

 

 (5) 逃がし安全弁用窒素ガスボンベ 

逃がし安全弁用窒素ガスボンベについては，2.(5)の通り，

必要となる容量は 15本であり，「ｎ＋α」の対象施設となるこ

とから，１セットを準備することが要求となるため，15 本が

必要数となる。 

 

 

 

この 15 本に加えて，故障時のバックアップ及び保守点検に

よる待機除外時のバックアップを確保する。 

 

・設備の相違 
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る。 

本設備は，高い信頼度を有する設備である。一方で，本設

備は各原子炉建屋内に配置することから，バックアップにつ

いても建屋毎に配置することが適切である。従って，1 基あ

たり最大で5 本同時に保守点検を実施する運用としたうえ

で，故障時のバックアップ及び保守点検による待機除外時の

バックアップとして，1 基あたり5 本以上を確保する。 

以上から，合計で 1 基あたり 10 本以上を確保することと

し，余裕を見て 1 基あたり 25 本保有する。 

(6) 逃がし安全弁用可搬型蓄電池

逃がし安全弁用可搬型蓄電池については，2.(6)の通り，必

要となる容量は1 基あたり1 個であり，「n＋α」の対象施設

となることから，1 セットを準備することが要求となるため，

6 号及び7 号炉でそれぞれ1 個ずつが必要数となる。 

この1 個ずつに加えて，故障時のバックアップ及び保守点

検による待機除外時のバックアップを発電所全体で確保す

る。 

本設備は，2 個以上同時に保守点検することのないよう運

用することとしたうえで，故障時のバックアップ及び保守点

検による待機除外時のバックアップとして，6 号及び7 号炉

合計で1 個を確保する。 

以上から，合計で 3 個保有する。 

(7) 遠隔空気駆動弁操作用ボンベ

遠隔空気駆動弁操作用ボンベについては，2.(7)の通り，必

要となる容量は1 基あたり4 本であり，「n＋α」の対象施設

となることから，1 セットを準備することが要求となるため，

6 号及び7 号炉でそれぞれ4 本ずつが必要数となる。 

この4 本ずつに加えて，故障時のバックアップ及び保守点

検による待機除外時のバックアップを発電所全体で確保す

本設備は，高い信頼度を有する設備である。一方で，本設

備は原子炉建屋内に分散して配置することから，予備につい

ても非常用窒素供給系高圧窒素ガスボンベ設置場所近傍に

分散配置することが適切である。したがって，最大で5本同

時に保守点検を実施する運用としたうえで，故障時及び保守

点検による待機除外時の予備として10個確保する。 

以上から，合計で20個保有する。 

(5) 逃がし安全弁用可搬型蓄電池

逃がし安全弁用可搬型蓄電池については，2.(5)のとおり，

必要となる容量は2個であり，「N+α」の対象施設となるこ

とから，1セットを準備することが要求となるため，2個が必

要数となる。 

この2個に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時

の予備を確保する。 

本設備は，2個以上同時に保守点検することのないように

運用することとしたうえで，故障時及び保守点検による待機

除外時の予備として1個確保する。 

以上から，合計で3個保有する。 

本設備は，高い信頼度を有する設備である。一方で，本設備

は原子炉建物内に配置することから，バックアップについても

原子炉建物に配置することが適切である。従って，最大で５本

同時に保守点検を実施する運用としたうえで，故障時のバック

アップ及び保守点検による待機除外時のバックアップとして，

５本以上を確保する。 

以上から，合計で 20 本以上を確保することとし，余裕を見

て 30本保有する。 

(6) 主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室）

主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室）については，2.(6)

の通り，必要となる容量は２個であり，「ｎ＋α」の対象施設

となることから，１セットを準備することが要求となるため，

２個が必要数となる。 

この２個に加えて故障時のバックアップ及び保守点検によ

る待機除外時のバックアップを確保する。 

本設備は，２個以上同時に保守点検することのないよう運用

することとしたうえで，故障時のバックアップ及び保守点検に

よる待機除外時のバックアップとして２個を確保する。 

以上から合計で４個保有する。 

設備仕様の相違 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

④の相違

・設備の相違

【東海第二】 

設備仕様の相違 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

設備仕様の相違 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

設備仕様の相違 

・設備の相違

【東海第二】 

設備仕様の相違 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の排出経

路に設置される隔離

弁は，空気作動弁を

設置しない設計のた

め，遠隔空気駆動弁

操作用ボンベ等はな
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る。 

本設備は，高い信頼度を有する設備である。一方で，本設

備は各原子炉建屋内に配置することから，バックアップにつ

いても建屋毎に配置することが適切である。従って，1 基あ

たり最大で4 本同時に保守点検を実施する運用としたうえ

で，故障時のバックアップ及び保守点検による待機除外時の

バックアップとして，1 基あたり4 本を確保する。 

以上から，合計で1 基あたり8 本保有する。 

4. その他の可搬型重大事故等対処設備の台数について

その他の設備については，原子炉建屋の外側から水・電力を供

給するものではなく，かつ負荷に直接接続する可搬型重大事故等

対処設備でもないことから，1.(3)に示す「n」の対象施設と考え

る。本設備の台数及び必要となる容量を表8(3)に示す。 

本設備は「n」の対象施設となることから，設置許可基準規則

43 条3 項1 号に定められる「十分に余裕のある容量を有する」

ための予備台数を確保する。 

また，がれき等によってアクセスルートの確保が困難となった

場合に備えて配備しているホイールローダの配備数を表 9 に示

す。 

4. その他の可搬型重大事故等対処設備の台数について

  その他の設備については，原子炉建屋の外側から水・電力を

供給するものではなく，かつ負荷に直接接続する可搬型直流電

源設備でもないことから，1.(3)に示す「N」の対象施設と考え

る。本設備の台数及び必要となる容量を，第43.4-5表(3)に示

す。 

  本設備は「N」の対象施設となることから，設置許可基準規

則43条3項1号に定められる「十分に余裕のある容量を有する」

ための予備台数を確保する。 

  また，ホイールローダの配備数を，表43.4-6表に示す。 

4. その他の可搬型重大事故等対処設備の台数について

その他の設備については，原子炉建物の外側から水・電力を供

給するものではなく，かつ負荷に直接接続する可搬型重大事故等

対処設備でもないことから，1.(3)に示す「ｎ」の対象施設と考え

る。本設備の台数及び必要となる容量を表７(3)に示す。 

本設備は「ｎ」の対象施設となることから，設置許可基準規則

第 43 条 3 項 1 号に定められる「十分に余裕のある容量を有する」

ための予備台数を確保する。 

また，がれき等によってアクセスルートの確保が困難となった

場合に備えて配備しているホイールローダの配備数を表８に示

す。 

い 
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表 8 主要可搬型設備 

(1)「2n＋α」の可搬型設備

第 43.4-6表 主要可搬型設備 

(1) 「2N＋α」の屋外に保管する可搬型設備（1／2）

表７ 主要可搬型設備 

(1) 「２ｎ＋α」の可搬型設備

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】
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(1) 「2N＋α」の屋外に保管する可搬型設備（2／2）

(2) 「2N＋α」の屋内に保管する可搬型設備 ・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】
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(2)「n＋α」の可搬型設備 (3) 「N＋α」の可搬型設備 (2) 「ｎ＋α」の可搬型設備

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 
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(3)「n」の可搬型設備 (4) 「N」の屋外に保管する可搬型設備（1／2） (3) 「ｎ」の可搬型設備
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(4) 「N」の屋外に保管する可搬型設備（2／2）
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表 9 アクセスルート確保のための可搬型設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表８ アクセスルート確保のための可搬型設備 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

 東海第二はアクセス

ルート確保のための

可搬型設備について

も第 43.4-6 表(4)に

記載している 
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添付資料－１ 

 

可搬型代替注水ポンプ同時使用時の組合せについて 

 

  可搬型代替注水ポンプの配備台数は，重大事故等時に同時に

使用することを想定するケースを考慮した上で，必要な容量を

満足する台数並びに故障時及び保守点検による待機除外時の

バックアップ用として必要な台数を元に，可搬型代替注水中型

ポンプを合計5台，可搬型代替注水大型ポンプを合計3台，可搬

型代替注水大型ポンプ（放水用）を合計2台配備する。 

  各ポンプの仕様及び配備台数を第 1表に示す。 

  可搬型代替注水ポンプ同時使用時の組合せについては，以下

のパターンを想定する。同時使用時の組合わせパターンと可搬

型代替注水ポンプの台数の関係を第 2表に示す。 

 

パターンＡ：常設低圧代替注水系ポンプ使用時の代替淡水貯槽

への補給 

パターンＢ：西側淡水貯水設備を水源とした可搬型代替注水中

型ポンプを使用した注水及び西側淡水貯水設備へ

の補給 

パターンＣ：代替淡水貯槽を水源とした可搬型代替注水大型ポ

ンプを使用した注水及び代替淡水貯槽への補給 

パターンＤ：海を水源とした可搬型代替注水大型ポンプを使用

した注水 

 

 

  また，有効性評価の事故シーケンスグループ等と技術的能力

審査基準，設置許可基準規則，技術基準規則との関連を第 3表

に示す。 

 

第 1表 可搬型代替注水ポンプの仕様及び配備台数 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉では，東

海第二の可搬型代替

注水中型ポンプと可

搬型代替注水大型ポ

ンプを組合せての運

用は実施せず大量送

水車及び大型送水ポ

ンプ車は明確に使用

用途が区別されてい

る。 

  なお，各水源及び

ポンプ車からの注水

系統については， 56

条 重大事故等の収

束に必要となる水の

供給設備に記載して

いる。 
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 第 2表 可搬型代替注水ポンプ同時使用時の組合せ整理表※１,５ 

 

第3表 可搬型代替注水ポンプに係る有効性評価の事故シーケン

スグループ等と技術的能力審査基準/設置許可基準規則/技術基

準規則との関連（1／2） 
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第3表 可搬型代替注水ポンプに係る有効性評価の事故シーケン

スグループ等と技術的能力審査基準/設置許可基準規則/技術基

準規則との関連）（2／2） 
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≪参考≫ 可搬型代替注水ポンプ 保管場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.1－1図 保管場所及びアクセスルート図 
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